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パブリックコメントに提出された意見とその意見に対する市の考え方 

計画等の名称 龍ケ崎みらい創造ビジョン for２０３０ 

意見提出期間 令和４年９月６日（火）～令和４年１０月５日（水） 

意見提出者数 ９件（個人８件・団体１件） 意見件数 ４８件 
 

No. 意見 No. 意見の概要 市の考え方 

１ １  活気ある街をめざし、子育て支援日本一の施策を立て

る。 

 龍ケ崎みらい創造ビジョン for２０３０（以下「本計画」といいます。）

では、前期基本計画において、この４年間（令和５年度～８年度）の施策

のうち、特に重要となる施策を「リーディングプロジェクト」として位置

付け、その中で子育て支援や少子化対策、にぎわいづくりに重点的かつ優

先的に取り組むこととしています。 

２ ２  太陽光発電設備が市内にこれまでにない勢いで建設さ

れ、市民の苦情を耳にする。地域住民への事前の説明が適

切に行われているか、市として確認や実態の公表をお願い

したい。また、市条例をはじめとする関連法規等が適正に

運用されているか、PDCAサイクルの進行管理が正しく行わ

れているかも確認してほしい。 

 本市では平成２８年に「龍ケ崎市自然環境等と太陽光発電設備設置事業

との調和に関する条例」を制定し、事業区域の面積が５００平方メートル

を超える事業実施に際しては、事業者に対し地域住民等の理解促進等の措

置を求めているところです。 

 本計画の将来ビジョンにおいても、まちづくりの基本姿勢として「市民

に信頼される「納得性」の高いまちづくり」を掲げており、市民への説明

責任を果たすための積極的な情報発信や意見交換などを通じて、市民との

相互理解の深化に努めることとしております。 

引き続き、本条例の適正な運用に努め、市民と事業者、行政の情報共有・

共通理解を前提とした立地の適正化を図ってまいります。 

３ ３  障がい者が安全・安心が実感できるまちになるよう、本

計画にもそのビジョンを示していただきたい。 

 本計画では、政策の柱の一つに「共に支え合い、誰もが健康に暮らせるまちづく

り」を掲げ、障がい者福祉の充実に向けた取組を推進していくこととしています。 

具体の施策として相談体制の強化やサービス提供確保、就労機会の提供

などに取り組んでまいります。 

４ ４  将来ビジョンの「６ 政策の柱と施策（施策の大綱）」の

「７つの政策の柱」と「政策実現に向けた横断的取組」に

分けた経緯説明があると分かりやすい。 

 ご指摘を参考に、次のとおりの記載を冒頭に追記します。 

『「将来に向けた本市のあるべき姿」を達成するため、取り組むべき政策を

分野ごとに「7つの政策の柱」として整理するとともに、各分野に共通する

取組については「政策実現に向けた横断的取組」として別に柱を掲げます。』 

 ５  将来ビジョンの「図表１３ 政策の体系の全体構成」に

ついては、「６ 政策の柱と施策（施策の大綱）」の文章記

載の前に持ってきた方がよい。 

 ご指摘を参考に修正します。 
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 ６  前期基本計画の「２ 施策の体系」における「関連する

分野別計画」については、別途参考文献としてリスト化し

たほうがよい。また、計画名称については正式なものとし、

所管課を付した方が分かりやすい。 

 政策体系と分野別計画がどう紐づいているのか、分かりやすさを重視す

る観点で、施策の体系の表に「関連する分野別計画」を記載し、計画名称

も冒頭の「龍ケ崎市」といった記載を省略して記載したところです。 

 また、所管課についても、組織機構の変更などで名称等が変わる可能性

があることから、混乱を避ける意図で記載しておりません。前期基本計画

に基づき毎年度作成するアクションプランにおいて、所管課については明

記していきます。 

 ７  前期基本計画に掲げる「リーディングプロジェクト」と

施策の体系が順不同になっている。「リーディングプロジ

ェクト」については、施策の体系としても特出しし、アピ

ールすべきではないか。 

 「リーディングプロジェクト」は、本市が抱える課題への的確な対応や

「住み続けたいまち」の構築に向けて特に重要となる取組を各施策からピ

ックアップするかたちで特出しして位置付けているものです。  

 アピールの面からは、別途「リーディングプロジェクト」のみをまとめ

た記載（３０・３１ページ）もありますことから、こちらでアピールでき

ているものと考えています。 

 ８  前期基本計画の施策「子ども・子育て支援の充実」での

「現状と課題」について、４つの段落に分かれているが、

段落順でいうと４→３→１→２の順で記載するのが妥当

ではないか。 

 ご指摘を参考に修正します。 

 ９  前期基本計画の施策「「夢」を持ち「生きる力」を育む教

育の推進」について、施策の展開方向で「健康で健全な心

身を育む教育の推進」の部分で、食の取組については、経

済活性化につながることから、その旨の記載を加えるべき

ではないか。 

 ここでは主に学校教育に関する施策について記載しており、「健康で健

全な心身を育む教育の推進」に取り組む際の方向性の一つとして「食育学

習」を位置づけているものです。 

ご指摘にありますように、食育については給食への地元農産品活用やＰ

Ｒと絡めることにより、地域経済の活性化へとつながることも期待される

ことから、38ページの施策「地域経済の活性化」の「農業振興」の方向性

の中で整理しているところです。 

 10  前期基本計画の施策「若者世代の活躍支援と定住促進」

での「現状と課題」について、６つの段落に分かれている

が、段落順でいうと１→２→６→３→４→５の順で記載す

るのが妥当ではないか。 

 ご指摘を参考に修正します。 

 11  前期基本計画の施策「健康長寿社会の実現」について、

施策の展開方向で「生活習慣病発症者と重症者の減少」を

掲げているが、発症者の経験談や医療リスクなどの啓発活

動が必要ではないか。また、医療機関にも協力を得ながら、

高齢者を抱える家族などの負担を考慮し、急に発病した際

などに慌てないよう、日頃からの支援が必要ではないか。 

 健康長寿社会の実現に向けて、疾病の早期発見と重症化の防止が主要な

取組の一つとなることから、市民一人ひとりが自分ごととして取り組んで

いただくため、市民へ向けた周知啓発活動の重要性は高いと認識しており

ます。 

 ご提案いただいた内容につきましては、具体の取組を検討する際の参考

にさせていただきます。 
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 12  前期基本計画の施策「地域医療体制・感染症対策の強化」

について、専門医療に特化した医療機関が少なく、そのよ

うな専門医療機関を市内へ呼び込むことを強化・支援した

ほうがよいのではないか。 

 市民が安心して暮らすためにも、医療の確保は必要不可欠です。本市で

は、稲敷圏域の市町村・医療機関と連携して、それぞれを補いながら、地

域医療の輪番制度など、適切な医療が受けられる医療体制の維持に努めて

いるところです。 

 また、医療機関の進出意向などにも注視しながら、適切な医療体制の確

保・維持に向けた支援に努めてまいります。 

 13  前期基本計画の施策「消防・救命体制の充実」について、

地区におけるヘリコプター（特にドクターヘリ）の発着場

を増やすことを進めるべきではないか。 

 本市におけるドクターヘリ等の発着場所の候補地は、公共施設を中心に

選定しております。発着場所の選定には、面積や周囲の樹木・家屋などの

障害がある施設等がないことなどの条件があることのほか、関係機関との

調整も必要となっていることから、ご意見を踏まえ、対応を検討してまい

りたいと考えています。 

 14  前期基本計画の施策「健康長寿社会の実現」について、

一口コラムで「Live119」を取り上げるべきではないか。 

 「Creation」一口コラムについては、市民の本計画における各施策に対

する理解を深めるため、本市の取り組む具体な事業を中心に、用語やトピ

ックスについて、できるだけ平易な形で記載をしたものです。 

 ご指摘の「Live119」は、茨城県の事業として行われており、市民にも制

度の理解促進を進めるべきものでもありますことから、今後、本市の広報

紙等を活用しながら、周知啓発を行ってまいりたいと考えております。 

 15  前期基本計画の施策「暮らしの安全・安心の確保」など

について、交通安全環境の向上として、道路及び民地の樹

木剪定に関して触れられていない。民事で問題となること

もあることから、計画で触れた上で、条例等を制定したほ

うがよいのではないか。 

 道路用地へはみ出た樹木の剪定については、所管部署における通常の事

務として、所有関係等などを確認の上、対応を行っているところです。 

 また、条例化につきましては、ご意見を参考にさせていただき、必要性

について検討を行ってまいりたいと思います。 

 16  前期基本計画の施策「暮らしの安全・安心の確保」につ

いて、施策の展開方向の「消費者教育の充実」は成人前に

教育分野で指導しておく必要があることから、教育分野に

も記載しておく必要があるのではないか。また、消費の前

に納税の必要性も授業などで指導すべきではないか。 

 消費者教育については、18歳成人に伴い、中学生や高校生をはじめ、若

者への周知啓発等の重要性が高まっているものと認識しています。 

 本計画の前期基本計画の施策においても、「「夢」を持ち「生きる力」を

育む教育の推進」の中で、シティズンシップ教育の推進を掲げており、個

人の権利と責任など、社会の中で円滑な人間関係を築くための資質・能力

を育成することとしております。 

 ご意見を参考にさせていただき、具体の取組について検討してまいります。 

 また、納税の授業に関しては、現在も竜ヶ崎税務署と共同で納税教室を

開催しており、今後も継続していきたいと考えております。 

 17  前期基本計画の施策「暮らしの安全・安心の確保」につ

いて、消費生活センターでは多様な知識が必要となるの

で、対応できるようにしておいてほしい。 

 ご提案を参考に相談体制の充実に努めてまいります。 
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 18  前期基本計画の施策「魅力ある都市拠点の形成」につい

て、トラフィックスムーズ化を要請したい。右折箇所の渋

滞などが目立っており、通行台数などを考慮し、改良の余

地はあると考える。 

 市民の利便性を意識し、円滑な移動に資する道路環境の整備に努めてま

いります。 

 19  前期基本計画の施策「市民主体のまちづくりの推進」に

ついて、地域のコミュニティにおける若者の積極的な参加

環境を創らなくてはならないと考える。若者の意見を尊重

し、施策を展開していなければならないのではないか。 

 若者のまちづくりへの参画については、施策「若者世代の活躍支援と定

住促進」の中でも、若者世代の活躍支援を掲げており、地域や市民活動の

担い手が高齢化している現状を踏まえ、高校生や大学生など、若い世代を

中心に幅広い層の市民が活動できるような支援を展開していくこととし

ています。 

 20  総合計画の下に関連する行政計画があると理解が深く

なると考える。各部課においても計画を改訂するようにお

願いしたい。 

 序章の「龍ケ崎みらい創造ビジョン for２０３０の策定に当たって」の

３ページ、「本計画の位置付け」に記載があるとおり、各所管部署の策定す

る分野別計画については、本計画と「相互補完」の関係にあり、今後、必

要に応じて改訂等の作業を進めることとなります。 

 21  具体的施策は事業計画ということか。また、給食センタ

ーや保健センターなどの施設の定義や他の計画でも改変

すべき箇所があると考える。 

 本計画は、本市のまちづくりのあるべき方向性を大きく捉え、記載して

いるものでありますことから、個別具体な施策や取組については、本計画

を踏まえ、事業計画や予算などに反映することで具現化してまいります。 

 また、定義や他の計画などについても、本計画を踏まえ、変更が必要な

箇所がある場合については、適宜対応してまいります。 

５ 22  ゴミ拾いアプリの「ピリカ」を活用し活動をしているが、

現状で自分を含め２名しか活動をしていないのが残念で

ならない。学校などの教育機関での「ピリカ」をＰＲして

はどうか。また、市長が率先垂範してＳＮＳなどを通じて

クリーン活動を発信してほしい。 

 本計画の施策でも「環境負荷の少ない地域社会の形成」を掲げ、カーボ

ンニュートラルや循環型社会構築に向けたごみの発生抑制とリサイクル

の推進、環境学習の推進について取り組むこととしています。 

 ご提案いただいたアプリやＳＮＳでの発信などについては、所管部署に

おける具体の取組を行う際の参考にさせていただきます。 

６ 23  20歳代の若者の転出については、大手大企業、都市部の

企業への就職希望や近郊の自治体にある企業への就職の

傾向が原因ではないか。通勤も可能ではあるが、実家に帰

れる距離感や都市部のアクセスのよさが近隣自治体への

移住・就職傾向につながっている可能性がある。 

 圏央道の開通による高速道路へのアクセスの改善など

を契機に企業の誘致や就労環境の改善・発展によって人口

の流出を抑制すべきと考える。 

 

 

 

 定住人口確保に向けた人口流出抑制の取組の重要性は高まっているも

のと認識しています。 

本計画の施策でもリーディングプロジェクトとして若者世代・子育て世

代への支援と圏央道へつながる幹線道路沿線などをターゲットとしたま

ちの活性化につながる土地利用を促進することを掲げて取り組むことと

しています。 

 そのような取組を着実に進めることで、人口流出の防止などを図ってま

いります。 
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 24  近年、災害が大規模化し、東日本大震災のような予測で

きない災害も増え、大きな課題となっている。大震災から

も１０年以上が経過し、老朽化した建物の耐震性の問題も

よく取り上げられており、公共施設については、安全性確

保の点から調査、見直しを継続していただきたい。 

 また、静岡県熱海市における盛土の土砂崩れの事件も記

憶に新しく、市内における盛土の土地の確認と安全性の調

査は進めていただきたい。 

 公共施設の耐震性などへの対応につきましては、本計画の前期基本計画

の施策として「公共施設の「縮充」の推進」を掲げ、効果的・効率的な維

持管理を進めることとしております。その中で、各施設における個別施設

計画（長寿命化計画）を策定し、定期的な点検・メンテナンス及び修繕等

を行い、市民の皆さんが安全に利用できるようにしてまいります。 

 また、盛土につきましても、施策として「自然環境の保全と環境美化の

推進」を掲げる中で，よりよい生活環境を維持し，安全・安心なまちづく

りを推進するため，残土の適正利用と不法な処理への監視体制を強化する

こととしており、定期的にパトロールを実施するなど、危険箇所の把握に

努めてまいります。 

 25  大規模な太陽光発電施設建設に当たっては、市への申

請、近隣住民への説明を要するが、建設予定地からどのく

らいの距離までの住民を対象として行うものなのか。 

 また、パネル自体に人体に有害な物質が含まれることか

ら破損時の土壌汚染も懸念される。安全性と安心のため、

市民への注意喚起が必要ではないか。 

 本市では、事業区域の面積が５００平方メートルを超える事業実施に際

しては、「龍ケ崎市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関す

る条例」の規定に基づき、周辺の住民自治組織（自治会等）や発電施設に

隣接する住民等への周知を行わなければならず、要請に応じて説明会を開

催しなければならないものとしています。なお、原則として、住民自治組

織については発電施設の事業区域から３００メートル以内に、隣接住民等

については事業区域と隣接又は６メートル未満の距離にある土地の所有

者及び居住者が対象となります。 

 また、市民への注意喚起については、ご意見を参考にさせていただき、

対応を検討させていただきます。 

 26  新型コロナウイルス感染症対策に関して、飲食店の取っ

ている感染対策は、既に形骸化している印象を受けるが、

そもそも現状の対応が本当に意義のあることなのか。過剰

な感染対策を取らずとも、市民には意識向上が図られてお

り、個々の判断に任せる段階になりつつあるのではない

か。 

 飲食店における新型コロナウイルス感染症対策につきましては、国や県の

定める感染症対策ガイドラインに沿って、各飲食店において取組をされてお

り、本市でも、必要に応じて感染症対策に係る支援を行っているところです。 

 飲食店も含めまして、市民の皆さまの感染症へ対する意識は様々あるも

のと理解しておりますが、ガイドラインに沿った感染対策を行うことが現

段階で最善のものと考えております。 

 また、本計画の前期基本計画の施策としても「地域医療体制・感染症対

策の強化」の中で、新たな展開方向として「感染症対策の強化」を掲げて

おりますことから、引き続き感染症対策の強化を図ってまいります。 

 27  空家や空き店舗が目立ち、防犯の意味でも活用の必要性

はあると考える。行政が各個別事例に介入することは難し

いとは思うが、空家や土地の活用状況などを把握するだけ

でも住民としては安心できる面がある。 

 空家等の対策につきましては、空家の適正管理と利活用を大きな柱とし

て取り組むべく、本計画の前期基本計画においても、施策として「良好な

住環境の維持・創出」を設定しております。ご意見を参考にさせていただ

き、アクションプランなどを策定する中で、具体な取組を検討してまいり

ます。 
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 28  観光に関して、龍ケ崎市は自然豊かで、都市部からも遠

くなく、立地的にはよいと思われる。雑誌に載るような大

規模で、誰もが知っているものは少ないが、龍ケ崎市にし

かない材料は多くある。材料を活かした観光事業やプロモ

ーションの手法が重要になってくると思われる。 

 観光につきましては、本計画の前期基本計画においても、施策として「地

域資源を活用した観光まちづくりの推進」を掲げています。 

 ご提案いただいた内容につきましては、具体の取組を検討する際の参考

にさせていただきます。 

 29  牛久沼は美しい景観を残す自然遺産である。景観面で

は、廃屋が沿道にあり、目につく状態であることから対応

が必要と考える。 

 また、道の駅構想については、費用対効果に疑問点も多

く、取手市での道の駅・ショッピングセンター建設構想と

の兼ね合いもあり、競合は避けられない。茨城県南地域の

魅力発信の広告的役割を担ってもらうため、近隣自治体の

事業に協力する方が現実的ではないか。市の債務残高比率

が高い中、牛久沼周辺の開発は将来的に若い世代への負担

をより大きくしてしまうことも考えられ、活用方法につい

ては検討の余地があると考える。 

 牛久沼については本市を代表する貴重な地域資源であると認識してお

り、本計画の前期基本計画の施策に掲げる「地域資源を活用した観光まち

づくりの推進」の中で、交流の拠点としての牛久沼の有効活用に取り組む

こととしております。 

 30  市内に散在する公園は、広々とし、居心地がよい。その

中で、龍ヶ岡公園は多くの市民が利用しやすいところであ

るが、山にある遊具については、傾斜地にあるため、転倒・

ケガのリスクがあり、平地にある方が安全だと考える。 

 また、公園の草刈りについては、こまめに行ってもらえ

ると、安全性も増し、安心して利用できる。 

 本市には街の特性に応じて様々な公園が整備されており、市内外から多

くの方が訪れる龍ケ岡公園をはじめ、まちの魅力の一つになっているもの

と認識しています。 

本計画の前期基本計画においても、より市民に愛される公園を目指して、

魅力ある公園整備や利用環境の向上などに取り組むこととしており、ご提案

いただいた安全性の確保にも十分配慮してまいりたいと考えています。 

 31  市内に大学があることの意義は大きい。大学との交流や

市民向け講座は、今後も継続してよいと思う。その他、学

食は学生以外でも利用できるようであるが、食事・カフェ

の提供として、市内飲食店との協賛イベントを企画してみ

るのも面白いのではないか。 

 流通経済大学との連携につきましては、まちづくりの大切なパートナー

であるとの認識の下、相互のメリットを前提に様々な「龍・流連携事業」

を展開しているところです。 

今後も本計画の前期基本計画に掲げた施策「流通経済大学との連携の推

進」にそって様々な取組を実施してまいります。 

 32  医師・歯科医師・看護師・保健師・薬剤師・理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士など、医療職ごとに介護予防や健

康づくりのイベントを企画してはどうか。 

 介護予防や健康づくりにつきましては、本計画の前期基本計画の施策に

「健康長寿社会の実現」を掲げ、取組を推進することとしています。 

 ご提案いただいた内容につきましては、具体の取組を検討する際の参考

にさせていただきます。 

 33  市内には歴史民俗資料館はあるが、美術館はないため、

市や民間のスペースを借りた企画展の開催は継続してい

ただきたい。 

 ご提案を参考とさせていただき対応に努めてまいります。 
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７ 34  本計画に基づく下位計画（地域防災計画、国土強靭化地

域計画など）を策定・改定する際は、ガスコージェネレー

ションなどの「自立・分散型エネルギーシステム」の導入

をはじめ、エネルギーの多重化を進め、災害に強いまちづ

くりを目指すことを盛り込むことを提言する。 

 自立・分散型エネルギーシステムの導入につきましては、本計画の前期

基本計画の施策「環境負荷の少ない地域社会の形成」の中で、施策の展開

方向「カーボンニュートラルの実現に向けた対策の推進」を設定し、取り

組むこととしております。また、防災の観点からも施策「防災・減災対策

の推進」を掲げておりますので、災害に強いまちづくりについても推進す

ることとしております。 

 分野別計画やアクションプランなどを策定する際には、ご提案を参考に

させていただきます。 

 35  本計画に基づく下位計画（環境基本計画、地球温暖化防

止実行計画など）を策定・改定する際は、脱炭素社会への

移行期における天然ガス（都市ガス）の有効利用を盛り込

むことを提言する。 

 脱炭素社会の実現につきましては、本計画の前期基本計画の施策「環境

負荷の少ない地域社会の形成」の中で、施策の展開方向「カーボンニュー

トラルの実現に向けた対策の推進」を設定し、取り組むこととしておりま

す。 

 分野別計画やアクションプランなどを策定する際には、ご提案を参考に

させていただきます。 

８ 36  公共施設の縮充は必ず推進してほしい。その中で、小中

一貫校の設置により不要となる学校用地について、全ての

学校用地を公共施設に転用してしまうと、維持費だけで次

世代に負担がかかり、費用対効果も気になる。旧学校用地

には、通信制高校や企業を誘致したり、用地を売却するな

どして、他の部分に予算を当てていただきたい。 

 また、市民活動センターと教育センターは、坂の上にあ

り、バスのアクセスが悪く、移転か分館を検討してほしい。 

 加えて、29ページの「関連する分野別計画」に「都市計

画マスタープラン」を追記しておくと、別プランに反映し

やすくなるのではないか。 

 本計画の前期基本計画に施策として「公共施設の「縮充」の推進を掲げ、

公共施設の配置や総量の最適化、サービスの最適化などを推進することと

しております。 

 学校用地の活用方法等及び市民活動センターと教育センターの移転等

のご提案につきましては、公共施設再編成等を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

 また、29ページへの都市計画マスタープランの追記に関する部分につき

ましては、ご指摘を参考に修正します。 

 37  本計画における政策の柱「子どもが健やかに育ち、一人

ひとりの夢や希望を育むまちづくり」について、施策の中

に「若者」があるように、「子どもや若者が」と修正した方

がよいのではないか。 

 また、若者主体でまちづくりを行う取組や予算付けをす

るとよいのではないか。具体には、JR龍ケ崎市駅改札口や

観光物産センターの内装を若者が自ら取り組むことを企

画するといったことを提案する。 

 

 政策の柱の名称の追記につきましては、ご指摘を参考に修正します。 

 また、若者主体のまちづくりの取組については、本計画の前期基本計画

の施策「若者世代の活躍支援と定住促進」の中で、施策の展開方向「若者

世代の活躍支援」を設定し、若者のまちづくりへの参画機会を増やすこと

に取り組むこととしております。 

 ご提案については、アクションプランなどを策定する中で、参考にさせ

ていただきます。 
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 38  26ページの施策の体系における「関連する分野別計画」

のうち、「教育プラン」のみを掲載している施策があるが、

「地域福祉計画」などの計画も関わる複合的な計画の範囲

だと思われることから、追記した方がよいのではないか。 

 施策の「「夢」を持ち「生きる力」を育む教育の推進」については、施策

の展開方向で「共生社会に向けた教育活動の充実」を掲げており、「地域福

祉計画」との関連性もあることから、ご指摘を参考に修正します。 

 39  コミュニティセンターの利用について、５名以上の団体

利用に限っているため、主催者が１人の場合、新たな市民

活動を試しに開催することや募集がかけられない状況で

ある。主催者が１人でも参加者が複数人集まれば、利用す

ることができてもよいのではないか。市民活動を主催する

市民のモチベーションと手段を妨げており、ルールを見直

してほしい。 

 本計画の前期基本計画の施策として「市民主体のまちづくりの推進」を

掲げており、その中で地域における市民活動の活性化を図ることとしてお

り、コミュニティセンターは、地域での活動拠点としての位置付けている

ところです。 

 ご提案につきましては、参考とさせていただき、所管部署で検討させて

いただきます。 

 40  景観がもったいない箇所が複数ある。特に駅前や歩行者

のいるエリアについて、常磐線ホームから見た西口の景色

が殺風景で、降りてみたいまちと思わせにくい。空きテナ

ントも募集をかけていないようなので、稼働を促してほし

い。 

 また、北竜台公園の園内マップも字や地図が薄れていて

読めなかった。地図に花や木の種類が分かるような掲示に

することで活気ある公園と感じるのではないか。 

 加えて、龍宮通りの歩道を学生が自転車で走っている

が、ススキなどで通りづらそうにしており、景観の印象も

悪い。学生の満足度を上げ、雑草に対する恒久対応をして

ほしい。 

 若者や子育て世代を呼び込み定住促進等につなげていくためには、街並

みの美しさも重要な要素になるものと認識しています。 

 本計画の前期基本計画の施策にも「魅力ある都市拠点の形成」を掲げ、

まちの特徴を捉え、地域ごとにそれぞれ魅力ある拠点の形成を目指すこと

としております。 

 ご指摘の内容については、それぞれの箇所において具体の対策を検討さ

せていただきます。 

 また、公園や道路につきましては、施策として「機能的な都市インフラ

と暮らしを支える生活インフラの維持・整備」を掲げ、活用や適切な維持

管理に努めることとしております。 

 ご提案いただいた内容につきましては、具体の取組を検討する際の参考

にさせていただきます。 

 41  元気サロン松葉館やまいん健幸サポートセンターで高

齢者向けの講座が開催されているが、エリアが限定的で、

運転もでき体力もあるアクティブシニアに支援をかけす

ぎではないか。外出したいが引きこもりがちな介護予備群

のシニアへの予防サポートを充実してほしい。 

 また、さんさん館を利用できない４歳以上の子が夏休み

や休日に楽しめるサポートも必要ではないか。 

 介護予防につきましては、本計画の前期基本計画の施策に「健康長寿社

会の実現」を掲げ、取組を推進することとしております。 

 また、４歳以上の子の居場所づくりにつきましては、同計画の施策「子

ども・子育て支援の充実」の中で、施策の展開方向「地域での子育て環境

の充実」を設定し、居場所づくりや世代間の交流機会の確保などに取り組

むこととしております。 

 ご提案いただいた内容につきましては、具体の取組を検討する際の参考

にさせていただきます。 
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 42  龍ケ崎市駅前のバス乗り場について、全体路線図もな

く、バス停も多いので、土地勘の低い人には分かりづらく

不安を感じる。関東鉄道と連携して、視覚的に分かりやす

いサインや掲示物があると市の印象アップにもつながる

のではないか。 

 公共交通につきましては、本計画の前期基本計画の施策にも「快適でシ

ームレスな移動環境の構築」を掲げており、利便性の向上を図ることとし

ております。 

 バスの利用に際し、利用者に分かりやすく、利用しやすいように取り組

むことは、非常に大切なことであると認識しております。ご提案を参考と

させていただき、関係交通事業者や関係機関と連携を図りながら対応策を

検討させていただきます。 

 43  前期基本計画の施策「防災・減災対策の推進」について、

減災対策に耐震しか記載がない。河川の増水や冠水対策な

ど、減災対策は必要ではないか。排水口付近に枯れ葉が溜

まるといった状況も見られ、ハザードマップ以上に大雨が

来た際に冠水しないか不安である。 

 施策「防災・減災対策の推進」については、地震や水害も含めた大規模

自然災害全般を意識した記載内容となっています。 

また、冠水についてのご意見については、参考とさせていただき、適切

な対応に努めてまいります。 

 44  まいんバザール開催時に駐車場に空きがなく、諦めて帰

ったことがある。他にも駐車ができず諦めて帰っている様

子が見られ、交流機会を逃している状況を見直してほし

い。例えば、他のエリア（北竜台公園など）に場所を隔月

で変えるなどを考えてはどうか。 

 まいんバザールにつきましては、中心市街地活性化事業の一環として実

施しているものであることから、別の場所において実施することは難しい

のが現状です。 

 駐車場につきましては、ご意見を踏まえ、イベント実施の際には対応策

を検討させていただきます。 

９ 45  持続可能な地域社会の構築の土台となる市民の幸福度

を上げるためにも、ウェル・ビーイングの概念を取り入れ、

市民と共有できれば誰もが幸福を感じ、まちに住んでよか

ったと思えるようになるのではないか。 

 行政が取り組む施策や成果を測る指標などにウェル・ビーイングの概念

を取り入れる事例が徐々に増えてきており、例えば、今年度策定された「第

２次茨城県総合計画」でも中心的な理念に据えているといったことについ

ては、把握しております。 

 本計画でも、前期基本計画の各施策における成果指標に市民の「満足度」

を多く設定することで、市民の幸福感（満足感）を客観的に数値で捉え、PDCA

サイクルの中で、施策の展開に活かしていくことを考えているところです。 

 46  イベントの運営に市内各高校からボランティア参加し

てくれた学生との会話の中で、地域への関心の醸成や市民

活動に積極的に関わってみたい、といった意見が多くあっ

た。市民団体と高校生との交わりから新たな人流や交流が

生まれ、市民としてのアイデンティティも構築されるので

はないか。 

 若者の市民活動の参画については、本計画の前期基本計画の施策「若者

世代の活躍支援と定住促進」の中で、施策の展開方向「若者世代の活躍支

援」を設定し、若者のまちづくりへの参画機会を増やすことに取り組むこ

ととしております。 

 本計画の策定の過程におきましても、「高校生政策アイデアコンテスト」

の開催やオンラインツールを活用したワークショップなどを実施し、政策

提言をいただくなど、若者がまちづくりへ参画しやすい環境を整え、取り

組んできたところです。 

 これらの取組をベースとして、ご意見を参考にさせていただきながら、ア

クションプランなどを策定する中で、具体な取組を検討してまいります。 
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 47  関係人口の創出について、市公式フェイスブックやツイ

ッターでの情報公開共有をもっと積極的に行ってほしい。

ライブ配信や音声配信もツールとしてあるので、市職員と

市民がリアルタイムで共有しながら情報発信することで、

地域外の関心も増えて関係人口増加につながるし、緊急時

の情報発信共有体制を即時にとることが可能となるので

はないか。 

 本市では、フェイスブックやツイッター、LINEといった SNSツールを活

用しており、情報の拡散力や即時性、双方向のやり取りが可能となるなど、

情報発信において非常に有効な手段の一つであると認識しております。 

 情報発信については、本計画の前期基本計画の施策「市民主体のまちづ

くりの推進」の中で、施策の展開方向「市民と行政の相互理解・情報共有

の強化」を設定し、ICT 機能を活用した情報発信の強化について取り組む

こととしております。 

 ご意見につきましては、アクションプランなどを策定する中で、具体な

取組を検討する際の参考とさせていただきます。 

 48  龍ケ崎市は長期にわたり子育てを標榜し、政策推進され

ていると思うが、LGBTQ の方々をはじめ、子どものいない

世帯など、いわゆるマイノリティーの方々にとっても心穏

やかに生きやすいまちを目指して進めていってほしい。 

 本計画の前期基本計画の施策に「多様性を認め尊重し合う、共生社会の

実現」を掲げ、ダイバーシティの考え方に基づく共生社会の実現に向けた

取組を推進していくこととしております。 

 ご意見につきましては、アクションプランなどを策定する中で、具体な

取組を検討する際の参考とさせていただきます。 

 



 

 

                         龍  最  審  第    号  

                         令和４年１０月  日  

 

  龍ケ崎市長 萩原 勇  様 

 

                   龍ケ崎市最上位計画策定審議会 

                    会 長   

 

   龍ケ崎みらい創造ビジョン for２０３０（案）について（答申） 

 

 令和３年３月２６日付け龍企第２０号で諮問のあったみだしの件については、

慎重審議の結果、概ね妥当なものと認める。 

 なお、龍ケ崎みらい創造ビジョン for２０３０（以下「本計画」という。）の推

進に当たり、当審議会での審議経過や市民からの提案、意見などを踏まえた付帯

意見を下記に添えて答申する。 

 

記 

 

 本計画に定める将来に向けた本市のあるべき姿「Creation－ともに創るまち･龍

ケ崎－」の実現には、本計画の将来ビジョンや施策などを市民や企業、関係団体な

ど、多様な主体と共有することが肝要である。 

 そのため、本計画の市民等への積極的な情報発信を推進するとともに、具体の

事業実施に当たっては、その計画段階から市民意見の聴取に努め、市民等にとっ

て納得性の高い取組を推進すること。 

 なお、その他、次に掲げる事項に留意の上、施策推進を図ること。 

 ・ 適正かつ慎重な財政運営に基づく施策の着実な推進 

 ・ 目標人口の達成に向け、様々な角度からの取組の必要性の検討 

 ・ 若者の定着を図るための雇用の場の創出や民法改正に伴う成人年齢の引下 

  げを受け、成人としての自覚を促す場の確保や市政への参画の促進 

 ・ 電子自治体の推進に当たり、効率性や国の示す画一的なものだけにとらわ 

  れず、情報弱者への配慮・支援の徹底とオープンデータ化の推進 

 ・ 持続可能なまちづくりを意識し、ＳＤＧｓの更なる推進と官民連携の強化 

 ・ 市民のワークライフバランスの取組の定着の推進 

 

（案） 資料２ 



 

 

 

龍ケ崎みらい創造ビジョン 

for２０３０ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

（参考） 
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１ 策定の趣旨                           

本市ではこれまで、最上位の計画として、「龍ケ崎市総合計画」、「ふる

さと龍ケ崎戦略プラン」を策定し、市民とまちづくりの目標や方向性を

共有しながら、計画的にまちづくりを進めてきました。 

我が国は、本格的な人口減少社会に突入し、少子高齢化がさらに進行

しています。また、東日本大震災をはじめとした度重なる自然災害に加

え、新型コロナウイルス感染症＊1のまん延による社会・経済の混乱など、

地方自治体を取り巻く環境も大きく変化しています。 

さらに、働き方やライフスタイルの多様化、社会全体のデジタル化の

進展、地球温暖化への対応など、地方分権・地方創生の一層の推進とあ

わせて、より効率的で柔軟な行財政運営が求められています。 

こうした変化を踏まえつつ、将来にわたって持続可能なまちを築いて

いくためには、新たな時代にふさわしい魅力的なまちづくりを、市民と

行政がともに力をあわせて進めていくことが不可欠となります。 

「龍ケ崎みらい創造ビジョン for2030」（以下「本計画」といいます。）

は、本市の目指すまちの姿を市民とともに共有し、時代の変化に対応し

た持続可能なまちづくりに向けて、ともに歩みを進めるための指針とし

て策定しました。 

  

＊1新型コロナウイルス感染症：2019年に発生した、世界保健機関（WHO）による国際正式名称を「COVID-19」といい、
SARSコロナウイルス 2 (SARS-CoV-2)がヒトに感染することによって発症する気道感染症のこと。 
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２ 本計画の位置付け                        

本市では、2014 年に、市民・議会・行政が連携・協力してまちづくり

を進めていくための基本的なルールを定める「龍ケ崎市まちづくり基本

条例」を制定しています。その第 23 条において、市のまちづくりの基本

方向を示す最上位の計画を定めることとし、この最上位の計画に基づき、

まちづくりを推進していくことが規定されています。 

本計画は、「将来ビジョン」・「基本計画」・「実施計画（アクションプラ

ン）」の三層で構成され、このうち「将来ビジョン」を龍ケ崎市まちづく

り基本条例に基づく最上位の計画として位置付けます。 

また、本計画の策定にあたっては、国や茨城県の方針や政策などに加

え、本市が定める各分野別計画などとの整合と相互補完を図ります。 

加えて、2015 年度から「まち・ひと・しごと創生法」に基づく、まち・

ひと・しごと創生（地方創生）＊1に関する取組の基本的な計画として「龍

ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を定めていますが、本計画で

は、「龍ケ崎市まちづくり基本条例」第 24 条第 1 項に基づく「行政改革

大綱」と共に包括するものとして位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表１ 計画の位置付け 

＊1まち・ひと・しごと創生（地方創生）：2014年 9月に制定された「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国と
地方が一体となって、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過

度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していく制度・
取組のこと。 
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３ 本計画の役割                          

(1) 目指していくまちの姿を共有するための最上位の計画 

時代の変化に対応した住みよいまちを創るため、どのようなまちを目

指し、その実現に向けてどこに力点をおいて取り組んでいくのか、方向

性と道筋を示し、市民と共有する役割を担います。 

 

(2) 「協働によるまちづくり」を進めていくための行動指針 

「龍ケ崎市まちづくり基本条例」に定める「協働＊1によるまちづくり」

を進めていくためには、市民と意識や方向性を共有し、同じ目標に向か

って共に行動していくことが不可欠です。そのための行動指針としての

役割を担います。 

 

(3) 取組の成果や達成状況を確認するための物差し 

本計画に掲げ、取り組んできたものが目標をどれだけ達成したのか、

どのような活動を行い、どれほどの成果を得ることができたのか、成果

指標や重要業績評価指標＊2などを用いて評価を行うことで、PDCA サイク

ル＊3に基づく進行管理の物差しとしての役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表２ PDCAサイクルに基づく進行管理 

＊1協働：複数の主体が、何らかの目標を共有し、共に力を合わせて活動すること。 
＊2重要業績評価指標：取組ごとの進捗状況を検証するために設定する指標のこと。「KPI」ともいう。 

＊3 PDCA サイクル：「Plan（計画）」「Do（実施）」「Check（評価）」「Action（改善）」の 4つの視点をプロセスの中
に取り込み、継続的な改善を推進するマネジメント手法のこと。 
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４ 本計画策定にあたっての基本視点                  

 本計画策定にあたっては、市民の納得性や計画の実効性を高めるため、

次の視点に沿った計画づくりを進めました。 

 

(1) 時代の潮流や市民ニーズを捉えた実効性の高い計画づくり 

 時代や社会情勢の変化などに柔軟に対応することはもちろんのこと、

市民のニーズを的確に捉え、納得性を高めることで、具体的な政策とし

て実現できるよう、実効性の高い計画づくりに取り組みました。 

 

(2) 市民の声を反映した、分かりやすい「龍ケ崎スタイル」の計画づくり 

 市民との対話を重視した協働による計画策定に取り組み、様々な市民

参画の機会を確保し、市民の声や思いを本計画に反映させることで、市

民と目標を共有し、共に実践するための分かりやすい計画づくりに取り

組みました。 

 

(3) 龍ケ崎らしさと戦略的視点を重視したメリハリのある計画づくり 

 本市の魅力ある地域資源＊1や都心から近い位置的優位性を最大限活用

し、龍ケ崎らしい、特徴ある施策を掲げ、また、ＳＤＧｓ＊2や地方創生

など、社会全体の要請に応えられるよう、戦略的視点を重視し、メリハ

リのある計画づくりに取り組みました。 

  

＊1 地域資源：地域内に存在する資源であり、地域内の人間活動に利用可能な、あるいは利用されている、有形・無形
のあらゆる要素のこと。 

＊2ＳＤＧｓ：「Sustainable Development Goals」の頭文字を合わせた略語。2015年 9月の国連サミットで加盟国の全

会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でよりよい世
界を目指す国際目標のこと。 
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５ 本計画の策定体制                        

本計画の策定にあたっては、まちづくり市民アンケートやまちづくり

市民ワークショップといったこれまでの市民参画手法を実施しつつ、高

校生オンラインアンケートやオンライン市民ワークショップ、龍ケ崎の

みらい創生▷高校生政策アイデアコンテストなど、市民が参画する機会

を幅広く設け、市民と「ともに創る」まちづくりを形にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３ 本計画の策定体制 
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６ 本市を取り巻く社会経済情勢の変化                  

(1) 加速する人口減少・少子高齢化の進行 

国立社会保障・人口問題研究所＊1の「日本の将来推計人口（平成 29 年

推計）」によると、日本の総人口は、2050 年に約１億 200 万人に、2065

年には約 8,800 万人に減少すると推計されています。特に、本市におい

ては、出生者数や出生率において、推計結果を大幅に下回り、2020 年の

推計での年少人口が約 8,430 人であったところ、同年の国勢調査＊の結

果では約 8,250 人であり、当初想定されたものよりも加速度的に少子化

が進んでいます。  

年少人口や生産年齢人口の急激な減少と高齢者人口の急激な増加は、

地域の労働力不足、経済活動の減退、地域のコミュニティの崩壊、社会

生活基盤の劣化などをもたらし、また、市街地における人口の空洞化や

空地・空家の発生といった「都市のスポンジ化」が懸念されており、人

口減少社会に対応した都市構造への転換が求められています。 

 

(2) 自然災害の激甚化と大規模災害への備えの必要性 

近年、地球温暖化などを要因とし、豪雨災害（大雨・洪水・土砂災害

など）が激甚化・頻発化しています。また、東日本大震災以降、プレー

トの移動活動が活発化したことにより、大規模地震の発生確率が高まっ

ており、南海トラフ地震や首都直下型地震は、この 30 年以内に 70 パー

セント以上の確率で発生すると想定されています。 

このような状況を踏まえ、過去の災害から得られた教訓を活かし、今

後の大規模災害の発生などの非常時において、適切な対応ができるよう、

普段から備えておく必要があります。 

また、都市インフラ＊2の予防的補修や計画的更新などを進め、災害に

強いまちづくりも進めていかなくてはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４ 2013年台風第 26号による土砂災害（馴馬町） 

＊1国立社会保障・人口問題研究所：厚生労働省に設置されている人口・経済・社会保障の関連等について調査研究
を行う施設等機関のこと。 

＊2都市インフラ：都市の安全と繁栄を支える最も基本的な公共施設のこと。具体的には、道路、橋りょう、上下水道、
公園、駐車場など。 
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(3) 地球環境問題・エネルギー問題の深刻化 

大量の資源消費に起因する二酸化炭素の増加などによる地球温暖化

の進行、大規模な自然破壊などによる生物多様性の喪失、新興国を中心

としたエネルギー需要の急増などによる国際的な資源獲得競争の激化

など、近年、地球環境・エネルギー問題が顕在化しています。 

このような地球温暖化の進行による深刻な影響が懸念されるなか、世

界各国では 2050 年までの「カーボンニュートラル＊1」を目指す動きも加

速化しています。国においても、同年までに温室効果ガスの排出を全体

としてゼロにする「2050 年カーボンニュートラル」を宣言し、徹底した

省エネルギー対策、エネルギー・産業分野での構造転換などに取り組ん

でいくこととしています。 

 

(4) 社会のデジタル化の進展 

国では、デジタル改革の司令塔として新たにデジタル庁を創設し、「誰一人

取り残さない、人に優しいデジタル化」を掲げ、国民一人ひとりがニーズにあ

ったサービスの選択ができ、未来志向のデジタルトランスフォーメーション

（DX）＊2 を推進しています。また、人工知能（AI）＊3、ビッグデータ＊4 活用、

IoT＊5、自動車などの自動運転やドローン＊6 の活用などを社会に実装させるこ

とで、全ての人とモノがつながり、様々な社会課題を解決し、よりよい社会変

革を目指す「Society5.0＊7」の取組も進めています。 

日常生活の中では、現在、テレワーク＊8 やキャッシュレス化の進展など、

様々な場面でデジタル化が加速化されつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表５ テレワークスペース（たつのこ図書館） 

＊1 カーボンニュートラル：二酸化炭素をはじめ、温室効果ガスの排出量から植林・森林管理などによる吸収量を差
し引き、合計を実質的にゼロにすることで、全体として温室効果ガスの排出量をゼロとする考え方やその取組のこと。 

＊2 デジタルトランスフォーメーション（DX）：進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良い
ものへと変革する考え方やその取組のこと。「DX」は、「Digital Transformation」の略語。 

＊3 人工知能（AI）：人が実現するさまざまな知覚や知性を人工的に再現する技術のこと。「AI」は、人工知能を指す

「Artificial Intelligence」の頭文字を合わせた略語。 
＊4ビッグデータ：従来のデータベース管理システムなどでは、記録や保管、解析が難しいような巨大データ群のこと。 
＊5IoT：「Internet of Things」の頭文字を合わせた略語。今までインターネットにつながっていなかったモノをインタ

ーネットを使ってつなぐこと。 
＊6ドローン：無人で遠隔操作や自動制御によって飛行できる航空機のこと。 
＊7 Society5.0：2016年 1月に閣議決定され、政府が策定した「第 5期科学技術基本計画」の中で提唱されている新し

い社会のあり方で、テクノロジーによってオンライン空間と現実世界をつないで、様々な社会の問題を解決し、人々が
暮らしやすい社会を示す概念のこと。 

＊8テレワーク：「tele（離れた所）」と「work（働く）」を合わせた造語で、情報通信技術を活用し、場所や時間にとら

われない柔軟な働き方のこと。 
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(5) 価値観・ライフスタイルの多様化 

社会や経済の成熟、国際化の進展などにより、これまでの画一的・横

並び志向から、慣習にとらわれない自由で個性的な生き方や生活の多様

な選択を求める動きがみられるなど、物質的豊かさから心の豊かさ・精

神的豊かさを求める時代へと変わってきています。 

具体的には、ワーク・ライフ・バランス＊1 の推進、多文化共生＊2、ダ

イバーシティ＊3の理念に基づく共生など、多様な価値観・ライフスタイ

ルの実現による持続的な成長に向けた取組が必要となっており、また、

人々の幸福感や効用を数値化し、幸福の全体図を描き出そうとする試み

なども活発化しています。 

また、若者の積極的な社会参加を促すよう、成人年齢が 18 歳に引き

下げられたことなどの変化にも適切に対応していかなくてはなりませ

ん。 

 

(6) 持続可能な地域社会の構築 

持続可能な開発のための国際的な目標である「ＳＤＧｓ」への取組が、

世界的な広がりを見せています。国においても「ＳＤＧｓアクションプ

ラン」を毎年策定し、民間企業の意識の高揚、学校におけるＳＤＧｓ教

育の取組、地域の身近な課題解決を通じたＳＤＧｓへの意識の浸透など、

行政に限らず、多様な主体による、様々な取組の推進を図っています。 

地方においても、人口減少に伴う税収の減少や高齢化の進行による社

会保障関係費などの増大、公共施設の老朽化による建替えの問題など、

多くの課題に対応することが必要であり、ＳＤＧｓの理念に基づいた持

続可能な行財政運営が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表６ ＳＤＧｓの 17の目標（アイコン） 

＊1ワーク・ライフ・バランス：働くすべての人々が、仕事と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった仕
事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方のこと。 

＊2多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地

域社会の構成員として共に生きていくこと。 
＊3ダイバーシティ：多様性を意味する言葉で、集団において年齢、性別、人種、宗教、趣味など様々な属性の人が集

まった状態のこと。 
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(7) 予測できないリスクへの対応 

2019 年 12 月に初めて確認された新型コロナウイルス感染症は、世界

全体へ瞬く間に感染を拡大させ、多くの命を奪い、社会経済活動にも打

撃を与え、現在に至るまで大きな影響を与え続けています。国内におい

ても、緊急事態宣言の発令など、市民生活に様々な制約が生じることと

なりました。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行前後で、市民生活や社会生活

に大きな変化や多様化が生じています。例えば、婚姻や出生数の減少、

テレワークに代表される働き方・ライフスタイルの多様化、地方移住、

キャッシュレス化などのデジタルトランスフォーメーション、公共交通

機関の利用者数の減少などが挙げられますが、今後しばらくの間、新型

コロナウイルス感染症のもたらす影響は続くものと想定され、状況を注

視しつつ、適時適切な対応が求められています。 

さらに、ロシアのウクライナ侵攻＊1などに端を発する世界規模での急

激な物価高騰など、市民生活の影響を及ぼす予測不能な事象に対しての

リスク管理がこれまで以上に重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７ 新型コロナウイルスワクチン 
    接種会場 

図表８ 非接触型体表面温度測定機 
      の設置 

＊1ロシアのウクライナ侵攻：ロシアが 2022年 2月 24日に開始した、ウクライナへの軍事侵攻のこと。 
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７ 市民の期待とまちづくりの課題                  

市民参画の結果から得られた意見や提言を基に、市民の期待やまちづ

くりにおける課題についての抽出を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 本計画の構成及び計画期間                     

(1) 将来ビジョン 

将来ビジョンは、中長期的に目指していくまちの姿やそれを具体化す

るための政策の柱などを示すもので、「龍ケ崎市まちづくり基本条例」第

23 条第１項に規定するまちづくりの基本方向を示す最上位の計画とし

て策定します。 

将来ビジョンの計画期間は、2023 年１月から 2031 年３月までのおお

むね８年間とします。 

 

(2) 基本計画 

基本計画は、将来ビジョンに基づき、基本的な施策の方向と体系、リ

ーディングプロジェクト＊2 などを示します。 

基本計画の計画期間は、前期基本計画を 2023 年１月から 2027 年３月

までのおおむね４年間とし、その後の社会経済情勢等の変化に応じて、

必要に応じた検討・見直しを加え、後期基本計画を 2027 年４月から 2031

年３月までの４年間とします。 

図表９ 市民の期待とまちづくりの課題 

＊1人財：「人材」について、人をまちづくりにおける「財産」という意味を持たせた造語。 

＊2リーディングプロジェクト：基本計画に掲げる施策のうち、特に重要となる施策のこと。詳細は、第 2章（30・
31ページ）を参照。 



序章 龍ケ崎みらい創造ビジョン for2030の策定にあたって 

13 

(3) 実施計画（アクションプラン） 

実施計画（アクションプラン）は、基本計画に定めた施策の効果的な

推進と年度ごとの取組の方針について、具体的な取組内容や事業費を示

しつつ、毎年度策定します。 

実施計画（アクションプラン）の計画期間は３年間とし、社会経済情

勢等を踏まえ、毎年度見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１０ 計画期間 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～第１章～ 

将来ビジョン 



第１章 将来ビジョン 

15 

１ 将来ビジョンとは                 

本市が中長期的に目指していくまちの姿やそれを具体化するための

政策の柱などを示すものが「将来ビジョン」です。 

将来ビジョンは、「龍ケ崎市まちづくり基本条例」第 23 条第１項に規

定するまちづくりの基本方向を示す最上位の計画として策定していま

す。 

なお、将来ビジョンの計画期間は、2023 年１月から 2031 年３月まで

のおおむね８年間とします。 

 

 

２ 将来に向けた本市のあるべき姿（まちづくりのキャッチフレーズ）            

「将来ビジョン」の計画期間である 2030 年度に向けて、本市のある

べき姿を次のように掲げ、まちづくりを推進していきます。 
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３ まちづくりの基本姿勢               

本市のあるべき姿の実現に向け、これから本市が取り組んでいくまち

づくりに関しての基本姿勢を次のように定めます。 

 

(1) 「自ら考え、行動する」から生まれる「協働」のまちづくり 

本市のまちづくりの基本的ルールを定めた「龍ケ崎市まちづくり基本

条例」に基づき、市民参画や協働を推進する「市民主体のまちづくり」

を推進します。地域課題の解決に向けて、多様なまちづくりの主体がゆ

るやかに関わり合い、自らの力を最大限発揮できるような社会の構築を

目指します。 

 

(2) 市民に信頼される「納得性」の高いまちづくり 

市民との「対話」を常に意識し、説明責任を果たすための積極的な情

報発信や意見交換などを通じて、市民との相互理解の深化に努めます。  

また、政策の目的を明確化し、目的に沿った成果が出ているかどうか

を客観的に分析・検証しながら、「根拠」に基づくまちづくりを展開し、

市民の納得性を高めます。 

 

(3) 時代の変化に対応した「住みよい」まちづくり 

本市においても人口減少は避けられない問題であることを意識しな

がら、多様化・複雑化する市民のニーズに適切に対応し、時代の変化に

応じた「住みやすさ」を追求したまちづくりを展開します。 
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４ 将来人口の展望と目標人口               

(1) 将来人口の展望 

① 国立社会保障・人口問題研究所の推計準拠 

本市においても 2010 年をピークに減少傾向に転じており、国立社会

保障・人口問題研究所の推計によれば、今後もこの傾向が続くと想定

した場合、本市の人口は、2030 年には 69,104 人、2065 年には 37,110

人程度まで減少すると予測されています。 

 

② 国の見通しに基づき出生率の回復を前提とした推計 

国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」において示されてい

る出生率の回復（合計特殊出生率＊1を 2030 年に 1.8、2040 年に 2.07）

を前提とした茨城県の「人口ビジョン」の人口見通しと同様の考え方

に基づく推計では、本市の人口は、2030 年には 74,548 人、2065 年に

は 59,673 人となります。 

 

③ 本市の現状を踏まえた独自推計 

本市においても人口減少傾向は加速しており、将来的にそのスピー

ドを緩やかにしていくためには、国、県よりも低い合計特殊出生率の

回復や若者世代の転出過多の改善に継続して取り組む必要があります。 

出生率を国が見通す水準までに回復させることは現実的ではありま

せん。そのため、国が見通す水準よりも時間をかけて回復させるとと

もに若者世代の転出抑制に力点を置いて本市の現状に即した推計を行

うと、2030 年には 71,851 人、2065 年には 50,957 人となります。 

 

 

 

[独自推計の算出方法] 

 ● 合計特殊出生率 

   2020年   2030年   2050年 

    1.05    1.50     2.10※人口置換水準＊2 

 ● 人口移動 

  ・ 子育て世代の定住促進・転出抑制を図る施策の推進とともに、転出数が 

   転入数を上回る転出超過の状況を 30歳代まで均衡（ゼロ）に 

  ・ ただし、本市にある流通経済大学の学生の卒業などの影響で大幅な転出 

   超過となる 20歳代前半については、転出超過を 70パーセントに抑制 

＊1合計特殊出生率：人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産む子どもの数を示す指標のこと。 
＊2人口置換水準：人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率の水準のこと。 
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(2) 目標人口 

将来人口の展望における３つの人口推計の結果を見ると、本計画の計

画期間終期となる 2030 年には約 69,000 人から約 75,000 人までの推計

の幅が生じます。 

これらの人口推計の結果を踏まえ、出生数の増加や定住促進・転出抑

制を図るための施策の展開を前提として、2030 年における目標人口を本

市の現状を踏まえた独自推計に基づき、72,000 人と設定します。 

 

 

  

図表１１ 人口の将来展望【出典：龍ケ崎市人口ビジョン（令和４年度改訂版）】 
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５ 土地利用構想                     

（1）基本的な考え方 

豊かな自然環境と個性ある市街地が織りなす、本市独自のメリハリの

ある都市構造を活かし、各地域の特性に応じた質の高い空間を創造する

ことにより、都市的快適性と自然環境が調和した土地利用を目指します。 

また、今後の人口減少や高齢化の進行に的確に対応しながら、持続可

能な都市づくりを進めていくため、各市街地に拠点地区の形成を進める

とともに、各市街地間のネットワーク性の向上を図ることにより必要な

機能を補完し合う多極ネットワーク型コンパクトシティ＊1の形成を目指

します。 

 

(2) 土地利用の方針 

① 安全・安心で住みよい環境の形成 

地震、台風、洪水、崖崩れなどの自然災害や火災などから市民の生命と

財産を守るため、危険予測などを踏まえた計画的な都市機能の整備を推進

し、より安全・安心で住みよい環境の形成を目指します。 

 

② 魅力的で機能性の高い各種拠点の形成 

住宅系市街地のそれぞれの中心地区を地域生活拠点、つくばの里工業

団地とその周辺を産業拠点、牛久沼周辺や大規模公園を交流拠点、関東

鉄道竜ヶ崎駅や市役所周辺及び JR 龍ケ崎市駅周辺を都市拠点と位置付

け、それぞれの役割に応じた機能の集積を図り、魅力的で機能性の高い各

種拠点の形成を目指します。 

また、これらの拠点間の交通網の整備などによる連携や機能の補完によ

り、バランスの取れた一体感のある都市の形成を目指します。 

 

③ 快適で便利な市街地環境の形成 

住宅系市街地においては、それぞれの市街地が持つ機能や特徴を活かし

た地域づくりを進めるとともに、地域生活拠点を中心に日常生活に必要な

商業、サービス、コミュニティ等の機能の集積を図り、快適で便利な市街地

環境の形成を目指します。 

また、都市拠点や産業拠点においては、周辺環境との調和に十分配慮し

ながら、拠点にふさわしい土地利用を目指します。 

さらに、市街地縁辺部や幹線道路沿道においては、都市整備の基本的な

考え方との整合性に十分留意しながら、地域特性に応じた土地利用を促進

します。 

＊1多極ネットワーク型コンパクトシティ：生活サービス機能と居住を集約・誘導し、人口を集積した中心拠点や

生活拠点が利便性の高い公共交通で結ばれた都市構造のこと。 
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④ 集落の生活環境の維持向上 

集落においては、日常生活に必要なインフラなど生活基盤施設の維持、

特に地域生活拠点や都市拠点への移動手段を確保することにより、人的交

流を促進し、生活環境の維持向上を目指します。 

 

⑤ 自然環境の保全と活用 

貴重な地域資源である牛久沼、小貝川、蛇沼、中沼などの水辺環境、斜

面緑地や台地上の緑地については、その保全に努めるとともに、生活に潤

いや安らぎを与える触れ合いや交流の場として活用を目指します。 

また、農地については、豊かな農産物を生み出す場として、さらには良好

な景観を形成する要素として、その保全と活用を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表１２ 土地利用構想 
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６ 政策の柱と施策（施策の大綱）          

 「将来に向けた本市のあるべき姿」を達成するため、取り組むべき政策

を分野ごとに「７つの政策の柱」として整理するとともに、各分野に共通

する取組については「政策実現に向けた横断的取組」として別に柱を掲げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１３ 政策の体系の全体構成 
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(1) 子どもや若者が健やかに育ち、一人ひとりの夢や希望を育むまちづくり 

◆ 喜びを実感しながら安心して子どもを産み、育てることができるよ

う、子育て世代への支援を充実するとともに地域や社会全体で子育て

を応援する環境づくりを推進します。 

◆ 子どもたちの確かな学力の定着と体力の向上、豊かな心の育成を図

り、一人ひとりの夢や希望の実現に向けて、時代の変化に対応できる

生きる力を育みます。 

◆ 若者世代が地域社会の担い手として参加、活躍できる環境づくりを

推進するとともに、定住促進に向けた幅広い視点での支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) まちの元気を生み出す産業と交流のあるまちづくり 

◆ 地域経済を担う市内事業者・農業者の活発な事業活動や新規創業・

起業を促進するため、経営基盤の安定に向けて多様な主体と連携した

支援に努めます。また、地域産品のブランド化や、それらに通じる事

業者、生産者、消費者の交流機会を創出し、地域経済の活性化を進め

ます。 

◆ 牛久沼に代表される自然環境、歴史や伝統を感じさせる街並みや行

事、大学があるまちであることの強みなど、龍ケ崎固有の地域資源を

最大限活かしながら、観光コンテンツの充実を図り、交流人口や関係

人口の増加とにぎわいづくりを推進します。 
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(3) 共に支え合い、誰もが健康に暮らせるまちづくり 

◆ 年齢や障がいのあるなしにかかわらず、誰もが住み慣れた地域でい

きいきと自分らしい生活を送ることができるよう、相談支援体制の充

実に取り組むとともに、多様な居場所や活躍の場づくりなど、地域で

支え合う仕組みづくりを推進します。 

◆ 乳幼児から高齢者にいたるまでライフステージに応じた保健サー

ビスの充実を図るとともに、市民自らの主体的な健康づくりを促進し、

健康で暮らし続けることができる健康長寿社会の構築を目指します。 

◆ 地域医療体制の強化と新たな感染症などに迅速に対応できる体制

づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 誰もが自分らしく、生きがいを持って暮らせるまちづくり 

◆ 流通経済大学や関係団体と連携しながら、誰もが気軽にスポーツに

親しみ触れることのできる環境の充実を図り、心身ともに健全に充実

した暮らしが享受されるよう努めます。 

◆ 子どもから高齢者まで、生涯にわたって豊かな人生を送ることがで

きるよう、それぞれのニーズに応えられる学習の機会や場を創出し、

その成果が活かせるよう生涯学習環境の充実を図ります。 

◆ 市内に残る貴重な歴史や文化を守り育て、活用することで、次の世

代に継承し、愛着と誇りを育みます。 

◆ 人権尊重や平和に対する意識を高め、性別や国籍、文化、価値観な

どの違いをお互いが正しく理解し、誰もが幸せに暮らすことができる

多様性が保障された社会の構築に努めます。 
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(5) 安全・安心が実感できるまちづくり 

◆ 大規模な自然災害などの発生時の被害を最小限にとどめるため、市

と関係機関、市民・地域が一体となった総合的な防災・減災体制の強

化を図るとともに、社会インフラ＊1や行政機能等が維持される「強さ」

と迅速な復旧、復興が可能となる「しなやかさ」を持った災害に強い

まちづくりを推進します。 

◆ 警察など、関係団体や地域活動と連携した防犯・交通安全対策を強

化し、犯罪や事件・事故などの起こりにくい環境整備を進め、安全・

安心な市民生活を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 機能的で、利便性が高いまちづくり 

◆ 将来にわたって日常生活に必要な店舗やサービスが身近に確保さ

れ快適に暮らせる生活環境を維持していくため、地域生活拠点への都

市機能の集積と、誰もが利用しやすい公共交通体系の構築により、人

口減少や高齢化に対応した持続可能なまちづくりに努めます。 

◆ つくばの里工業団地とその周辺地域を含む産業拠点においては広

域交通網へのアクセス性の向上を見据えた周辺環境の整備に努め、牛

久沼周辺や大規模公園の交流拠点においては周辺自治体や民間と連

携したにぎわいの創出に向けた取組を推進します。 

◆ 住宅地においては、空家等の有効活用を推進し、既存ストックを活

かした住宅供給を図るとともに、魅力ある住環境を維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1社会インフラ：社会や生活を支える公共的な基盤や仕組みのこと。 



第１章 将来ビジョン 

25 

(7) 環境にやさしく、誰もが快適に暮らせるまちづくり 

◆ カーボンニュートラルや循環型社会形成の取組など、市民・市民団

体・事業者などと協働して、環境にやさしいまちづくりを推進します。 

◆ 本市の魅力の一つである水や緑に恵まれた豊かな自然を次の世代へ

と引き継いでいくため、自然環境の保全と環境の美化に取り組みます。 

◆ 快適な市民生活を支える道路、公園、下水道などの都市インフラの

維持・更新と長寿命化を計画的に進めるとともに、歩行者や自転車の

安全性の確保、大規模公園のさらなる魅力向上など、市民ニーズに対

応した施設整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 市民と共に育む持続可能なまちづくり 

◆ 多様化・複雑化する地域課題の解決に向けて、市民と行政がまちづ

くりのパートナーとして適切に役割分担し、相互の信頼関係の下で協

働によるまちづくりを進めます。 

◆ 分かりやすく伝わりやすい市政情報の発信や市民との意見交換の場

の確保など「開かれた市役所」づくりを推進するとともに、積極的なシ

ティプロモーション＊1活動を展開し、本市の魅力を内外に発信します。 

◆ 効率的で質の高い行政サービスの提供に努めるとともに、選択と集

中の視点を重視した適正な資源配分と新たな財源の創出に取り組み、

健全な財政基盤の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 シティプロモーション：まちの魅力を構成する地域資源をより効果的に発信し、まちを売り込むことで、地域の
認知度やイメージの向上を図るとともに、市民の自分が住む地域への愛着や誇りを醸成する考え方やその取組のこと。 
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 「前期基本計画」は、「将来ビジョン」においてその役割を、基本的な

施策の方向と体系、主要な事業やリーディングプロジェクトなどを示す

ものと位置付け、計画期間を 2023 年１月から 2027 年３月までのおおむ

ね４年間とします。 

 

 「将来ビジョン」において示した、「政策の柱」（７つの政策の柱と政

策実現に向けた横断的取組）と「施策」に対して、計画期間中に取り組

んでいく 99 の「施策の展開方向」を設定し、本市のあるべき姿を目指し

ていきます。 

 

 

政策の柱 施  策 施策の展開方向 関連する分野別計画 

１ 

子どもや若者が

健やかに育ち、一

人ひとりの夢や

希望を育むまち

づくり 

    (1) 

子ども・子育て支

援の充実 

【リーティングプロジェクト 

（未来創造プロジェクト）】 

① 質の高い幼児教育・保育の確保 ・こども・子育て支援事業計画 

・障がい者プラン・障がい福

祉計画・障がい児福祉計画 

・健康増進・食育計画 

・教育プラン 

② 地域での子育て環境の充実 

③ すべての子どもが健やかにいきいきと育つ

環境づくり 

④ 子育て世代への経済的支援 

⑤ 少子化への対策の強化 

    (2) 

「夢」を持ち「生き

る力」を育む教育

の推進 

【リーティングプロジェクト 

（未来創造プロジェクト）】 

① 確かな学力を育み、信頼される学校づくり

の推進 

・教育プラン 

・地域福祉計画 

② 共生社会に向けた教育活動の充実 

③ 健康で健全な心身を育む教育の推進 

④ 新時代に活躍する人材の育成 

    (3) 

若者世代の活躍支援

と定住促進 

【リーティングプロジェクト 

（未来創造プロジェクト）】 

① 青少年の健全育成 
・教育プラン 

② 若者世代の活躍支援 

③ 若者世代の定住促進 

２ 

まちの元気を生

み出す産業と交

流のあるまちづ

くり 

(1) 

地域経済の活性化 

① 商工業・サービス業の振興と中小企業への支援 
・農業振興地域整備計画 

・経営基盤の強化の促進に

関する基本構想 

・人・農地プラン 

・地域農業再生協議会水田

フル活用ビジョン 

② 農業の振興 

③ 企業誘致の推進 

(2) 

多様な働き方と働

く場の創出 

① 雇用の場の確保と地元就職の促進  

② 創業・起業への支援 

③ 多様な働き方に向けた場の創出 

④ 企業と連携した雇用創出の推進 

(3) 

地域資源を活用し

た観光まちづくり

の推進 

【リーティングプロジェクト 

（魅力創造プロジェクト）】 

① 観光・にぎわいづくりの推進 ・都市計画マスタープラン 

・緑の基本計画 

・牛久沼感幸地構想 ② 交流の拠点としての牛久沼の有効活用 

③ 大規模公園の活用 

１ 計画期間 

２ 施策の体系 
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政策の柱 施  策 施策の展開方向 関連する分野別計画 

２ 

まちの元気を生

み出す産業と交

流のあるまちづ

くり 

(4) 

流通経済大学との

連携の推進 

① 龍・流連携事業の推進 
 

② 大学（学生）と市民の交流促進 

③ 学生の住みごこちの向上と愛着の醸成 

３ 

共に支え合い、誰

もが健康に暮ら

せるまちづくり 

(1) 

支え合う地域福祉

の実現 

① 支え合う地域福祉の推進 
・地域福祉計画 

・障がい者プラン・障がい福

祉計画・障がい児福祉計画 

・高齢者福祉計画・介護保険

事業計画 

・いのち支える自殺対策計画 

・成年後見制度利用促進基本

計画 

② 障がい者福祉の充実 

③ 高齢者福祉の充実 

(2) 

健康長寿社会の実現 

【リーティングプロジェクト 

（幸せ創造プロジェクト）】 

① 市民の健康寿命の延伸 ・高齢者福祉計画・介護保険

事業計画 

・健康増進・食育計画 ② 生活習慣病発症者と重症者の減少 

③ 健康づくり基盤の強化 

(3) 

地域医療体制・感

染症対策の強化 

① 地域医療体制の充実 
 

② 予防接種・感染症対策の強化 

(4) 

社会保障制度の適

正な運営 

① 社会保障制度の健全な運営 
・地域福祉計画 

・高齢者福祉計画・介護保険

事業計画 ② 医療費の適正化 

③ 生活の安定化と向上 

４ 

誰もが自分らし

く、生きがいを持

って暮らせるま

ちづくり 

(1) 

誰もが楽しめる生

涯スポーツ社会の

実現 

【リーティングプロジェクト 

（魅力創造プロジェクト）】 

① スポーツ・運動を通じた生きがいづくり 
・スポーツ推進計画 

② 競技スポーツの推進 

③ スポーツによるにぎわいづくり 

④ スポーツ環境の充実 

(2) 

暮らしを豊かにす

る生涯学習・文化

芸術活動の推進 

① 市民の学びの機会の充実 
・教育プラン 

② 暮らしを豊かにする文化芸術活動の促進 

③ 歴史的文化的遺産の保存と地域資源として

の活用促進 

(3) 

多様性を認め尊重

し合う、共生社会

の実現 

① 男女共同参画社会・女性活躍社会の実現 
・男女共同参画基本計画 

・特定事業主行動計画 

② 多文化共生社会の構築 

③ 人権を尊重して多様性を認め合う社会の構築 

５ 

安全・安心が実感

できるまちづく

り 

(1) 

防災・減災対策の

推進 

① 防災力・減災力の強化 
・地域防災計画 

・国土強靭化計画 

・耐震改修促進計画 

・都市計画マスタープラン 

・下水道施設耐水化計画 

② 地域の防災活動の充実 

③ 国土強靭化の推進 

(2) 

消防・救命体制の

充実 

① 消防団を中核とした地域防災力の向上 
・地域防災計画 

② 安心の救命体制の充実 

(3) 

暮らしの安全・安

心の確保 

① 地域の防犯体制の充実 
 

② 交通安全環境の向上 

③ 消費者教育の充実 

６ 

機能的で、利便性

が高いまちづく

り 

(1) 

魅力ある都市拠点

の形成 

【リーティングプロジェクト 

（幸せ創造プロジェクト）】 

【リーティングプロジェクト 

（魅力創造プロジェクト）】 

① 生活を支える地域生活拠点と魅力を生み出

す都市拠点の形成 

・都市計画マスタープラン 

・立地適正化計画 

・地域公共交通計画 

・まちなか再生プラン 

・牛久沼感幸地構想 

・常磐線佐貫駅周辺地域整

備基本構想 

② 活力と雇用を生み出す産業拠点の形成 

③ にぎわいのある交流拠点の整備 
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政策の柱 施  策 施策の展開方向 関連する分野別計画 

６ 

機能的で、利便

性が高いまちづ

くり 

(2) 

快適でシームレス

な移動環境の構築 

【リーティングプロジェクト 

（幸せ創造プロジェクト）】 

① 基幹公共交通の利便性向上と活性化 
・地域公共交通計画 

② コミュニティバスと乗合タクシーの運行 

③ 新たな公共交通ネットワークの構築 

④ 公共交通利用の促進 

⑤ 自転車利用の促進と放置自転車対策 

(3) 

良好な住環境の維

持・創出 

【リーティングプロジェクト 

（未来創造プロジェクト）】 

① 多様なニーズに対応した住宅地の供給と魅

力ある住環境形成の促進 

・都市計画マスタープラン 

・立地適正化計画 

・空家等対策計画 

② 空家等対策の推進 

③ 市営住宅の計画的な予防保全と長寿命化 

７ 

環境にやさしく、

誰もが快適に暮

らせるまちづく

り 

(1) 

環境負荷の少ない

地域社会の形成 

① カーボンニュートラルの実現に向けた対策

の推進 

・環境基本計画 

・地球温暖化防止実行計画

（事務事業編） 

・ごみ処理基本計画 

・地球温暖化対策実行計画

（区域施策編） 

② 循環型社会構築に向けたごみの発生抑制と

リサイクルの推進 

③ 環境学習の推進 

(2) 

自然環境の保全と

環境美化の推進 

① 自然環境と里山の保全 
・環境基本計画 

② 水辺環境の保全 

③ 特定外来生物への適切な対応 

④ 環境美化の推進 

(3) 

機能的な都市イン

フラと暮らしを支

える生活インフラ

の維持・整備 

① 機能に応じた道路網の整備 
・都市計画マスタープラン 

・下水道全体計画 

・舗装維持修繕計画 

・橋梁長寿命化修繕計画 

・公園施設長寿命化計画 
② 市民に愛される公園の整備・活用・維持 

③ 汚水処理施設の計画的な維持管理 
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政策の柱 施  策 施策の展開方向 関連する分野別計画 

８ 

市民と共に育む

持続可能なまち

づくり 

(1) 

市民主体のまちづ

くりの推進 

① 市民と行政の相互理解・情報共有の強化 
 

② 市民自らが考え、行動する、活発な市民活動

の促進 

③ 地域における市民活動の活性化 

(2) 

ＳＤＧｓの推進 

① ＳＤＧｓによるまちづくり 
 

② ＳＤＧｓの機運醸成 

(3) 

効率的で透明性の

高い市政運営 

① 事務事業の見直し 
・人材育成基本計画 

② 機能的な組織体制の構築 

③ 民間サービスの活用 

④ 行政サービスの広域化の推進 

⑤ 人材の確保と育成 

(4) 

効果的なシティプ

ロモーション 

【リーティングプロジェクト 

（魅力創造プロジェクト）】 

① 定住促進などに向けたプロモーション活動の

展開 

 

② 関係人口の創出 

③ シビックプライドを向上させるシティプロ

モーションの展開 

④ ふるさと納税制度の活用促進 

(5) 

公共施設の「縮充」

の推進 

① 効果的・効率的な維持管理の推進 
・公共施設等総合管理計画 

・公共施設再編成の基本方針

に基づく行動計画 

・公共施設跡地活用方針 

・都市計画マスタープラン 

② 機能（行政サービス）・事業運営の最適化の

推進 

③ 施設配置・総量の最適化 

(6) 

電子自治体の推進 

① デジタルトランスフォーメーションの推進

体制の構築 

・情報化推進プラン 

② 自治体情報システムの標準化・共通化 

③ 行政手続のオンライン化 

④ デジタルデバイド対策 

(7) 

持続可能な財政運

営 

① 中期的な視点による財政運営 
・中期財政計画 

② 市税等の適正課税の推進と納税環境の整備 

③ 分かりやすい財政状況の情報発信 
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 「前期基本計画」に掲げる施策のうち、本市が抱える課題への的確な対応や、

「住み続けたいまち」の構築に向けて、特に重要となる施策を「リーディングプ

ロジェクト」として位置付け、各プロジェクトの実現に向けて、重点的かつ優先

的な取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ リーディングプロジェクト 
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未来創造プロジェクト～子どもの笑顔が続くまちを創る～ 

 

 

魅力創造プロジェクト～もっと魅力が感じられるまちを創る～ 

 

 

幸せ創造プロジェクト～日常を豊かに、快適に過ごせるまちを創る～ 

 

新婚カップルの本市への定住をゴールに掲げ、出会いの場や機会の創

出といった結婚支援、市内への居住サポートなどの取組を推進します。 
 

子育て世帯の定住促進に向けて、子育て世代のライフスタイルに応

じた支援メニューを提供し、安心して楽しく子育てができる環境づく

りを推進します。 
 

英語教育やＩＣＴ＊1教育など、特色ある先進教育を推進し、子どもた

ち一人ひとりの夢や希望を大切に育む教育環境を創出します。 

牛久沼や森林公園をはじめとする大規模公園の魅力を高め、市内外

から人を呼び込む交流拠点としての活用を推進します。 
 

本市の充実したスポーツ施設を活用したイベント開催、本市にゆかり

のあるスポーツ選手やプロスポーツ選手を多く輩出している流通経済

大学との連携によるスポーツを通じたにぎわいづくりを推進します。 
 

積極的にシティプロモーション活動を展開するとともに、ふるさと

納税の拡充を図り、本市の魅力を広く発信します。 

高齢になっても医療や介護に依存することなく、自立した生活を送るこ

とができるよう市民の健康寿命延伸に向けた取組を幅広く支援します。 
 

子どもから高齢者まで、市民の移動ニーズを支える便利で快適な地

域公共交通網を構築し、市民の交流や社会参画を推進します。 
 

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）にアクセスする幹線道路沿道など

をターゲットに、周辺の土地利用状況などを勘案しながら、まちの活力

につながる、地域特性に応じた土地利用を促進します。 

＊1 ICT：「Information and Communication Technology」の頭文字を合わせた略語。情報通信技術のこと。 
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      (1) 子ども・子育て支援の充実 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市の出生率は、国や茨城県よりも低いレベルで推移しており、子育て支

援の充実により子どもを産み育てる機運の醸成が急務となっています。 

◆ 少子化の進行、共働き世帯の増加、子どもの虐待など、社会的要因が複合

的に重なることで、子どもが置かれている環境も多様化、深刻化しています。

地域全体で子育てを支援する環境の整備など、親の子育てに対する不安の解

消や多様なニーズへのきめ細かな対応が求められています。 

◆ 少子化が進む中で、子育て世代が魅力を感じ、「住みたい」「住み続けたい」

と感じる子育て環境をつくることが、地域の持続的発展に不可欠です。  

◆ 保育に対する需要はおおむね満たされていますが、質の高い教育・保育を

継続的に提供するための保育士が不足しており、人材確保に向けた施策展開

に継続して取り組んでいく必要があります。また、保育に対するニーズは多

様化しており、サービスの一層の充実が求められています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 質の高い幼児教育・

保育の確保 

◆ 多様化する子育て家庭のニーズに対応した教育・

保育サービスの量的確保を図ります。 

◆ 教育・保育を必要とするすべての子どもが質の高

い教育・保育サービスを受けることができる環境づ

くりを推進します。 

② 地域での子育て環境

の充実 

◆ 子育て中の親子が、地域で安心して子育てができ

るよう、拠点整備や支援サービスの充実を図ります。 

◆ 子どもが地域で安全に過ごすことができる居場

所や多様な世代との交流機会を創出します。 

 

施 策 

４ 基本計画 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 子どもの成長と子育て世代を地域全体で応援する環境が整っています。 

・ 喜びを実感しながら安心して子どもを産み育てることができるまち、と

いうイメージが定着しています。 
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③ すべての子どもが健

やかにいきいきと育つ

環境づくり 

◆ 妊娠期から出産、子育て期まで、切れ目のないき

め細やかな支援に取り組みます。 

◆ 休日・夜間などにおいて、子どもが救急医療を受

けられるような仕組みを確保します。 

◆ ひとり親家庭や育児不安を抱える家庭など、家庭

の状況に応じた適切な支援を行います。 

◆ 児童虐待や子どもの貧困、ヤングケアラー＊1など、

社会的課題に対する総合的な支援体制を構築します。 

④ 子育て世代への経済

的支援 

◆ 子育て家庭の経済的負担を軽減するため、児童手

当の支給、子どもの医療費の助成を行うほか、家庭

環境に応じた各種支援を行います。 

⑤ 少子化対策の強化 ◆ 「安心して子どもを産み育てることができるまち」

のイメージ定着を図るため、預かりサービスや経済

的支援の充実をはじめ、ワーク・ライフ・バランス

に対する意識啓発などに重点的に取り組みます。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

子育てしやすいまちであると

感じる市民の割合（18 歳～49

歳）※ 2016 年・ 2018 年は 18 歳～ 50 歳 

44.2％ 

[2016 年] 

48.8％ 

[2018 年] 

54.3％ 

[2021 年] 

65.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗4.6 ↗5.5 ↗10.7  

妊娠・出産の支援に対し満足

している市民の割合 － 
86.0％ 

[2018 年] 

82.6％ 

[2021 年] 

80％以上
を維持 
[2026 年] 

３・４か月児健診アンケート  － ↘3.4 －  
小学校入学前の子どもたちへ

の教育内容・施設への満足度

（18 歳～49 歳） 
※ 2016 年・ 2018 年は 18 歳～ 50 歳 

38.7％ 

[2016 年] 

39.1％ 

[2018 年] 

41.5％ 

[2021 年] 

44.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗0.4 ↗2.4 ↗2.5  

保育所の待機児童数（毎年 4

月 1 日現在） 

0 

[2016 年] 

0 

[2018 年] 

0 

[2021 年] 
毎年 

0 を維持 

保育所等利用待機児童数調査  － － －  

 

 

 

 

親子で一緒に「Creation」！ 

「さんさん館子育て支援センター」 

 「さんさん館」では、子育てが楽しくなるよう、情報発信 

や子育て相談などを行い、0歳～3 歳の親子が創意工夫で自由 

に遊べる場所を提供しています。 

 お子さんが感性豊かに育つための見せ語り、オリジナルの 

歌・体操・人形劇なども行っています。YouTube で公開しているスタッフお手製動画「おうちで、さん

さん館」も好評です。 

「Creation」一口コラム 

 

＊1ヤングケアラー：心身の機能の低下、負傷、疾病、障がい等の理由により、援助を必要とする家族や身近な人に対

して、無償でケアを行う子どものこと。 
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 (2) 「夢」を持ち「生きる力」 
       を育む教育の推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市の児童生徒数は 1996 年の 8,516 人をピークに減少傾向に転じていま

す。2022 年の児童生徒数は 5,196 人とピーク時との比較で約 3,300 人減少

しており、今後も少子化の進行に伴いさらなる減少が見込まれます。 

◆ 義務教育 9年間を見据えた小中一貫教育「龍の子人づくり学習＊1」や市立

小中学校の適正規模適正配置の取組を推進しています。 

◆ ＩＣＴ教育の推進に向けて、児童生徒１人１台の端末と通信ネットワーク

を整備しました。子どもたち一人ひとりの資質・能力を育成するためＩＣＴ

教育をはじめ、英語教育、プログラミング教育など、特色ある教育活動の展

開が求められています。 

◆ 児童生徒が学校施設を安全に利用できるよう、計画的に改修などを実施し

ています。今後も児童生徒数や社会環境の変化を見据え、学校施設の長寿命

化を図っていく必要があります。 

◆ 社会環境の変化により、学校や子どもを取り巻く問題は複雑化・困難化し

ています。就学に問題を抱える児童生徒や保護者、一人ひとりのケースに応

じたきめ細やかな支援が求められています。 

◆ 地域や関係機関などと連携をしながら、変化の激しい社会で生き抜く力を

育てる必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 確かな学力を育み、

信頼される学校づくり

の推進 

◆ 「龍の子人づくり学習」を軸に、義務教育 9 年間

を見通した一貫性のある学習指導・生徒指導を推進

します。 

◆ 教育環境の維持・向上への学校の適正規模適正配

置と学校施設の長寿命化を推進します。 

◆ 地域との交流事業や「龍・流連携事業」などを推

進し、本市の特色を活かした魅力ある教育を実践し

ます。 

◆ 学校生活や登下校時の安全を確保します。 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 児童生徒一人ひとりが夢や目標に向かって努力する力を身につけています。 

・ 時代の変化に対応できる「生きる力」を育むための環境が学校や地域全

体で整っており、魅力ある教育が行われています。 

＊1 龍の子人づくり学習：本市における学校教育を展開していく上で、小中一貫教育など、義務教育９年間を通じて
「生きる力」を基盤とした社会参画力の育成を図るための特色ある学習のことをいう。 
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◆ 学校・保護者・地域の連携による開かれた学校運

営を推進します。 

② 共生社会に向けた教

育活動の充実 

◆ 道徳教育、人権教育など、児童生徒の豊かな心を

育む教育を推進します。 

◆ インクルーシブ教育＊1を充実させ、児童生徒の持

つ多様性を尊重し、一人ひとりに寄り添いながら、

希望する教育を受けることができるよう、相談や指

導体制を整え、誰一人取り残さない教育環境を整備

します。 

③ 健康で健全な心身を

育む教育の推進 

◆ 「体力アップ推進プラン」に基づき体力の向上と

運動習慣の確立を図ります。 

◆ 部活動の地域移行を踏まえ、部活動の適正化に取

り組みます。 

◆ 健康に関する知識の普及を図ります。 

◆ 食育学習を推進するとともに良質な学校給食を

提供します。 

④ 新時代に活躍する人

材の育成 

◆ グローバル社会で活躍する人材の育成に向けて、

英語教育や ICT 教育など、魅力的で特徴のある教育

活動を推進します。 

◆ 社会参画意識を育むシティズンシップ教育＊2、社

会的・職業的自立に向けたキャリア教育＊3を推進し

ます。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

小中学校の教育内容・施設へ

の満足度（18 歳～49 歳） 

※ 2016 年・ 2018 年は 18 歳～ 50 歳 

41.4％ 

[2016 年] 

40.8％ 

[2018 年] 

42.1％ 

[2021 年] 

45.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘0.6 ↗1.3 ↗2.9  
若者が健全に育つ環境や若者

の活動を支援する機会・サービ

スの満足度（18 歳～39 歳） 
※ 2016 年・ 2018 年は 18 歳～ 40 歳 

34.0％ 

[2016 年] 

29.1％ 

[2018 年] 

23.8％ 

[2021 年] 

34.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘4.9 ↘5.3 ↗10.2  

将来の夢や目標を持っている

児童（小学生）の割合 

86.2％ 

[2016 年] 

84.5％ 

[2018 年] 

78.8％ 

[2021 年] 

87.0％ 

[2026 年] 

全国学力・学習状況調査  ↘1.7 ↘5.7 ↗8.2  

将来の夢や目標を持っている

生徒（中学生）の割合 

68.1％ 

[2016 年] 

71.2％ 

[2018 年] 

69.5％ 

[2021 年] 

78.0％ 
[2026 年] 

全国学力・学習状況調査  ↗3.1 ↘1.7 ↗8.5  

 

 
＊1 インクルーシブ教育：人間の多様性の尊重等の強化、障がい者が精神的・身体的な能力等を可能な最大限度まで

発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障がいのある者と障がいのない者が共に学

ぶ仕組みのこと。 
＊2 シティズンシップ教育：他人を尊重すること、個人の権利と責任、人種・文化の多様性の価値など、社会の中で

円滑な人間関係を維持するために必要な能力を身に付け、市民としての資質・能力を育成するための教育のこと。 

＊3キャリア教育：一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キ
ャリア発達を促す教育のこと。 
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 (3) 若者世代の活躍支援 
                   と定住促進 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市では、若者の流出が顕著な状況となっています。大学卒業や就職を機

に、特に 20 歳代の流出が大きく、近年は、年間 200 人以上の転出超過の状

況が続いています。 

◆ 人口推計では、2045年には現役世代（15歳から 64歳まで）1人が高齢者

（65歳以上）1人を支える状況が見込まれています。 

◆ 2022年 4月に成人年齢が 18歳に引き下げられました。大人としての権利

が与えられる一方で、同時に責任も持つこととなり、知識不足によるトラブ

ルなどに巻き込まれる懸念があります。消費者教育＊1などの徹底が必要不可

欠です。 

◆ 本市において人口減少を緩やかなものにしていくためには、若者世代に

「住みたい」「住み続けたい」と思ってもらえるような環境整備が急務です。 

◆ まちづくり市民アンケートによる若者（18歳から 39歳まで）の回答率は

約 2 割と他の年代に比べ低く、まちづくりへの参画意欲も同様の傾向がみ

られることから、まちづくりに対する若者の意識が低い状況がみられます。 

◆ 高校生や大学生など、若者のまちづくりへの参画機会を増やし、本市に対

する愛着やまちづくりに対する興味関心を醸成し、継続的にまちづくりと関

わり続ける土壌を育てていく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 青少年の健全育成 ◆ 青少年が地域社会において、多くの人とふれあい

ながら様々な活動・交流ができるよう、社会参加を

促進します。 

◆ 青少年が抱える問題は、複雑かつ多様化してお

り、課題を明らかにしながら、青少年の健全育成に

取り組みます。 

◆ 成人式などを通じて、青少年の自発的な活動と交

流の場を創出します。 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 若者が地域社会の一員として様々な地域活動に主体的に取り組み、活躍

しています。 

・ 若者にとって魅力のあるまちになっており、「住んでみたい」と感じる人

が増えています。 

＊1消費者教育：「消費者教育の推進に関する法律」に基づき、消費者被害にあわず、豊かな生活を送るための契約や商
品の安全に関する知識を身につけることに加え、実践的な行動に結びつけることのできる能力を育む活動をいう。 
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◆ 成人年齢の 18 歳への引下げに伴い、消費者教育

などの機会を創出し、制度の理解促進を図ります。 

② 若者世代の活躍支援 

 

◆ 高校生や大学生など、若者のまちづくりへの参画

機会を増やし、まちへの愛着の醸成、興味関心を高

めます。 

◆ まちづくりの核となるような若手人材の育成に

努めます。 

③ 若者世代の定住促進 ◆ 若者世代の転入促進や転出抑制を図るため、若者

にとって魅力を感じることができる環境の創出を

図ります。 

◆ 若者の出会いの場や機会の創出を図り、若者の結

婚支援、市内への居住サポートなどを推進します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

若者が健全に育つ環境や若者

の活動を支援する機会・サービ

スの満足度（18 歳～39 歳） 
※ 2016 年・ 2018 年は 18 歳～ 40 歳 

34.0％ 

[2016 年] 

29.1％ 

[2018 年] 

23.8％ 

[2021 年] 

34.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘4.9 ↘5.3 ↗10.2  

龍ケ崎の魅力を勧める意欲

（推奨意欲）（18 歳～39 歳） 
－ － 

-52.4 

[2021 年] 

-42.0 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート※NPS  － － ↗10.8  
龍ケ崎をよくする活動に参加

したい意欲（参画意欲）（18

歳～39 歳） 

－ － 
-46.8 

[2021 年] 

-36.0 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート※NPS  － － ↗10.4  
「住み続けたい」と感じる市

民の割合（18 歳～39 歳） 

※ 2016 年・ 2018 年は 18 歳～ 40 歳  

71.7％ 

[2016 年] 

68.7％ 

[2018 年] 

72.3％ 

[2021 年] 

79.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘3.0 ↗3.6 ↗6.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで測りにくかった「意識」を数値化する 

「ＮＰＳ（ネット・プロモーター・スコア）」 

 商品メーカーなどのアンケートで「満足度」を 11 段階（0～10）で聞かれたことはありませんか。こ

れは、「NPS（ネット・プロモーター・スコア）」という、企業や商品・サービスへの「顧客愛着度」を

測る指標で、マーケティングの分野における統計データとして活用されているものです。 

 「NPS」は、行政でも近年活用例が増えており、取組への推奨意欲や参画意欲といった「目に見えな

い」意識を数値化するものとして、本市でも 2021 年からまちづくり市民アンケートで導入し、施策の

効果測定を行っています。 

「Creation」一口コラム 
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       (1) 地域経済の活性化 

 

□1  現状と課題 

◆ 新型コロナウイルス感染症などの影響を受け、消費の落ち込みや物価高騰

などによる地域経済へのダメージは深刻です。地域経済の立て直しが急務と

なっています。 

◆ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を契機として、市内の事業者な

どにおいて決済のキャッシュレス化などの取組が進展しています。 

◆ 地域産業の維持を図るため、既存の産業に対する支援に加え、雇用を生み

出す産業用地の確保などが課題となっています。 

◆ 本市の基幹産業の一つである農業に関しては、後継者不足による就農人口

の減少や耕作放棄地の増加など、農業経営の持続可能性が担保できなくなる

懸念があります。 

◆ 農産品のブランド化や高収益作物などへの転換、農地の集積など、これま

での取組を継続するとともに、農業のＩＣＴ化など、「儲かる農業」へのシ

フトが必要となっています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 商工業・サービス業

の振興と中小企業への

支援 

◆ 新型コロナウイルス感染症によるダメージなど

を踏まえ、商工業・サービス業の活性化に向けた取

組を支援します。 

◆ 「中小企業・小規模企業振興基本計画」を策定し、

商工会等の関係機関と連携した経営基盤の強化、産

業振興などの取組を推進します。 

② 農業の振興 ◆ 農業における後継者不足や耕作放棄地の増加な

ど、農業を取り巻く環境の改善を図り、持続可能な

農業の推進に取り組みます。 

◆ 農産物のブランド化や認知度向上を図るととも

に、高収益作物への転換を促進します。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 事業者・農業者の安定した経営基盤が整っており、活発な経済活動が行

われています。 
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◆ 農業のＩＣＴ化や農地の集積など、農業の効率化

を図り、「儲かる農業」へのシフトを推進します。 

◆ 学校給食などへの地元農産物活用の取組や農業

体験などの食育を通して、市民の地元農産物への興

味関心の向上と理解促進を図ります。 

◆ 農産物直売所や各種イベントを通して、地元農産

物の PR に努め、地産地消を推進します。 

③ 企業誘致の推進 ◆ 地域経済の活性化や雇用促進を図るため、市内事

業者の転出抑制と転入事業者の支援を推進します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

商店街への支援や商業の活性

化への満足度 

6.8％ 

[2016 年] 

31.9％ 

[2018 年] 

20.1％ 

[2021 年] 

32.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗25.1 ↘11.8 ↗11.9  

農業の振興への満足度 7.8％ 

[2016 年] 

9.3％ 

[2018 年] 

15.9％ 

[2021 年] 

24.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗1.5 ↗6.6 ↗8.1  
市の物足りないところ、嫌い

なところとして「活気とにぎ

わいがない」と回答した割合 

34.2％ 

[2016 年] 

31.7％ 

[2018 年] 

26.8％ 

[2021 年] 

19.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗2.5 ↗4.9 ↗7.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国的にも希少価値の高い「トマト」が龍ケ崎で作られています！ 

「龍ケ崎トマト」 

 「龍ケ崎トマト」は、全国的に産地が少なく、希少価値が高い 

「ファースト系」の品種で、先がとがっていて筋が入っているの 

が特徴です。 

 また、甘さとうま味、酸味のバランスが良く、トマト本来の味 

が非常に濃厚なファーストトマトです。 

 龍ケ崎トマトは、茨城県の「青果物銘柄産地」の指定を受けて 

います。さらに、本市における「ふるさと龍ケ崎ブランド農産物」 

の第 1 号の認定を受けています。 

 この希少な龍ケ崎トマトの認知度向上とイメージアップに加え、皆さんにおいしく食べていただくた

め、市公式ホームページで龍ケ崎トマトを使った「レシピ集」「レシピ動画」を公開しています。 

「Creation」一口コラム 
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(2) 多様な働き方と働く場の創出 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市では、若者の流出が顕著な状況となっています。特に 20 歳代の流出

が大きく、2020 年には、年間 300人以上の転出超過の状況です。 

◆ 若者が市外へと働く場を求めることで、市外への人口の流出が顕著な状況

となっています。 

◆ レンタルスペースの運用や創業や起業に対する支援などの取組が実施さ

れており、起業者は増加傾向にあります。 

◆ 創業・起業を推進するために、事業者同士による集いの場を設け、情報収

集や販路開拓、相談などができる環境を整えています。 

◆ テレワークやワーケーション＊1 など、新しい働き方が認知されてきてお

り、地方に居住しながらも仕事を継続できる環境が整いつつあります。 

◆ つくばの里工業団地や主要幹線道路の沿道などを中心に、業務機能などの

誘導を図り、雇用の創出や地域経済の活性化を図ることが必要となっていま

す。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 雇用の場の確保と地

元就職の促進 

◆ 地元企業との連携を強化し、雇用機会の拡大に努

めます。 

◆ 若者の市外流出を解消するため、地元企業の紹介

やＰＲの場を創出し、地元企業への理解と愛着の醸

成を図ります。 

◆ ハローワークと連携し、求人情報を定期的に提供

するとともに、早期就職を目指す方を対象とした就

職支援セミナーの開催を支援します。 

② 創業・起業への支援 ◆ 創業や起業に対する機運の醸成を図ります。 

◆ 起業するための学びの場を提供するとともに、創

業時における支援を実施します。 

◆ 創業者や起業者の交流機会を創出し、ビジネスに

おけるイノベーションを支援します。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 身近な場所に選択が可能な魅力ある働く場が提供されています。 

・ まちに多様な人たちの交流機会の場が創られており、市内に新たなビジ

ネスが生まれています。 

＊1 ワーケーション：「Work(仕事)」と「Vacation(休暇)」を組み合わせた造語。テレワーク等を活用し、リゾート地
や温泉地、国立公園等、普段の職場とは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行うこと。 
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③ 多様な働き方に向け

た場の創出 

◆ 民間企業などとも連携し、テレワークやワーケー

ションなど、多様な働き方に応じた場の創出を促進

します。 

④ 企業と連携した雇用

創出の推進 

◆ 地域経済の活性化や雇用促進を図るため、企業の

ニーズや立地動向などの把握に努め、積極的な企業

誘致活動を推進します。 

◆ 働き方改革など、企業の魅力を高めるための取組

を推進します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

就労支援や企業誘致など雇用

の創出への満足度 
－ － 

9.8％ 

[2021 年] 

14.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗4.2  

創業スクール受講者の 5 年以

内の創業率 
－ － 

22.4％ 
[2021 年] 

25.0％ 
[2026 年] 

市独自調査  － － ↗2.6  
市の物足りないところ、嫌い

なところとして「多種多様な

働く場がない」と回答した割

合 

18.6％ 

[2016 年] 

17.1％ 

[2018 年] 

12.2％ 

[2021 年] 

6.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗1.5 ↗4.9 ↗6.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスイノベーションを生み出すレンタルオフィス！ 

「Match-hako（マッチ・バコ）龍ケ崎」 

 市街地活力施設にレンタルオフィス「Match-hako（マッチ・ 

バコ）龍ケ崎」を 2017年 11月に開設しました。 

 Match-hako 龍ケ崎は、異なる職業の方が事務スペースや会 

議室を共有し、ビジネスを行うコワーキング・スペースや起 

業・創業時のスタートアップオフィスとして利用できるレン 

タルオフィスであり、利用者同士の交流によりビジネスにおけるイノベ 

―ションも期待できます。 

 さらに、Match-hako 龍ケ崎は、創業の際に必要となる知識を習得する 

ための創業スクールを開催するなど、本市の創業支援の拠点となってい 

ます。 

「Creation」一口コラム 

 



第２章 前期基本計画 

 

43 

(3) 地域資源を活用した 
        観光まちづくりの推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 観光とは、「余暇時間の中で、日常生活圏を離れて行う様々な活動であっ

て、触れ合い、学び、遊ぶということを目的とするもの」と定義されていま

す。近年は、個人の考え方や観光形態の多様化により、観光においては「モ

ノ」消費から、「コト」消費への転換が進んでいます。 

◆ 撞舞（つくまい）などの伝統芸能に代表される観光資源を基に、これまで

観光客を呼び込む施策を実施していますが、既存の観光資源だけでは、期間

や場所が限定され、これ以上の交流人口の増加にはつながらない現状があり

ます。時代のニーズに即した、新たな地域資源の掘り起こしと活用が必要と

なっています。 

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 年の観光入込客数は前年

比の 4割程度になっています。 

◆ 本市の持つ特徴的な地域資源（牛久沼・森林公園・龍ケ崎コロッケなど）

を上手に活用することで、人が集まり、にぎわいが生まれ、本市を魅力的に

感じることができる場を創出していくことが求められています。 

◆ 自然や寺社仏閣などのハード面による観光資源だけではなく、魅力的なイ

ベントなどのソフト事業を展開することで、交流人口の増加を検討していく

必要があります。 

◆ 本市の認知度を高め、観光を推進するため、市内外の人が本市の観光資源、

各種イベントなどの情報を容易に入手できるよう、情報発信の強化が求めら

れています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 観光・にぎわいづく

りの推進 

◆ 交流人口の増加に向けた観光資源の活用や新た

な地域資源の掘り起こしを行います。 

◆ 本市の魅力の発信、ＰＲに積極的に取り組み、さ

らなる交流人口増加に努めます。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 市の持つ様々な地域資源が活用され、多くの人が訪れるまちになってい

ます。 

・ 市民一人ひとりが龍ケ崎の魅力を伝えることができています。 
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② 交流の拠点としての

牛久沼の有効活用 

◆ 牛久沼が持つ地域資源としてのポテンシャルを

活かし、交流人口の増加に資する取組を幅広く展開

します。 

◆ 牛久沼トレイル＊1など、牛久沼の持つ特徴を活か

した広域的な取組についても、周辺自治体や民間事

業者などとの連携も視野に実現を目指します。 

◆ 関係団体等による牛久沼での水上スポーツイベ

ントの開催や周辺でのアウトドアアクティビティ

の普及を支援します。 

③ 大規模公園の活用 ◆ 民間事業者などとの連携を視野に、森林公園を交

流人口の増加や地域活性化に資する拠点施設とし

て再整備します。 

◆ 北竜台公園、龍ヶ岡公園などの大規模公園が持つ

それぞれの特徴を活かしながら魅力ある公園づく

りを進めます。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

地域資源を活用した観光の推

進への満足度 

11.8％ 

[2016 年] 

15.1％ 

[2018 年] 

14.2％ 

[2021 年] 

23.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗3.3 ↘0.9 ↗8.8  

市外在住者の本市への来訪経

験 
－ 

41.1 

[2018 年] 

40.4 

[2020 年] 

60.0 

[2026 年] 

認知度・イメージ調査  － ↘0.7 ↗19.6  

市外在住者の本市への来訪意

向 
－ 

14.6 

[2018 年] 

14.8 

[2020 年] 

25.0 
[2026 年] 

認知度・イメージ調査  － ↗0.2 ↗10.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ 14 メートルで繰り広げられる伝統の舞！ 

「撞舞（つくまい）」 

 「撞舞（つくまい）」は、国選択・県指定無形民俗文化財に指 

定されている、約 450 年の歴史を誇る本市の伝統芸能です。 

 雨蛙（あまがえる）の面をかぶった舞男が、高さ 14 メートル 

の撞柱に登り、逆立ちや仰向けになるなど、様々な妙技を披露 

します。 

 撞舞には、雨乞いや五穀豊穣、または、疫病除けの意味があ 

るといわれています。 

 また、舞男が柱の頂上の円座から、四方に放つ矢を拾った人は、1 年間 

の厄災を免れ、健康と安産が約束されるといわれています。 

「Creation」一口コラム 

 

＊1 牛久沼トレイル：「牛久沼感幸地構想」で提案している牛久沼の周囲 20 キロメートルをウォーキング、ランニン

グ、サイクリングなどで自然を感じながら散策・周遊すること。 
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(4) 流通経済大学との連携の推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市のまちづくりのパートナーであり、財産の一つでもある流通経済大学

との連携により、市民にとって魅力のある「龍・流連携事業」が展開されて

います。 

◆ 「龍・流連携事業」の市民の認知度は、約 36 パーセントとなっており、

さらなる認知度向上を図り、同事業への市民の参加などを促進していく必要

があります。 

◆ 市内の企業などとの連携により、流通経済大学生にとって住みよい、過ご

しやすいまちとなるよう、「学割サービス」など、学生にとってメリットの

ある取組を展開しています。 

◆ 大学卒業後の就職などにより、学生の市外への流出は顕著であることから、

大学卒業後も本市との関係性を維持し、「第２のふるさと」として、本市へ

の愛着を醸成する取組を展開し、関係人口の獲得につなげる必要があります。 

◆ 大学の学生だけでなく、大学の教員、職員などとの交流機会を増やし、さ

らなる大学との連携強化の取組を検討していく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 龍・流連携事業の推

進 

◆ 流通経済大学と連携した魅力ある「龍・流連携事

業」を継続的に展開します。 

◆ 市民ニーズに沿った、大学の持つ専門性などを活

かした新たな取組を検討します。 

② 大学（学生）と市民の

交流促進 

◆ 大学の情報や「龍・流連携事業」に関する積極的

な情報発信を行い、連携事業の認知度向上とより多

くの市民や事業者などの参加を促進します。 

◆ 大学、学生、市民、事業者など、関係者同士の交

流機会を創出し、さらなる連携強化を図ります。 

③ 学生の住みごこちの

向上と愛着の醸成 

◆ まち全体で大学や学生を応援する機運を高め、卒

業後においても関係人口としての本市との関わり

が継続できるよう、学生の本市に対する愛着の醸成

に努めます。 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 市民が「大学のあるまち」の様々なメリットを享受しています。 
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□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

流通経済大学との連携事業や

大学生との交流機会の創出へ

の満足度 
－ － 

26.1％ 

[2021 年] 

29.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗2.9  

龍・流連携事業の認知度 36.9％ 

[2016 年] 

41.0％ 

[2018 年] 

36.6％ 

[2021 年] 

41.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗4.1 ↘4.4 ↗4.4  
龍・流連携事業や大学が開催

するイベント等へ参加したこ

とがある市民の割合 

13.2％ 

[2016 年] 

13.8％ 

[2018 年] 

13.9％ 

[2021 年] 

23.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗0.6 ↗0.1 ↗9.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学のあるまちの特徴を活かしてまちづくり 

「龍・流連携事業」 

 流通経済大学は、1965 年に本市において開学し、実学主義の実践 

による優秀な社会人の輩出に努めるとともに、本市の教育環境の向 

上にも大きな役割を担っています。 

 本市のまちづくりを進める上で、県下最大の私立大学として、「知」 

「人」「名」「施設」など多くの資源を有する流通経済大学は、大切な 

パートナーです。 

 このような中、本市と流通経済大学では、「龍ケ崎市と流通経済大学との連携に関する協定」を締結

し、教育・文化・スポーツ・産業・人づくり・まちづくりなど、様々な分野にわたって連携し、まちの

活性化と大学教育の向上に資する、他の自治体ではなかなか取り組むことができない、創造性があり、

特徴的な取組を「龍・流連携事業」として展開しています。 

 具体的には、学生が学校教育の現場における支援を行うことや大学の持つ専門性を活かした市民向け

講座である「市民大学講座」、大学図書館の市民への開放などの取組を行っています。また、学生の生

活支援として市内店舗における「学割サービス」なども実施しています。 

「Creation」一口コラム 

 

普段は聞けない、バラエティ豊かな講座を開催！ 

「市民大学講座」 

 流通経済大学との「龍・流連携事業」の一環として、定期的に 

「市民大学講座」が開催されています。 

 市民大学講座では、「大学のあるまち」のメリットを活かし、 

市民の皆さんが広い知識や深い教養を身に付け、市民文化の向上 

や生活課題、地域の課題に役立つ講座となることを目指していま 

す。普段はなかなか聞けない、専門的で魅力のある、バラエティ 

豊かなジャンルの講座を企画しています。 

「Creation」一口コラム 
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      (1) 支え合う地域福祉の実現 

 

□1  現状と課題 

◆ 少子高齢化が進行する中、子育てと親の介護のダブルケア、ニート＊1・ひ

きこもりの増加と高齢化が相まった 8050 問題など、複合的な課題を抱え

る家族が増えています。 

◆ 就労形態の多様化や生活様式の変化など、社会経済情勢の変化に伴い、地

域社会における相互の関係性が希薄化することで、地域で共に支え合う力の

低下が懸念されます。 

◆ 地域での支え合いの力の低下は、福祉サービスに対する需要の増加につな

がるものと予測されます。このため、地域での支え合いの強化に努めながら

も、それを補完する福祉サービス需要への対応を図っていくことも課題とな

っています。 

◆ 「誰もが住み慣れた地域で、いきいきと自分らしい生活ができる」よう、

支援体制の充実とさらなる環境整備が求められています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 支え合う地域福祉の

推進 

◆ 誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らすこと

ができるよう、支援が必要な方を支える多様な主体

と連携したサービスの提供に努めます。 

◆ 住民同士のつながりを大切にし、地域内でお互い

に支え合うことができる地域社会の構築に向けた

取組を推進します。 

② 障がい者福祉の充実 ◆ 障がい者が、自分らしく暮らすことができるよ

う、また、必要なときに必要なサービスが受けられ

るよう、相談体制の強化やサービス提供確保を図り

ます。 

 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 全ての人が支え合いながら、誰もが住み慣れた地域で、いきいきとした

自分らしい生活ができています。 

＊1ニート：「Not in Education, Employment or Training」の頭文字を合わせた略語。就学・就労をせず、職業訓練も
受けていない状態で、引きこもる若者のこと。 
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◆ 障がい者の社会的自立を促進するため、社会参

加、就労などについての相談体制の充実を図るとと

もに、ハローワークや就労支援事業所などと連携

し、就労機会の提供に努めます。 

◆ 障がい者を介助する家族の精神的、肉体的負担を

軽減するため、相談体制の充実を図ります。 

③ 高齢者福祉の充実 ◆ 高齢者が元気にいきいきと住み慣れた地域で暮

らすことができるよう、就労、生きがいづくり、活

躍の場の創出など、社会参加の機会を確保するとと

もに参加を促します。 

◆ 高齢者人口の増加などに伴い、必要となる福祉サ

ービスなどが適切に提供できるよう、需要動向を見

ながら、その対応に努めます。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

お年寄りが生活しやすい施

設・サービスへの満足度（65

歳～） 
※ 2016 年・ 2018 年は 66 歳～ 

23.5％ 

[2016 年] 

26.0％ 

[2018 年] 

27.9％ 

[2021 年] 

33.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗2.5 ↗1.9 ↗5.1  

障がいのある人が生活しやす

い施設・サービスへの満足度 

13.0％ 

[2016 年] 

14.1％ 

[2018 年] 

15.0％ 

[2021 年] 

18.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗1.1 ↗0.9 ↗3.0  

地域での支え合いやボランテ

ィア活動への満足度 

29.0％ 

[2016 年] 

30.8％ 

[2018 年] 

27.6％ 

[2021 年] 

31.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗1.8 ↘3.2 ↗3.4  
生きがいづくりや趣味を楽し

む機会・場所への満足度（65

歳～） 
※ 2016 年・ 2018 年は 66 歳～ 

36.6％ 

[2016 年] 

32.8％ 

[2018 年] 

29.6％ 

[2021 年] 

37.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘3.8 ↘3.2 ↗7.4  

 

 

 

 

 

 

解決に求められるのは人とのつながり 

「8050（ハチゼロ・ゴーゼロ）問題」 

 「8050 問題」という言葉が最近話題になっています。「80 歳」代の親が「50 歳」代の子どもの生活を

支えるという問題です。この背景にあるのは、子どもの「ひきこもり」です。 

 「ひきこもり」という言葉が社会で聞かれるようになった 1980 年代～90 年代には、「若者の問題」と

されていましたが、約 30 年以上が経過し、当時の若者は 40歳代～50 歳代に、その親は 70 歳代から 80

歳代となり、親子の収入の減少や健康状態の悪化などを主要因として、社会的に孤立し、生活が立ち行

かなくなる深刻なケースが目立ちはじめています。 

 そのような中、支援のあり方を模索する動きがでています。特に、このような状態なってしまう前の

事前の相談が非常に大切とされています。自分たちでは見えないことも他者の目を通してみると見えて

くることも多く、このような人と人とのつながりを創ることが問題解決の糸口を見いだしてくれます。 

「Creation」一口コラム 
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(2) 健康長寿社会の実現 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市の 65 歳以上の人口は、2020 年に 22,113 人となっており、高齢化率

は 28.9 パーセントとなっています。2045 年には、推計値で 44.3 パーセン

トまで上昇する見込みとなっており、高齢化の急速な進展が見込まれていま

す。 

◆ 健康に対する意識は、個人差が見られ、生活習慣病の低年齢化が進んでい

ます。疾病の早期発見、早期対応を図るためにも、若い世代を中心に、健康

診査や検診などの受診率を高めることへの働きかけが必要になっています。 

◆ すべての市民が健康の大切さを意識し、健康づくりに継続して取り組むよ

う、運動習慣の定着や健康に関する情報の普及啓発を図るほか、行政はもと

より、家庭・地域などにおけるつながりを深め、一人ひとりの健康づくりを

支援していく社会環境の整備が必要です。 

◆ 健康づくりのコンテンツの充実を図り、市民全体の健康づくりに対する意

識を向上させ、健康寿命＊1の延伸につなげていく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 市民の健康寿命の延

伸 

◆ 高齢になっても、自立した生活を送ることができ

るよう「健康寿命の延伸」に向けた取組を推進します。 

② 生活習慣病発症者と

重症者の減少 

◆ 糖尿病や高血圧といった生活習慣病の発症と重

症化を抑制するため、規則正しい生活リズムや適度

な運動、バランスの良い食事などの重要性の啓発に

取り組みます。 

◆ 定期的な健診の受診や病気の発症・重症化の抑制

に向けた取組を促進します。 

③ 健康づくり基盤の強

化 

◆ 健康診査や各種健康づくりに関する教室・講座を

身近な施設で開催し、健診の受診率を高めながら、

市民の健康づくりを推進します。 

◆ 若い世代からのがんや生活習慣病など疾病の早

期発見・早期対応を図るため、検診の受診勧奨など

を推進します。 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 誰もが主体的に健康づくりに取り組んでおり、健康寿命が延伸し、健康

でいきいきとした生活が営まれています。 

＊1健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 
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◆ 市民が健康で安心して暮らし続けるための拠点

施設を整備します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

健康診査などの受けやすさや

健康づくりのしやすさへの満

足度 

51.5％ 

[2016 年] 

56.7％ 

[2018 年] 

52.9％ 

[2021 年] 

57.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗5.2 ↘3.8 ↗4.1  
お年寄りが生活しやすい施

設・サービスへの満足度（65

歳～） 

※ 2016 年・ 2018 年は 66 歳～ 

23.5％ 

[2016 年] 

26.0％ 

[2018 年] 

27.9％ 

[2021 年] 

33.0％ 

[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗2.5 ↗1.9 ↗5.1  

特定健康診査の受診率（国民

健康保険加入者） 
－ 

33.3％ 

[2018 年] 

23.4％ 

[2021 年] 

35.0％ 
[2026 年] 

市独自調査  － ↘9.9 ↗11.6  

住民検診におけるがん検診の

受診率（5 項目平均） 

17.4％ 

[2016 年] 

11.8％ 

[2018 年] 

8.7％ 

[2021 年] 

12.0％ 
[2026 年] 

地域保健・健康増進事業報告  ↘5.6 ↘3.1 ↗3.3  

幸福感の高い高齢者の割合 

－ － 
46.8％ 

[2019 年] 

46.8％ 

以上 
[2026 年] 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査  － － －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門のインストラクターによる様々な運動プログラムで介護予防 

「まいん健幸サポートセンター」 

 2020 年 2 月 7 日、龍ケ崎市の中心部にあった「市街地活力セン 

ターまいん」の跡地に産声を上げたのが「まいん健幸サポートセ 

ンター」です。 

 まいん健幸サポートセンターでは、市内にお住まいの高齢者の 

方を対象に、介護予防・認知症予防・体力維持などに向けたプロ 

グラムを、専門のインストラクターの指導のもと、定期的に提供 

しています。 

 また、運動指導のほかにも、健康相談や栄養教育などの各種相談を 

実施したり、自由に集い交流できるサロンスペースなども設置されて 

いる、高齢者の健康づくりの拠点施設になっています。 

「Creation」一口コラム 
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(3) 地域医療体制・感染症対策の強化 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市では、小児救急医療輪番制度、休日緊急診療当番医制度など、緊急時

の医療提供体制の構築に努めています。 

◆ 市民が安心して暮らしていくためにも、医療の確保は必要不可欠です。休

日や夜間はもちろんのこと、地域における一層の医療提供体制の強化が求め

られています。 

◆ 日々の健康を維持し、市民が安心して医療を受けることができるよう、か

かりつけ医の確保が重要になっています。 

◆ 少子高齢化や外国籍の住民の増加など、近年の医療ニーズを取り巻く環境

は大きく変化しており、市民の様々なニーズに対応した医療提供体制の構築

が課題となっています。 

◆ 新型コロナウイルス感染症のまん延などを例として、新たな感染症への予

防への対応力の強化が急務となっています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 地域医療体制の充実 ◆ 休日や夜間の緊急時などにおいて、市民が医療提

供が受けられるような仕組みの確保に、引き続き取

り組みます。 

◆ 様々な医療ニーズに対応するため、広域での医療

機関との連携体制を強化し、市民が安心して医療を

受けることができる状態を維持します。 

◆ 地域における医療のあり方などを関係機関と連

携しながら検討し、市民にとって利用しやすく、満

足度の高い医療体制の構築に努めます。 

② 予防接種・感染症対

策の強化 

◆ 病気の重症化の抑制、予防の強化を図るため、各

種予防接種を推進します。 

◆ 感染症への対応に必要な対策備品などを備え付

け、新たな感染症のまん延などに備えます。 

 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 病気やけが、感染症などに際して、迅速で適切な医療をはじめとするサ

ービスが提供されています。 
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□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

病院等の数と夜間・休日等の

医療サービス体制への満足度 

39.4％ 

[2016 年] 

42.2％ 

[2018 年] 

42.2％ 

[2021 年] 

50.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗2.8 － ↗7.8  

人口 10 万人当たりの医師の

数 
130.9 人 

[2016 年] 

136.2 人 

[2018 年] 

133.5 人 

[2020 年] 

133.5 人 
以上を維持 
[2026 年] 

茨城県医師・歯科医師・薬剤師統計  ↗5.3 ↘2.7 －  

市内の医療機関の診療科目の

数 
29 科目 

[2016 年] 

27 科目 

[2018 年] 

30 科目 

[2020 年] 

30 科目以
上を維持 

[2026 年] 

茨城県医師・歯科医師・薬剤師統計  ↘2.0 ↗3.0 －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんの休日・夜間の急な病気への対応 

「小児救急医療輪番制度」 

 お子さんの休日や夜間における発熱など、体調の急変により、不安な思いをされた方は多いのではな

いでしょうか。 

 本市を含む稲敷地域（龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町・阿見町・美浦村）では、お子さんの休

日・夜間における急な病気への対応と不安の解消などのため、小児科医配属の 4 か所の病院（龍ケ崎済

生会病院・牛久愛和総合病院・つくばセントラル病院・東京医科大学茨城医療センター）の協力によ

り、休日・夜間の時間帯の「小児救急医療輪番制度」を実施しています。 

 曜日ごとに担当病院が変わります。詳細は、市公式ホームページに掲載されています。 

 また、茨城県では、お子さんが急な病気の際に、すぐに受診させた方がよいのか、様子を見ても大丈

夫なのか、不安なときに、看護師が 24 時間体制で相談に応じる、「茨城子ども救急電話相談」も実施し

ています。こちらもご利用ください。 

 「茨城子ども救急電話相談」：＃8000（プッシュ回線、携帯電話から、局番なし） 

               050－5445－2856（すべての電話から） 

「Creation」一口コラム 
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(4) 社会保障制度の適正な運営 

 

□1  現状と課題 

◆ 少子高齢化の影響などにより、医療給付費やサービス利用費の増大など、

各社会保障制度への財政的負担は年々増加しており、制度の維持を図るため

にも、適正で公正な制度運用が求められています。 

◆ 医療給付費やサービス利用費の増大を抑制するため、病気の早期発見、重

症化予防などへの周知啓発を徹底する必要があります。 

◆ 誰もが平等で安定した生活を営むために支援を強化する必要があります。

特に、生活困窮などに至る複雑で多様な要因などを的確に把握・分析し、個々

のケースに寄り添いながら、生活の安定化と向上を図ることが必要です。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 社会保障制度の健全

な運営 

◆ 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、介護保

険制度などの各社会保障制度について、人口の今後

の見通しや財政収支などを踏まえながら制度運営

の安定化を図ります。また、国民年金制度について

も、適正な運営を図ります。 

◆ 医療福祉費支給制度（マル福）により、小児・妊

産婦・ひとり親家庭・重度心身障がい者などの医療

福祉受給対象者の方が、必要とする医療を安心して

受けられるよう、医療費負担の軽減を図ります。 

② 医療費の適正化 ◆ 増大する医療給付費やサービス利用費を抑制す

るため、人間ドックや健康診査など、疾病の早期発

見、重症化予防などへの取組を支援します。 

◆ 医療給付費やサービス利用費の適正化に努めます。 

③ 生活の安定化と向上 ◆ 複雑で多様化する生活困窮者への自立相談や就

労相談などの体制を強化し、生活の安定化と向上を

図ります。 

 

 

 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 誰もが平等で安定した生活が営まれています。 

 



第２章 前期基本計画 

 

54 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

国民健康保険などの生活保障

への満足度 

20.5％ 

[2016 年] 

24.7％ 

[2018 年] 
－ 

27.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗4.2 － ↗2.3  

後発医薬品（ジェネリック医

薬品）利用率（後期高齢者） 
－ － 

79.4％ 

[2021 年] 

80.0％超 
[2026 年] 

厚生労働省調査  － － －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データに基づく保健事業を推進 

「データヘルス計画」 

 近年、特定健康診査の健診結果や診療報酬明細書（レセプト）などの電子化の整備が進展していま

す。国民健康保険においては、「国保データベースシステム」を構築して各種データを収集・管理し、

データベースから導き出される健康や医療に関する情報の分析結果を活用して、国民健康保険被保険者

の健康課題の抽出や保健事業の評価などを行うための基盤整備が進んでいます。 

 こうした中、国が定める「日本再興戦略」において、「すべての健康保険組合に対し、レセプトなど

のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作

成・公表、事業実施、評価などの取組を求めるとともに、市区町村国保が同様の取組を行うことを推進

する。」と示されました。 

 このことを受け、本市においても保健事業の実施計画となる「データヘルス計画」を策定し、各種デ

ータを活用した、効果的かつ効率的な保健事業の実施及び評価などを行っています。 

「Creation」一口コラム 

 

薬局で「ジェネリックに変えますか？」と聞かれたことありませんか？ 

「後発医薬品（ジェネリック医薬品）」 

 「後発医薬品（ジェネリック医薬品）」とは、先に開発された先発医薬品（新薬）の特許が切れた後

に、他のメーカーが先発医薬品と同様の効果などが発揮される薬として製造したものです。 

 後発医薬品（ジェネリック医薬品）を製造するにあたっては、味や大きさなどを改善したり、水無し

で服用できるようにしたり、服用する方が使用しやすいよう工夫された製品もありますが、先発医薬品

と同一の有効成分を含み、品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣に認められたも

のになります。 

 ジェネリック医薬品は、先発医薬品の開発成果を利用できることから、研究開発費が少なくて済むの

で、価格（薬価）が低く設定されています。そのため、薬局などの窓口で皆さんが負担するお薬代が少

なくなります。 

 厚生労働省では、2023 年度末までに、すべての都道府県で後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用

シェアを 80 パーセントにすることと目標を定めており、本市を含め、茨城県全体で普及啓発を進めて

います。 

「Creation」一口コラム 
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(1) 誰もが楽しめる 
   生涯スポーツ社会の実現 

 

□1  現状と課題 

◆ 健康意識の向上などに伴い、市民のスポーツ・運動に対するニーズは多様

化しています。市民ニーズに沿った生涯スポーツの推進を図る必要がありま

す。 

◆ スポーツ・運動に関心のない市民も一定程度存在します。そのため、身近

で手軽にできるスポーツ・運動を通じ、市民に対する健康づくりの意識を浸

透させる必要があります。 

◆ 少子高齢化の進行により、スポーツ少年団などの組織や団体数が減少し、

スポーツ団体の役員や競技団体指導者の高齢化が進んでいます。競技スポー

ツ人口を増やすためには、組織の活性化や指導者の育成・充実が必要となっ

ています。 

◆ 総合運動公園を中心に、市民のスポーツ・運動を行うための環境は、一定

の整備がなされています。健康で活力のある市民生活や地域社会の活性化の

ため、誰もが利用しやすい施設となるよう、それぞれの施設の機能の向上に

努めていく必要があります。 

◆ 健康意識の向上に伴い、スポーツジムなど、スポーツに関連する民間施設

の増加もみられることから、需要と供給のバランスを考慮する必要がありま

す。 

◆ にぎわいづくりや地域活性化の資源として、本市の持つスポーツ環境や人

的資源を活かした施策展開が期待されています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① スポーツ・運動を通

じた生きがいづくり 

◆ 子どもから大人まで、また、障がいの有無などに

関わらず、誰もが気軽に参加し、楽しむことのでき

るスポーツ・運動の機会を充実します。 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 誰もが気軽にスポーツ・運動に親しめる環境が整っています。 

・ スポーツ・運動を通じて心身ともに健全で充実した暮らしができていま

す。 
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◆ 市民のスポーツに対するニーズに対応するため、

各スポーツ団体などとの連携を強化します。 

② 競技スポーツの推進 ◆ 各種スポーツ団体が行う、競技の普及や技術向上

を図るための事業、指導者の指導力向上を図るため

の取組を支援します。 

◆ 大学スポーツで輝かしい実績を誇る流通経済大

学運動部との連携を強化し、アスリートの競技力向

上を図る取組を促進します。 

③ スポーツによるにぎ

わいづくり 

◆ 本市とゆかりのあるオリンピアンや各競技のト

ップアスリートとの連携を強化し、競技スポーツの

魅力や楽しさを発信し、スポーツ人口の増加に向け

た取組を推進します。 

◆ スポーツを基軸とした産学官連携＊1 の取組によ

り、プロスポーツの公式戦やスポーツイベントを開

催し、交流人口の増加を図るとともに、市民のスポ

ーツに対する意識の向上とにぎわいの創出を図り

ます。 

④ スポーツ環境の充実 ◆ 誰もが利用しやすいスポーツ施設の充実に努め

ます。また、本市のスポーツ施設の周知ＰＲを強化

し、利用促進を図ります。 

◆ 地域住民の身近にある施設において、スポーツ・

運動での利用を促進し、市民がスポーツ・運動に触

れる環境を整えます。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

体を動かし、スポーツ等に親

しむ機会・施設への満足度 

49.9％ 

[2016 年] 

51.4％ 

[2018 年] 

47.7％ 

[2021 年] 

52.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗1.5 ↘3.7 ↗4.3  

たつのこアリーナ（メインア

リーナ）の稼働率 
－ 

86.0％ 

[2018 年] 

65.0％ 

[2021 年] 

86.0％ 
[2026 年] 

市独自調査  － ↘21.0 ↗21.0  

たつのこフィールドの稼働率 
－ 

63.0％ 

[2018 年] 

62.0％ 

[2021 年] 

63.0％ 
[2026 年] 

市独自調査  － ↘1.0 ↗1.0  

たつのこスタジアムの稼働率 
－ 

40.0％ 

[2018 年] 

35.0％ 

[2021 年] 
40.0％ 
[2026 年] 

市独自調査  － ↘5.0 ↗5.0  

 

 

＊1産学官連携：「産」＝産業界、「学」＝教育・研究機関、「官」＝行政機関の三者が連携し、大学などの研究機関
が持つ研究成果や技術、ノウハウを民間企業が活用し、実用化や産業化へと結びつける仕組みのこと。 
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(2) 暮らしを豊かにする生涯学習・文化芸術活動の推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 個人の価値観の変化に伴い、市民の多様な学習ニーズに応えるため、それ

ぞれのライフステージに合わせた学びの場や学びを提供する人材の確保が

求められています。 

◆ 市民が主体的に学びの機会を確保するため、図書館などの学びを提供する

施設の利便性の向上や各種講座、教室などの充実など、ハード・ソフト両面

からの支援が必要となっています。 

◆ 市民の心豊かで潤いのある生活や活力ある地域づくりを推進するため、誰

もが文化芸術に気軽に触れる機会を増やしていく必要があります。特に、地

域において文化芸術に触れる機会やその成果を発表する場を増やすことで、

文化芸術を根付かせていくことが重要となっています。 

◆ 市民のまちへの愛着を高め、シビックプライド＊1の醸成を図るため、歴史

と伝統のあるまちに残る貴重な文化財などを保護し、適切な保存と周知 PR

を行いながら、市民自らの学びの機会を確保する必要があります。 

◆ 市民と一体となって、文化財などをまちのにぎわいづくりに有効に活用す

る取組を検討する必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 市民の学びの機会の

充実 

◆ 市民の学びの機会や場の確保、学びを提供する人

材の育成など、誰もが自ら興味関心を持つ学びを得

られるよう取組を推進します。 

◆ 市民の自主的な学びの場の確保への支援を行い

ます。 

② 暮らしを豊かにする

文化芸術活動の促進 

◆ 文化芸術に触れる機会や場の確保など、市民の文

化芸術活動を支援します。 

◆ 文化芸術活動に取り組む市民の発掘と多様な発

表の場の提供などに対する支援を充実します。 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ それぞれのニーズにあった学習の機会が提供されています。 

・ 文化や芸術、歴史に触れる機会が増えており、愛着や誇りが育まれてい

ます。 

 

 

＊1シビックプライド：まちに対する、市民の誇り・愛着のこと。 
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③ 歴史的文化的遺産の

保存と地域資源として

の活用促進 

◆ 文化財などを保護し、将来にわたって残すことが

できるよう適切な保存に努めます。 

◆ 市民に対する周知 PR などを通じ、歴史のあるま

ちとしての認識を高め、市民のまちへの愛着やシビ

ックプライドを高めます。 

◆ 文化財などを有効に活用したイベントの開催、関

係団体の活動支援など、地域資源としての活用を推

進します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

芸術や文化に触れ親しむ機

会・施設への満足度 

30.6％ 

[2016 年] 

31.5％ 

[2018 年] 

26.9％ 

[2021 年] 

32.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗0.9 ↘4.6 ↗5.1  

生きがいづくりや趣味を楽し

む機会・場所への満足度 

29.7％ 

[2016 年] 

31.2％ 

[2018 年] 

26.7％ 

[2021 年] 

32.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗1.5 ↘4.5 ↗5.3  

文化財や市民遺産を活用した

イベントの件数 
－ 

3 件 

[2018 年] 

3 件 

[2021 年] 

毎年 
3 件以上 

市独自調査  － － －  

文化芸術フェスティバルの延

べ来場者数 － 
21,993 人 

[2018 年] 

12,096 人 

[2021 年] 

21,993 人
以上 

[2026 年] 

 市独自調査  － ↘9,897 －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龍ケ崎に残る歴史ロマンを感じるスポット！ 

「龍ケ崎市民遺産」 

 本市には、歴史と伝統を感じることができるスポットが多くあり 

ます。これらの歴史的に価値のあるものを皆さんに幅広く知っても 

らい、後世に伝えていくため、本市では「市民遺産」制度を 2015 

年 4 月に創設し、現在までに 15 件の認定を行っています。 

 上段の写真は、2020 年に第 13 号として認定された「旧竹内農場 

赤レンガ西洋館」。明治から大正にかけて活躍した実業家・竹内明 

太郎の開発した農場があり、その敷地内に別荘として建てられました。 

東京駅丸の内駅舎などと同じ製法で作られたレンガが使用されています。 

 下段の写真は、2019 年に第 12 号として認定された「女化神社親子狐 

の石像」。女化神社に古くから伝わる「狐の女房」の伝説をモチーフに 

1869 年に同神社に寄進されたものです。いわゆる「お稲荷さん」には、 

狛犬の代わりに狐の像が置かれることがありますが、狐の子どもを連れ 

た像というのは大変めずらしいものです。台座の刻印から寄進者は東京深川の商人であることが分かっ

ており、遠方にも同神社や伝説が知られ、信仰されていたと考えられます。 

「Creation」一口コラム 
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(3) 多様性を認め尊重し合う、共生社会の実現 

 

□1  現状と課題 

◆ 現在でも社会の中には、固定的な性別による分担意識が根強く残っていま

す。 

◆ 性差にかかわらず、平等な社会を構築するため、市民一人ひとりの意識が

変わるよう、幅広い啓発や教育に取り組んでいく必要があります。 

◆ 国際関係が協調の時代へと移行する中で、本市における外国籍の市民は

年々増加の傾向にあります。 

◆ 外国籍の市民にとっても暮らしやすいまちづくりを進めるため、生活実態

や課題などを把握し、必要な施策に取り組む必要があります。 

◆ 誰もが持つ自分の個性を互いに認め合い、人権が尊重され、かけがえのな

い人生を幸せに過ごすことができるよう、ダイバーシティの考え方に基づく

共生社会の実現が求められています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 男女共同参画社会・

女性活躍社会の実現 

◆ 男女共同参画に対する意識の深化に努め、性別に

かかわりなく個性や能力を発揮できる誰もがいき

いきと輝くまちづくりを推進します。 

◆ 男女ともに働き方のバランスの取れたゆとりの

ある生活を実現するため、民間企業などとも連携

し、仕事と家庭、地域生活の両立が可能な働き方の

できる環境づくりを進めます。 

② 多文化共生社会の構

築 

◆ 国籍や民族などの違いを越え、お互いの文化や習

慣などを理解し、尊重し合う多文化共生社会の構築

を目指した取組を推進します。 

◆ 地域社会の中で外国籍の市民が安心して暮らせ

るための環境整備や交流機会の充実に努めます。 

③ 人権を尊重して多様

性を認め合う社会の構

築 

◆ 全ての市民の人権が尊重される明るく住みよい

まちづくりの実現のため、人権教育や啓発などの取

組を市民とともに進めます。 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 国籍や性別、文化や価値観などの違いを対等な立場でお互いに理解し合

い、誰もが自分らしく幸せに暮らすことができています。 
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◆ ダイバーシティの考え方に基づき、差別や偏見を

なくし、一人ひとりの個性が尊重され、誰もが幸せ

に暮らすことができる社会の構築を目指します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

男女の平等意識、性の差を感

じずに活躍できる環境への満

足度 

21.9％ 

[2016 年] 

23.8％ 

[2018 年] 

22.7％ 

[2021 年] 

24.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗1.9 ↘1.1 ↗1.3  

諸外国や異文化との交流の機

会への満足度 

7.9％ 

[2016 年] 

11.4％ 

[2018 年] 

12.6％ 

[2021 年] 

19.0％ 

[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗3.5 ↗1.2 ↗6.4  
普段から自分の気持ちを分か

ろうとしてくれる友人がいる

児童生徒の割合 

78.2％ 

[2016 年] 

78.9％ 

[2018 年] 

81.5％ 

[2021 年] 

80.0％以
上を維持 
[2026 年] 

市独自調査  ↗0.7 ↗2.6 －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内や近隣にお住いの外国籍の方が日本語を学ぶ機会 

龍ケ崎市国際交流協会による「日本語教室」 

 本市で活動する団体である「龍ケ崎市国際交流協会」は、市民主体による教育・文化・スポーツなど

の幅広い分野における日本人と外国籍の方との交流を図り、異文化への理解を深める活動をしていま

す。その中で、市内や近隣にお住いの外国籍の方が、日常生活や就業の現場でスムーズに 

活動やコミュニケーションが図れるよう、定期的に「日本語教室」を開催しています。 

「Creation」一口コラム 

 

性的少数者を表す総称の一つ 

「ＬＧＢＴＱ」 

 ダイバーシティの考え方の下、様々な個性や立場などをお互いに理解しあう「共生社会」の実現に向

けての取組が進められています。その中でも、最近では耳にすることも多くなった「LGBTQ」。 

 LGBTQ は、「Lesbian（レズビアン・女性同性愛者）」・「Gay（ゲイ・男性同性愛者）」・「Bisexual（バイ

セクシャル・両性愛者）」・「Transgender（トランスジェンダー・性自認が出生時に割り当てられた性別

とは異なる人）」・「Questioning（クエスチョニング・自らの性のあり方について分からない、決められ

ない人）」の頭文字をとった言葉で、「性的少数者」を表す総称のひとつです。 

「Creation」一口コラム 

 

人権に関する問題解決のお手伝い 

「人権擁護委員」 

 「人権擁護委員」は、市民の皆さんから人権相談を受け問題解決のお手伝い、法務局の職員と協力し

人権侵害からの救済、人権について関心を持ってもらえるような啓発活動などを行っています。 

 法務大臣から委嘱を受け、全国の自治体に配置されています。本市でも、人権擁護委員の方が定期的

に無料の「人権相談」を実施しています。 

「Creation」一口コラム 
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      (1) 防災・減災対策の推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 近年、日本各地で相次ぐ大規模な自然災害の発生により、防災に対する市

民の関心が高まっています。 

◆ 行政と地域が一体となって、「自助・共助・公助＊１」の視点の下、防災へ

の対応や機能の強化など、市民とともに災害に強いまちづくりを進めていく

必要があります。 

◆ 防災に対する市民の意識をさらに高めていくため、情報提供や啓発活動と

併せ、防災訓練などを通じて非常時に迅速かつ適切な対応ができるよう、備

えなくてはなりません。 

◆ 災害時における復旧を円滑に推進するため、他自治体や民間事業者などと

の連携強化に引き続き取り組んでいく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 防災力・減災力の強

化 

◆ 市民への防災に対する情報提供に努め、非常時に

迅速かつ適切な対応ができるように平時からの意

識向上を図ります。 

◆ 災害時における他自治体や民間事業者などとの

連携を強化し、災害復旧の円滑化に向けた取組を推

進します。 

◆ 災害時に必要な備品や感染症への対応など、不測

の事態に対応できるよう、備蓄品の充実を図りま

す。 

◆ 大規模地震による被害を最小限に抑えるため、引

き続き住宅などの耐震化を進めます。 

② 地域の防災活動の充

実 

◆ 地区防災計画や災害時避難行動要支援者＊2 の個

別避難計画の作成を支援し、地域における防災力の

向上を図ります。 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 一人ひとりの防災意識が高まっており、有事の際の備えができています。 

・ 災害時に社会インフラなどが維持される「強さ」と迅速な復旧・復興が

できる「しなやかさ」を持った、災害に強いまちになっています。 

＊1自助・共助・公助：「自助」は自分の責任で自分自身が行うこと。「共助」は自らが解決困難な場合、周囲や地

域が協力して行うこと。「公助」は自らや周囲でも解決困難な場合、公共（公的機関）が行うこと。 
＊2災害時避難行動要支援者：高齢者や障がい者などのうち、災害が発生した場合などに自ら避難することがで

きないため、特に支援を要する者のこと。 
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◆ 地域住民の防災に対する意識の向上と災害時に

迅速かつ適切な対応がとれるよう、自主防災組織や

防災士＊1などと連携した防災訓練などを通じ、平時

からの災害への備えを強化します。 

③ 国土強靭化の推進 ◆ 災害時の市民生活への被害を最小限度に抑え、迅

速な復旧を図るため、河川、下水道、道路などの都

市インフラの強靭化を推進します。 

◆ 急傾斜地や低地など、地震や水害などの災害時に

被害の発生する可能性の高い場所については、被害

を最小限度に抑えるため、点検体制などの強化を図

ります。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

台風や地震など自然災害への

対策への満足度 

34.2％ 

[2016 年] 

41.0％ 

[2018 年] 

38.8％ 

[2021 年] 

41.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗6.8 ↘2.2 ↗2.2  

災害時応援協定等の締結件数

（民間企業・団体など） 
－ － 

47 件 

[2021 年] 

57 件 
 [2026 年] 

市独自調査  － － ↗10.0  

住宅の耐震化率 

－ 
95.9％ 

[2018 年] 
－ 

95.9％ 
以上 

[2026 年] 

市独自調査  － － －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常時から大規模自然災害に備える道しるべ 

「国土強靭化計画」 

 国では、東日本大震災の教訓を踏まえ、通常時から大規模自然災害などの危機を想定して備えること

が重要であるとの認識の下、2013 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靭化基本法」を定め、翌年 6 月に国土強靭化に関係する国の計画の指針となる「国土

強靭化基本計画」を策定しました。また、これを受け、茨城県においても 2017年 2 月に「茨城県国土

強靭化計画」が策定されています。 

 特に、「国土強靭化計画」では、災害が起こる前の通常時の備えの強化に 

まちづくりの視点を加味して策定されているのが特徴で、ソフト面・ハー 

ド面双方の視点から定める、包括的な計画になっています。 

 本市でも、東日本大震災以降も台風や局地的大雨などによる被害が発生 

しており、防災・減災対策の推進を継続的に進めてきています。 

 本市においても、大規模自然災害などから市民の生命と財産を守り、地 

域への致命的な被害を回避し、速やかな復旧復興に関する施策を計画的に 

推進するために「龍ケ崎市国土強靭化計画」を 2020年 11月に策定してい 

ます。 

「Creation」一口コラム 

 

＊1防災士：自助、共助と協働を原則として、社会の様々な場面で防災力を高めることが期待され、そのための十
分な意識と一定の知識・技能を修得したことを、特定非営利活動法人日本防災士機構に認証登録された者のこと。 
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(2) 消防・救命体制の充実 

 

□1  現状と課題 

◆ 常備消防（消防本部や消防署）以外の本市の消防体制を補完する消防団に

より、地域での消防活動、火災予防活動などを通じて市民の安全・安心な生

活の確保に努めていますが、近年、高齢化や働き方の変化などにより、消防

団員の数が減少しています。 

◆ 地域との交流機会の創出や連携を強化しながら、消防団の担う役割を地域

全体で認識することで、消防団員の確保を図る必要があります。 

◆ 高齢化の進行に伴い、救急需要が今後も増大することが予想されています。 

◆ 救急車が到着するまでの間の初動の救命活動を、市民が自ら行えるための

活動の普及促進などが必要となっています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 消防団を中核とした

地域防災力の向上 

◆ 社会経済情勢の変化に伴う消防団員減少への対

策を強化します。 

◆ 地域と消防団との交流機会を創出することで、消

防団への理解促進に努め、地域との連携体制を強化

します。 

◆ 地域における消防活動を円滑にするため、消防自

動車や消防設備などの適正な維持管理を図ります。 

② 安心の救命体制の充

実 

◆ 救急車が到着するまでの間の初動救命活動につい

て、市民への定着を図るための意識啓発に努めます。 

◆ 地域や学校、市内の企業や団体などにおける初動

救命活動の普及促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 市民レベルでの消火活動や救命活動が迅速で的確に行われています。 
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□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

火災への安全対策や万が一の場

合の救急救助体制への満足度 

31.0％ 

[2016 年] 

35.6％ 

[2018 年] 
－ 

39.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗4.6 － ↗3.4  
消防団員の団員数及び定数

（団員数／定数）（4 月 1 日

現在） 

518 人／

550 人 

[2016 年] 

516 人／

550 人 

[2018 年] 

460 人／

500 人 

[2022 年] 

モニタ 
リング 
[2026 年] 

市独自調査  － － －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急車が到着するまでの 5 分間、初動救命が生死を分ける 

「普通救命講習会」 

 脳疾患や心疾患などで倒れた人は、救急車が到着するまでの 5 分間で生死を分けるといわれていま

す。その場に居合わせた人(バイスタンダー)が救急車到着までの間、救命処置を行うことで大切な命を

救える可能性が大きく高まります。 

 稲敷地域の消防と救命を担う「稲敷広域消防本部」では、一般の方々を対象に「救命に必要な講習」

を行い、救命率の向上を目指しています。1 日 3 時間程度の講習を受けて救命処置をマスターできま

す。 

 稲敷地域（本市・牛久市・稲敷市・阿見町・利根町・河内町・美浦村）に在住・在勤・在学者の方

は、受講の申し込みができます。 

「Creation」一口コラム 

 

いざ、というときのための AED の設置を進めています 

「公共施設・コンビニエンスストアへのＡＥＤ設置」 

 「AED」は、「Automated External Defibrillator（オートメイティッド・ 

エクスターナル・ディフィブリレイター）」の頭文字をとったもので、日本語 

では、「自動体外式除細動器」といいます。体外（裸の胸の上）に電極の付い 

たパッドを貼り、自動的に心臓の状態を判断します。 

 もし、心室細動という不整脈（心臓が細かくブルブルふるえ、血液を全身に 

送ることができない状態）を起こしていれば、強い電流を一瞬流して心臓にシ 

ョックを与え、心臓の状態を正常に戻す機能があります。 

 本市では、突然、目の前で人が倒れた場合に、その場に居合わせた方（バイスタンダー）が、救命活

動を行えるよう、普通救命講習会の普及とともに、AED（自動体外式除細動器）の設置にいち早く取り

組んでいます。公共施設だけでなく、事業者のご協力をいただいて、24 時間営業の市内のコンビニエン

スストアにも設置し、さらなる救命率の向上をめざしています。 

 AED（自動体外式除細動器）は、電源を入れると、自動で音声 

が使い方を順に指示してくれるので安心して使用できます。 

 また、本市の公式 Youtube チャンネルでは、職員有志と市公式 

マスコットキャラクターまいりゅうが「AEDの使い方」を紹介する 

動画を作成・配信していますので、ご覧になってみてください。 

「Creation」一口コラム 
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(3) 暮らしの安全・安心の確保 

 

□1  現状と課題 

◆ 各小学校単位での登下校時の見守り活動や防犯パトロールなど、地域ぐる

みでの防犯活動が活発に行われており、近年は本市における刑法犯の件数も

減少傾向にあります。 

◆ 少子高齢化やコミュニティ意識の希薄化などに伴い、地域の犯罪防止機能

の低下が懸念されています。 

◆ 安全な交通環境の整備に向け、警察署などとの連携により、カーブミラー

などの交通安全施設の設置や危険箇所の把握などを定期的に行っています。 

◆ 歩行者の安全や自転車・自動車の安全走行を確保するため、関係機関と連

携しながら、交通安全施設の整備や交通安全への周知啓発を継続的に進める

必要があります。 

◆ 消費生活相談員を配置し、消費者被害の救済に努めていますが、相談内容

が複雑かつ多様化しています。また、18 歳成人に伴い、若者への消費者教

育の必要性も高まっています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 地域の防犯体制の充

実 

◆ 防犯灯や防犯カメラなどの設置を推進し、犯罪抑

止の効果を高めます。 

◆ 地域における登下校時の見守り活動や防犯パト

ロールの支援などに継続的に取り組み、地域の防犯

意識の向上、犯罪の未然防止を図ります。 

◆ 地域性や犯罪の特性・傾向を的確に捉え、関係機

関と連携し、効果的な犯罪防止対策を推進します。 

② 交通安全環境の向上 ◆ カーブミラーなどの交通安全施設について、適切

に整備を行い、交通安全環境の向上を図ります。 

◆ 交通安全への意識向上や制度の浸透を図るため

の取組を継続的に実施します。 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 犯罪が未然に防がれ、誰もが平穏で安全・安心な生活を営むことができ

ています。 

・ 一人ひとりが交通ルールとマナーを遵守し、市内の交通事故が減少して

います。 
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③ 消費者教育の充実 ◆ 消費者被害やトラブル、また、特殊詐欺＊1などの

未然防止に向けた市民の意識向上と相談体制の充

実に努めます。 

◆ １８歳成人に伴い、若者への消費者教育の強化を

図ります。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

犯罪や非行防止などの治安対

策への満足度 

27.8％ 

[2016 年] 

30.1％ 

[2018 年] 

32.7％ 

[2021 年] 

39.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗2.3 ↗2.6 ↗6.3  

交通安全対策への満足度 37.2％ 

[2016 年] 

37.2％ 

[2018 年] 

39.1％ 

[2021 年] 

43.0％ 
 [2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － ↗1.9 ↗3.9  

消費者問題の相談体制への満

足度 
－ 

14.9％ 

[2018 年] 

12.7％ 

[2021 年] 

15.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － ↘2.2 ↗2.3  

人口 1,000 人当たりの交通事

故発生件数 
3.7 件 

[2016 年] 

2.7 件 

[2018 年] 

1.7 件 

[2021 年] 

1.7 件 
以内 

 [2026 年] 

市町村別交通事故発生状況（茨城県警察）  ↗1.0 ↗1.0 －  

人口 1,000 人当たりの刑法犯

の認知件数 
10.4 件 

[2016 年] 

6.5 件 

[2018 年] 

4.9 件 

[2021 年] 

4.9 件 

以内 
 [2026 年] 

市町村別認知件数・犯罪率（茨城県警察）  ↗3.9 ↗1.6 －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1特殊詐欺：被害者に電話をかけるなどして、対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みなど
により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪のこと。 

大切なのは、「一人で悩まず、すぐに相談する」こと！ 

「消費生活センター」 

 「消費生活センター」では、商品やサービスを購入した際に、「商 

品に不備がある」「販売時に案内された内容と違う」「詐欺にあった」 

など、不満を持ったり、被害にあったりした消費者からの相談を専 

門の相談員が受け付け、解決のための助言やあっせん、情報提供な 

どを行う機関で、本市が運営しています。 

 消費生活センターでは、相談員が相談者に代わって問題を解決す 

るわけではありませんが、相談者と一緒に考えながら、解決方法を 

探っていきます。 

 大切なのは、「一人で悩まず、すぐに相談する」ことです。 

 なお、相談は無料です。安心して当消費生活センターにお電話（0297-64-1120）ください。また、来

所による面談にも対応しています。 

「Creation」一口コラム 
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 (1) 魅力ある都市拠点の形成 

 

 

 

□1  現状と課題 

◆ 人口減少社会を迎え、社会経済情勢が変化する中で、効果的・効率的な都

市環境の創造が必要となっています。 

◆ 本市のまちの特徴を捉え、４つの住宅系市街地への商業やサービスなどの

必要な生活機能の集約、ＪＲ龍ケ崎市駅周辺など、都市拠点となる地域にお

ける魅力付けと都市機能の強化などが求められています。 

◆ 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の４車線化や接続する広域アクセス道

路の整備が進むことでのアクセス性向上を踏まえ、新たな産業用地の創出を

検討していく必要があります。 

◆ 豊かな自然と水辺環境を残した牛久沼や大規模公園を交流の拠点として

利活用することについて、近隣自治体や民間事業者などと連携しながら、に

ぎわいづくりに資する事業展開を検討していく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 生活を支える地域生

活拠点と魅力を生み出

す都市拠点の形成 

◆ ４つの住宅系市街地の中心地区を地域生活拠点

と位置づけ、商業・サービス機能などの維持・集積

を図り、日常生活に必要な機能が身近に確保された

まちづくりを推進します。 

◆ ＪＲ常磐線龍ケ崎市駅周辺においては、交通結節

点としての機能強化を図るとともに、商業・サービ

ス施設などの集積を促すことにより、本市の玄関口

にふさわしい便利で魅力ある都市拠点の形成を目

指します。 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ ４つの住宅系市街地それぞれに、商業・サービス機能など、日常生活に

必要な機能が身近に確保されています。 

・ 民間や他自治体などと連携した牛久沼の活用に向けた動きが生まれてい

ます。 
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◆ 関東鉄道竜ヶ崎駅周辺においては、既存の商店街

や歴史的資源などを活かしながら、住む人にとって

暮らしやすく、訪れる人にとって魅力を感じること

ができる都市拠点の形成を目指します。 

② 活力と雇用を生み出

す産業拠点の形成 

◆ 本市の産業拠点であるつくばの里工業団地の操

業環境の維持と利便性の向上を図ります。 

◆ 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の 4 車線化や

接続する主要地方道美浦栄線バイパスの整備を契

機とした、新たな産業用地の創出を検討します。 

③ にぎわいのある交流

拠点の整備 

◆ 牛久沼及びその周辺や大規模公園を交流拠点と

位置づけ、近隣自治体や民間企業などの関係機関と

の連携を深め、交流人口の増加やにぎわいの創出に

資する土地利用を推進します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

駅や大規模商業施設などを中

心にしたまちづくりへの満足

度 
－ － 

20.5％ 

[2021 年] 

28.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗7.5  

工業用地の確保や企業誘致な

ど工業の振興への満足度 

6.8％ 

[2016 年] 

12.4％ 

[2018 年] 

16.1％ 

[2021 年] 

20.0％ 
 [2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗5.6 ↗3.7 ↗3.9  

市外在住者の本市への来訪意

向 
－ 

14.6 

[2018 年] 

14.8 

[2020 年] 

25.0 
[2026 年] 

認知度・イメージ調査  － ↗0.2 ↗10.2  
市の物足りないところ、嫌い

なところとして「活気とにぎ

わいがない」と回答した割合 

34.2％ 

[2016 年] 

31.7％ 

[2018 年] 

26.8％ 

[2021 年] 

19.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗2.5 ↗4.9 ↗7.8  
市の物足りないところ、嫌い

なところとして「都市として

の個性や特徴がない」と回答

した割合 

29.1％ 

[2016 年] 

28.4％ 

[2018 年] 

25.6％ 

[2021 年] 

22.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗0.7 ↗2.8 ↗3.6  

 

 

 

 

 

 

 

本市の雇用の創出にも寄与する、ものづくりの拠点 

「つくばの里工業団地」 

 「つくばの里工業団地」は、本市におけるものづくりの拠点の一つとして 1985 年から分譲を開始。

市北東部に現在、約 95 ヘクタール、東京ドーム約 20 個分の面積の工業団地が広がっており、本市の雇

用の創出にも中心的な役割を果たしています。 

 今後、つくばの里工業団地の東側に主要地方道美浦栄線バイパスが開通する予定となっており、首都

圏中央連絡自動車道（圏央道）や若草大橋を経由して千葉県方面へのアクセスが格段に向上することか

ら、さらに工業団地の利便性の向上が期待されています。 

「Creation」一口コラム 
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 (2) 快適でシームレスな 
               移動環境の構築 

 

□1  現状と課題 

◆ 人口減少や高齢化の進行などにより、ＪＲ常磐線や民間路線バスをはじめ、

公共交通の利用者は減少傾向にあります。また、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大を契機とした働き方の変容が利用者減に拍車をかけています。 

◆ 公共交通は、通勤・通学者や車の運転をすることが困難な高齢者などにと

って、日々の生活に必要不可欠なインフラであり、市民の移動需要に応じた

利便性の向上が求められています。 

◆ 市民の環境問題や健康づくりへの意識が高まる中で、騒音や環境負荷の少

ない手軽な交通手段として、自転車利用についての関心が高まっています。 

◆ 公共交通をはじめ、地域における多様な輸送資源を把握し、今後の交通需

要などを踏まえた上で、よりよい交通体系を構築する必要があります。 

◆ 多様化する移動ニーズへの対応、効果的・効率的な公共交通の運用などを

実現するため、新たな技術や交通手段の導入を検討していく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 基幹公共交通の利便

性向上と活性化 

◆ JR 常磐線の利便性向上や JR 龍ケ崎市駅の安全性

を高めるための働きかけを行います。 

◆ 関東鉄道竜ヶ崎線の活性化に取り組みます。 

◆ 民間バス路線の維持を図るとともに、通勤・通学

者をはじめとする市民ニーズを踏まえた利便性向

上に向けて、交通事業者と連携の強化を図るととも

に、必要な支援に努めます。 

② コミュニティバスと

乗合タクシーの運行 

◆ 市民の移動ニーズの変化や費用対効果などを見

極めながら、コミュニティバス運行計画の最適化を

図ります。 

◆ バス路線から離れた地域の方や高齢者などの移動

手段として、乗合タクシーの利便性向上を図ります。 

③ 新たな公共交通ネッ

トワークの構築 

◆ 今後の交通需要や市民の多様な移動ニーズを踏

まえ、効果的・効率的な公共交通ネットワークのあ

り方を検討します。 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 誰もが利用しやすく、便利な移動が可能になっています。 
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◆ ＭａａＳやＡＩオンデマンド交通など、交通分野

における新たな技術や交通手段の導入を検討し、よ

り快適で利便性の高い公共交通ネットワークの構

築を目指します。 

④ 公共交通利用の促進 ◆ 過度な自動車利用からの転換を図るため、公共交

通の利用促進に向けた取組を強化します。 

◆ 高齢者の運転免許自主返納の促進と代替移動手

段の確保に向けた支援を行います。 

⑤ 自転車利用の促進と

放置自転車対策 

◆ 自転車の利用促進に向け、歩行者や自転車利用者

の安全性に十分配慮した環境の整備を進めます。 

◆ 自転車の移動手段としての需要などを見極め、民

間施設の動向も踏まえながら、適正な駐輪場の配置

を行います。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

市内の公共交通機関での移動

の利便性への満足度 
－ － 

28.0％ 

[2021 年] 

34.0％ 
 [2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗6.0  
都心など市外への公共交通機

関での移動の利便性への満足

度 
－ － 

35.4％ 

[2021 年] 

41.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗5.6  

路上駐車や放置自転車への対

策への満足度 

35.7％ 

[2016 年] 

36.5％ 

[2016 年] 

33.8％ 

[2021 年] 

37.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗0.8 ↘2.7 ↗3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォンなどを使って公共交通をもっと便利で快適に！ 

「ＭａａＳ（マース）・ＡＩオンデマンド交通」 

 「MaaS（マース：Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス））」とは、地域住民や

旅行者一人ひとりの移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合

わせて、検索・予約・決済などを一括で行うサービスです。観光や医療など、交通以外のサービスなど

との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する手段として期待されています。 

 本市では、「龍ケ崎 MaaS 推進協議会」が、2021 年の 11月に「龍ケ崎 MaaS 実証実験」として、関東鉄

道竜ヶ崎線やコミュニティバスに自由に乗車できる電子チケットの販売や、次世代電動モビリティ（電

動三輪バイク）のレンタルの実施などの取組を行いました。 

 また、「AI オンデマンド交通」は、バスやタクシーなどの公共交通機関を、人工知能（AI）を活用

し、効率的に配車することにより、利用者予約に対し、リアルタイムに最適配車を行う交通手段のこと

をいいます。 

「Creation」一口コラム 

 



第２章 前期基本計画 

 

71 

(3) 良好な住環境の維持・創出 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市は、都心への通勤通学圏内に位置することから、住宅地としての需要

が高く、既存の市街地以外にも、ニュータウンの整備などが進められてきま

したが、宅地開発が一段落したことに伴い、住宅の着工件数が鈍化してきて

います。 

◆ 近年は、人口の減少、少子・高齢化の進行により、空家などが増加してお

り、適切な管理や住宅ストックとしての利活用の促進など、対策の強化が求

められています。 

◆ 市営住宅は、一部で老朽化が進んでおり、入居率の減少が顕著になってい

ます。入居需要の把握に努め、適切な戸数の供給や適切な維持管理を図る必

要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 多様なニーズに対応

した住宅地の供給と魅

力ある住環境形成の促

進 

◆ 4 つの住宅系市街地の特性に応じて、地区計画や

各種協定などの適正な運用と活用を図り、良好な街

並みや魅力ある住環境の維持に努めます。 

◆ 住宅ストックの活用も含めて、不動産の流動化を

促し、若者・子育て世代の定住促進や首都圏からの

移住者増加などに対応できる環境整備に努めます。 

◆ 「立地適正化計画」に基づき、居住誘導区域への

人口誘導を促進します。 

② 空家等対策の推進 ◆ 管理が行き届いていない空家などに対し、関係機

関と連携しながら、指導体制を強化し、管理不全の

空家などの解消を図ります。 

◆ 相続問題や長期不在など、空家などになる諸要因

を早期に取り除くため、相談体制などの強化に取り

組み、空家などの発生抑制に努めます。 

◆ 専門性の高い関係団体との連携体制を強化しな

がら、空家バンク制度の活性化を図り、空家などの

利活用を促進します。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 多様なニーズに応じた、安全で快適に住み続けることができる住環境が

整っています。 
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③ 市営住宅の計画的な

予防保全と長寿命化 

◆ 建物の計画的な予防保全を行い、住宅に対するニ

ーズを見極めながら、長寿命化を図ります。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

街並みの美しさへの満足度 43.6％ 

[2016 年] 

38.0％ 

[2016 年] 

51.6％ 

[2021 年] 

54.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘5.6 ↗13.6 ↗2.4  

空家の撤去、活用などの空家

対策への満足度 
－ － 

6.9％ 

[2021 年] 

12.0％ 
 [2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗5.1  

適正管理を促した空家等のう

ち改善された空家の割合 － 
74.4％ 

[2018 年] 

72.4％ 

[2021 年] 

70.0％以
上を維持 
[2026 年] 

市独自調査  － ↘2.0 －  

空家バンク登録物件の活用件

数 
－ 

1 件 

[2018 年] 

6 件 

[2021 年] 

毎年 6 件 
以上 

市独自調査  － ↗5.0 －  

 

 

 

 

 

 

ｖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地や住宅の所有者と利用希望者をつなぎます！ 

「空家バンク制度」 

 「空家バンク制度」は、市内に空家・空地（空家等）を所有している方の「売りたい」「貸したい」

といった意向と、中古住宅・土地を探している人の「買いたい」「借りたい」といった意向をマッチン

グさせることで、空家等の利活用を促進し、空家等が管理不全になることを防止するための仕組みで

す。 

 加えて、空家バンク制度は、移住定住の促進にも寄与できる仕組みで、本市に移住・定住したいと考

えている方への中古住宅・宅地などを提供する側面もあり、こちらの視点からも積極的な活用が期待さ

れています。 

 これまで住む人がいなくなってしまった空家も、この制度を活用すれば、次に利用 

する人へのバトンが渡り、利用者の笑顔や幸せに繋がる可能性があります。 

 空家バンク制度を活用した場合、家財処分や改修工事の費用の助成制度もあります。 

「Creation」一口コラム 
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      (1) 環境負荷の少ない地域社会の形成 

 

□1  現状と課題 

◆ 利便性を追求する大量生産・大量消費型社会を背景に、人口減少の状況下

においても一人一日あたりのごみの排出量の削減は進んでいないのが現状

です。 

◆ 本市では、ごみ減量や再生可能な資源を有効に活用するため、資源物のリ

サイクルなどにも取り組んでいますが、市民や事業者、行政がそれぞれの立

場で地球にやさしい生活スタイルをさらに推進していくことが求められて

います。 

◆ 近年、地球規模での温暖化問題やプラスチックごみ問題などが顕在化して

おり、脱炭素社会や循環型社会の実現に向けて、創エネルギー＊1と省エネル

ギーのバランスをとり、排出する二酸化炭素を実質ゼロにする「カーボンニ

ュートラル」に取り組んでいく必要があります。 

◆ 脱炭素や持続可能な循環型社会の構築には、行政や事業者だけでなく、市

民一人ひとりが、常に生活と環境負荷のかかわりについて考え、主体的に取

り組むことが求められています。 

◆ 様々な分野において、環境にやさしい新たな技術や手法が確立されてきて

おり、このような技術などについても積極的に学び、取り入れていく必要が

あります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① カーボンニュートラ

ルの実現に向けた対策

の推進 

◆ 再生可能エネルギー＊2 の導入や省エネルギー化

など、「カーボンニュートラル」に資する取組を幅

広く展開し、脱炭素・循環型社会の実現を目指しま

す。 

◆ 市民や事業者に対し、環境にやさしい暮らしや事

業活動に向けた環境意識を向上する取組を進めます。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 一人ひとりが環境に配慮した循環型社会を創ることに関心を持ち、実現

に向け取り組んでいます。 

＊1創エネルギー：主として電気を自ら創る取組のこと。例として、太陽光発電システムや家庭用燃料電池などが
ある。 

＊2再生可能エネルギー：太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等、自然の力で補充されるエネルギー資源を基
に発電などが行われ、得られるエネルギーのこと。 
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◆ 公共施設での再生可能エネルギー利用、省エネル

ギー設備の導入を進めます。 

② 循環型社会構築に向

けたごみの発生抑制と

リサイクルの推進 

◆ 環境負荷の少ない循環型社会の構築に向けて、4

Ｒ＊1の啓発活動を推進し、市民、事業者などととも

に、ごみの発生抑制とリサイクルの推進に取り組み

ます。 

◆ ごみ処理施設については、ごみの減量化を推進す

るとともに施設の改修を計画的に行いながら、施設

の安定稼働と延命化を促進します。また、一層の広

域化も含めて今後のごみ処理のあり方を関係機関

と連携しながら検討します。 

③ 環境学習の推進 ◆ すべての市民や事業者などが、循環型社会の構築

に向けて、知識や手法について学ぶ環境を構築し、

意識の向上を図ります。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

再生可能エネルギーの活用な

ど環境負荷低減の取組への満

足度 
－ － 

35.0％ 

[2021 年] 

38.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗3.0  

ごみ収集サービスや資源リサ

イクルへの満足度 

76.3％ 

[2016 年] 

77.9％ 

[2018 年] 

75.1％ 

[2021 年] 

78.0％ 
 [2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗1.6 ↘2.8 ↗2.9  

市民一人が 1 日に出す家庭系

ごみの量 
－ 

658.7g 

[2018 年] 

661.0g 

[2021 年] 

550.0g 
 [2026 年] 

市独自調査  － ↘2.3 ↗111.0  

ごみの総資源化率 
－ 

13.5％ 

[2018 年] 

13.2％ 

[2021 年] 

22.0％ 
 [2026 年] 

市独自調査  － ↘0.3 ↗8.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界共通の目標「脱炭素社会」の実現に向けて 

「カーボンニュートラル」 

 国は、2050 年までに二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林

管理などによる「吸収量」を差し引き、合計を実質的にゼロにする「カーボンニュートラル」を目指す

ことを宣言しました。 

 私たちの普段の生活の中でも、着ている服の生産や廃棄、食品の生産や輸入、電気やガスなどのライ

フラインの使用といった多くの過程で、二酸化炭素（CO2）が発生しています。 

 持続可能なまちを創り、持続可能な世界へとつなげていくため、普段の生活から「CO2排出の少ない

交通手段を選ぶ」「4R(下記参照)に取り組む」「ファッションでもサステナブル（持続可能性）を意識す

る」といった取組の積み重ねが、日本全体をカーボンニュートラルに近づけることになります。 

「Creation」一口コラム 

 

＊1 4R：ごみの減量に関しての取組の一つ。「Refuse（断る）」「Reduce（減らす）」「Reuse（繰返し使う）」 「Recycle

（資源として再生利用する）」の頭文字をとった造語。 
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(2) 自然環境の保全と環境美化の推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市には、牛久沼をはじめとした水辺環境、美しい田園風景や台地上の緑

など、市民が誇る豊かな自然環境があります。市民アンケートの結果でも、

本市の魅力で最も高いものは「豊かな自然がある」こととなっています。 

◆ これらの自然環境を維持するためにも、自然との共生を推進し、特定外来

生物への対応や元来の生態系の維持が必要となります。 

◆ 地域での地道な市民レベルの環境保全意識は、年々高まりをみせています

が、さらに市民の環境保全意識の醸成を図ることが求められています。 

◆ 自然環境を一つの地域資源として捉え、開発と保全のバランスをとりなが

ら、自然環境をまちづくりに活かす取組も求められています。 

◆ 地域での清掃活動などの環境保全活動が展開されています。地域の環境を

保全していくためには、継続的で地道な活動が必要であることから、地域に

おける環境保全活動を積極的に支援していく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 自然環境と里山の保

全 

◆ 里山や田園風景など、豊かな緑を守り育てるた

め、市民や事業者などと連携して、保全活動などを

展開します。 

② 水辺環境の保全 ◆ 牛久沼などの水辺の環境を維持するため、水質浄

化や特定外来生物などの駆除に取り組みます。 

◆ 水質の改善とあわせて、美しい水辺の環境を交流

人口の増加などに活用する取組を、市民や民間事業

者などと連携しながら、推進します。 

③ 特定外来生物への適

切な対応 

◆ 元来持つ固有の自然の景観を維持するため、特定

外来生物や有害鳥獣対策に努めます。 

④ 環境美化の推進 ◆ まちの環境美化のため、不法投棄や歩きたばこ、

ポイ捨てなどの監視体制を強化するとともに、市民

などの意識啓発に努めます。 

◆ 市民と行政が連携して、市内一斉清掃などを通じ

て、環境美化活動を実施し、環境保全の意識を高め

ます。 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 水や緑に恵まれた豊かな自然を守り、育み、自然と共生したまちが実現

できています。 
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◆ よりよい生活環境を維持し、安全・安心なまちづ

くりを推進するため、建設発生土（残土）の適正利

用への意識啓発と不法な処理に関する監視体制を

強化します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

空気のきれいさや緑の豊かさ

などの自然環境への満足度 

72.5％ 

[2016 年] 

70.6％ 

[2018 年] 

74.4％ 

[2021 年] 

81.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘1.9 ↗3.8 ↗6.6  

地域をきれいにする活動や公

衆衛生への満足度 

57.0％ 

[2016 年] 

55.6％ 

[2018 年] 

57.0％ 

[2021 年] 

60.0％ 
 [2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘1.4 ↗1.4 ↗3.0  
市の良いところ、好きなとこ

ろとして「豊かな自然があ

る」と回答した割合 

57.7％ 

[2016 年] 

49.5％ 

[2018 年] 

46.3％ 

[2021 年] 

50.0％ 

 [2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘8.2 ↘3.2 ↗3.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本固有の豊かな生態系を壊してしまい、問題に 

「特定外来生物」 

 皆さんは、アライグマやウシガエル、ブルーギルやブラックバスを見かけたことはありますか？すで

に日本全国で広く見かけるようになったこの生き物たちですが、「特定外来生物」と呼ばれています。 

 「特定外来生物」とは、外来生物（海外起源の外来種）のうち、生態系や人の生命・身体、農林水産

業へ被害を及ぼすものや被害を及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。 

 特に、特定外来生物による農産物や水産物への被害、生態系への被害が多く報告されており、こうし

た特定外来生物の影響で、絶滅の危機に瀕している、または、絶滅してしまったと思われる在来種も少

なくありません。 

 このため、飼育や輸入などについて規制し、防除を促進するとともに、野外への放出について禁止さ

れています。 

「Creation」一口コラム 

 

きれいな街並みの実現へ、皆さんもご協力をお願いします！ 

「ＮＯ！ポイサポーター」 

 歩きたばこやポイ捨て、ペットの糞の放置などを防止するため、2012 年 4 月に「NO！ポイサポータ

ー」制度を創設し、2022 年 3月末日現在で 464 人の方にご登録いただいています。 

 サポーターは、朝夕の散歩など、自由な時間に、サポーターグッズを身に付け、「歩きたばこ」や

「ポイ捨て」などの監視や捨てられてしまったごみの回収を行っており、市の環境美化にご協力いただ

いています。 

「Creation」一口コラム 
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(3) 機能的な都市インフラと 
     暮らしを支える生活インフラの維持・整備 

 

□1  現状と課題 

◆ 道路は、市民生活を支えるとともに、産業の振興にも不可欠なもので、将

来の発展を見通し、総合的で計画的な道路網の整備が必要です。 

◆ 本市の都市計画道路の整備率は、近隣自治体と比較しても高いものの、引

き続き利用者の利便性や広域的視点から、道路ネットワークの向上を図って

いく必要があります。 

◆ 橋りょうや道路舗装、標識など、道路に付帯する施設や設備などについて

も、計画的な修繕が必要となっています。 

◆ 本市における公園や緑地などの整備に関しての市民の満足度は高く、老朽

化した設備などについては、さらなる魅力付けに向けた再整備や計画的な修

繕を行うなど、適切な維持管理に努めることが必要です。 

◆ 汚水処理に関する人口普及率は、茨城県の平均を大きく上回っており、市

民の満足度も高い状況です。 

◆ 汚水処理施設の適切な維持管理を行い、地域の特性に応じた計画的な施設

の予防保全と長寿命化に努める必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 機能に応じた道路網

の整備 

◆ 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）へのアクセス

性を高めるとともに千葉方面への連絡を強化する

主要地方道美浦栄線バイパスの早期整備を促進し

ます。 

◆ 地域住民の利便性向上に向けて身近な生活道路

の充実を図るとともに、歩行者や自転車利用者の安

全性に配慮した道路整備、補修などを行います。 

◆ 橋りょうや道路舗装、標識などの道路の付帯施設

や設備などについて、適正な維持管理を行います。 

② 市民に愛される公園

の整備・活用・維持 

◆ 大規模公園については、民間事業者などとの連携

を視野に、それぞれの特徴を活かしながら市内外か

ら多くの人が訪れる魅力ある公園整備を進めます。 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 道路、公園、下水道など誰もが安全・安心で快適に利用できる環境が整

っています。 
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◆ 身近な公園については、遊具などの計画的な予防

保全による長寿命化を図るとともに、地域のニーズ

を考慮しながら、利用環境の向上を図ります。 

◆ 市民との協働を基本とした公園管理に取り組み

ます。 

③ 汚水処理施設の計画

的な維持管理 

◆ 公共下水道や農業集落排水施設の計画的な予防

保全による長寿命化を図るとともに、需要の変化に

応じた整備計画の見直しを行い、施設全体の最適化

を図ります。 

◆ 地域の特性に応じて、高度処理型合併処理浄化槽

の設置など、適切な排水設備の整備を進めます。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

上下水道の整備への満足度 
－ － 

63.9％ 

[2021 年] 

66.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗2.1  

地域と地域を結ぶ幹線道路の

整備への満足度 

46.3％ 

[2016 年] 

43.6％ 

[2018 年] 

40.7％ 

[2021 年] 

47.0％ 
 [2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘2.7 ↘2.9 ↗6.3  

身近な生活道路の整備への満

足度 

51.1％ 

[2016 年] 

48.2％ 

[2018 年] 

49.5％ 

[2021 年] 

52.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘2.9 ↗1.3 ↗2.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県南部と千葉県北部を結ぶ幹線道路として、利便性向上に期待 

「主要地方道 美浦栄線バイパス」 

 「主要地方道美浦栄線バイパス」は、茨城県と千葉県を結ぶ、茨城県が整備する幹線道路です。この

美浦栄線バイパスには、若草大橋有料道路が含まれており、総延長は約 10.9 キロメートルです。 

 茨城県と千葉県の経済、文化などの活発な地域間交流を促進し、利根町と我孫子市を結ぶ栄橋と河内

町と成田市を結ぶ長豊橋の交通渋滞の緩和にも一役を担っています。 

 2021 年 3 月には、本市の白羽から八代町を結ぶ区間が供用開始され、さらに交通の便がよくなってい

ます。 

 比較的平坦でアップダウンが少ない直線的な道路であり、ウォーキングやランニング、サイクリング

を楽しんでいる方も多くいます。道路の周辺を見渡すと、豊かな田園風景が広がっており、5 月頃には

田植え、9 月～10 月にかけては稲刈りの風景が見どころとなります。 

 この美浦栄線バイパスは、さらに、本市白羽から北、国道 408 号線までの延伸が事業化されており、

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の 4 車線化も予定されていることから、本市を縦断する幹線道路と

して、交通の利便性向上と産業の発展などが期待されています。 

「Creation」一口コラム 
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       (1) 市民主体のまちづくりの推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 地域コミュニティ協議会や住民自治組織、市民活動団体などを中心に、市

民自らが「公共」の担い手となる活動や地域における市民参画の場面が増え

てきています。 

◆ 地域における市民活動が活発になる一方で、担い手の高齢化が課題になっ

ています。また、市民活動に対して幅広い市民まで意識の醸成が形成されて

おらず、限定的な市民の参画にとどまっている側面があります。 

◆ 近年では、社会生活の中にＳＮＳ＊1やオンラインミーティングツール＊2な

ど、ＩＣＴを利用したコミュニケーションが一般化しつつあります。これら

を含め、様々な媒体を介して、市民が求める情報を提供し、より幅広い市民

への情報発信・広聴機会の確保をする必要があります。また、市民が情報を

自ら取得する力も求められています。 

◆ 今後の人口減少の進行などに伴い、行政のみで「公共」を担うのは、人的・

物的双方の面からも困難になっていくことが想定されます。 

◆ 市民一人ひとりが自らの役割を認識し、「自ら考え、行動する」ことでま

ちづくりへかかわり合うことができるよう、市民一人ひとりの意識の醸成と

行動変容を促していく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 市民と行政の相互理

解・情報共有の強化 

◆ 市民の求める情報を適時適切に発信できるよう、

ＩＣＴの活用など、市民のニーズを捉えた手法によ

る情報発信を強化します。 

◆ 様々な手法による市民との双方向型の意見交換、

意見聴取の場や機会を確保します。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 市民と市の役割を一人ひとりが理解し、「パートナー」として信頼し合い

ながら、自発的な市民活動が実践されています。 

・ 分かりやすく市の情報が発信され、市民との活発な意見交換がされてお

り、「開かれた市役所」が実現できています。 

＊1 SNS：「Social Networking Service」の頭文字を合わせた略語。登録された利用者同士が交流できるウェブサイ

トの会員制サービスのこと。 
＊2 オンラインミーティングツール：インターネットを介して、スマートフォンやパソコンで映像や音声を双

方向・リアルタイムに通信するサービスツールのこと。 
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◆ 市民の「知る権利」を保障するため、適正に情報

公開制度の運用を行います。 

② 市民自らが考え、行

動する、活発な市民活

動の促進 

◆ 市民活動団体や活動を行いたいと考えている市

民に対しての支援の仕組みを構築します。 

◆ 市民活動の担い手が高齢化している現状を踏ま

え、現役世代を中心に、幅広い層の市民による活動

が展開されるよう支援を強化します。 

◆ 市民活動の拠点としての市民活動センターや市

民交流プラザなどの利用を促進します。 

③ 地域における市民活

動の活性化 

◆ 地域における課題などは、地域で解決できるよ

う、地域コミュニティ協議会や住民自治組織に対す

る自発的な活動への支援を強化します。 

◆ 地域における活動の拠点としてのコミュニティ

センターや地域集会施設などの機能を維持します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

まちづくりに気軽に参加でき

る機会への満足度 

22.9％ 

[2016 年] 

24.9％ 

[2018 年] 

22.4％ 

[2021 年] 

25.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗2.0 ↘2.5 ↗2.6  

市民活動への支援や参加でき

る機会への満足度 

24.5％ 

[2016 年] 

26.6％ 

[2018 年] 

23.3％ 

[2021 年] 

27.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗2.1 ↘3.3 ↗3.7  

必要とする行政情報が得られ

ていると回答した市民の割合 

68.9％ 

[2016 年] 

58.5％ 

[2018 年] 

67.5％ 

[2021 年] 

69.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘10.4 ↗9.0 ↗1.5  

 

 

 

 

 

 

 

「地域が自ら考え、解決策を考えて、実施する。」地域力の向上へ！ 

「地域コミュニティ協議会」 

 本市も含め、多くの地方公共団体は、少子高齢化の進行や長引く景気の低迷などを原因に、厳しい財

政状況となっています。このような中、個別化・多様化する市民ニーズに市だけで対応するのには限界

があります。本市においては、市民との連携・協力による「協働のまちづくり」を実現するため、市民

自らが「公共」の担い手となる市民主体のまちづくりを進めています。 

 その中で、地域における課題は、区・自治会や町内会などの住民自治組織による個別対応のみなら

ず、近隣の住民自治組織や地域で活動する自主防災組織、防犯連絡員、民生委員児童委員などの多様な

団体と連携・協力しながら対応することで、早期の解決が期待できます。 

 そのため、本市では、13 地区の各コミュニティセンターの活動範囲を基本とする「地域コミュニティ

協議会」を設立し、市とともに地域課題の解決を図っています。 

「Creation」一口コラム 
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(2) ＳＤＧｓの推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 近年、様々な場所や場面で、「ＳＤＧｓ」に触れる機会が増加しています。 

◆ 市民のＳＤＧｓに対する認知度は、全体で３割程度にとどまっていますが、

学校教育の場で学んだ若者層や現役世代で高い傾向にあります。 

◆ ＳＤＧｓの考え方は、持続可能なまちづくりを考える上でも重要な視点の

一つであり、ＳＤＧｓに対する市民の認知を向上させ、ＳＤＧｓに取り組む

市民の数を増やしていく必要があります。 

◆ ＳＤＧｓの取組を広げていく上で、行政と民間事業者などが一体となって、

その理念に基づいた連携した取組を実践することで、ＳＤＧｓの普及促進を

図る必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① ＳＤＧｓによるまち

づくり 

◆ 本市と民間事業者・団体などが連携協力し、ＳＤ

Ｇｓの理念を共有し、ＳＤＧｓを軸とした様々な取

組を展開します。 

◆ 本市におけるＳＤＧｓの取組事例を積極的に公

表し、市民と共有することで、ＳＤＧｓの認知度の

向上と市民一人ひとりの行動を促します。 

② ＳＤＧｓの機運醸成 ◆ 本市の持つ広報媒体を最大限活用し、市民に向け

てＳＤＧｓの理念や取組の周知を積極的に行います。 

◆ ＳＤＧｓを軸としたイベントを開催し、市民が具

体的にＳＤＧｓに触れる機会を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ ＳＤＧｓの市民の認知度が向上しており、持続可能なまちづくりが実践

されています。 
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□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

ＳＤＧｓの認知度 
－ － 

31.7％ 

[2021 年] 

39.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗7.3  
ＳＤＧｓを生活・行動変容へ

つなげる意識をいつも持つ市

民の割合 

－ － 
7.4％ 

[2021 年] 

10.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗2.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能でよりよい社会の実現を！ 

「ＳＤＧｓ」 

 最近では、テレビやインターネット、また、掲示物などでも耳にしたり、目にしたりする機会が多

い「ＳＤＧｓ」。 

 「ＳＤＧｓ」は、「Sustainable Development Goals（サステナブル・ディベロップメント・ゴール

ズ）」の頭文字をとった言葉で、「持続可能な開発目標」という意味です。 

 ＳＤＧｓは、「誰一人取り残さない」がキーワード。誰一人 

取り残さない、持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界 

共通の目標として、2015 年の国連サミットで加盟国が合意し 

た「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」で掲げられ 

たものです。 

 ＳＤＧｓの達成年限は 2030年で、貧困や健康、環境など 

幅広く設定された 17 のゴールと 169 のターゲットで構成さ 

れています。 

「Creation」一口コラム 

 

ＳＤＧｓを軸にした企業・団体と市の連携で新たな取組を創出 

「ＳＤＧｓパートナーシップ制度」 

 本市では、2022 年にＳＤＧｓのゴールを達成するために「龍ケ崎市ＳＤＧ 

ｓパートナーシップ制度」の運用を開始しました。 

 このパートナーシップ制度は，ＳＤＧｓの理念に基づいて、本市で持続可 

能な地域・社会づくりに取り組む企業や団体などを、龍ケ崎市ＳＤＧｓパー 

トナーとして登録するもので、パートナーとともに持続可能な地域・社会づ 

くりに向けた活動を行っています。 

 これまでに、パートナーの皆さん 

に向けた講演会やワークショップの 

開催を行っています。今後も、パー 

トナーの皆さんとともに考えながら、 

ＳＤＧｓの実現に向けた取組を行っ 

ていく予定です。 

「Creation」一口コラム 
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(3) 効率的で透明性の高い市政運営 

 

□1  現状と課題 

◆ 常に市民視点で、行政活動の進行管理や成果の検証を行い、事務事業など

の見直しに反映させるなど、時代の変化に対応した透明性の高い市政運営が

求められています。 

◆ 限られた人員、予算などの中で、施策をより効果的・効率的に実現するた

め、選択と集中に基づく組織体制の構築と事業展開が重要となっています。 

◆ 市政運営に当たっては、民間にできることは民間に任せる、他自治体など

との連携による広域行政の推進など、常に効率化と市民サービスの維持向上

を意識した取組が必要となっています。 

◆ 効率的で質の高い市政運営を推進するためには、職員の資質向上が不可欠

となります。職員一人ひとりの意識改革や専門的知識の習得と併せて、自ら

地域と積極的にかかわり、課題解決に取り組む実践型の人材育成に取り組む

必要があります。 

◆ 働き方改革によるワーク・ライフ・バランスに考慮した、多様な働き方に

対応できる人事制度の運用を推進する必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 事務事業の見直し ◆ 既存の事務事業などについて、利用状況や利用者

満足度など、根拠（エビデンス）を基にした検証を

実践し、必要に応じて業務の見直しを行い、効率的

で透明性の高い行政運営を推進します。 

◆ 社会経済情勢やトレンドなどに柔軟に対応でき

る行政サービスの提供に努めます。 

② 機能的な組織体制の

構築 

◆ 政策の実現や来庁する市民の利便性向上などに

資する組織体制を構築します。 

③ 民間サービスの活用 ◆ 民間提供システムの利用やアウトソーシングな

どを積極的に検討し、市民の利便性向上と業務の効

率化を図ります。 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 効率的で質の高い行政運営が行われています。 

・ 行政運営に必要となる知識やスキル、モチベーションを兼ね備えた人材

が確保できています。 



第２章 前期基本計画 

 

84 

④ 行政サービスの広域

化の推進 

◆ 本市が構成自治体となっている稲敷地方広域市

町村圏事務組合、龍ケ崎地方塵芥処理組合、龍ケ崎

地方衛生組合の統合・複合化を推進します。 

◆ 「茨城県ごみ処理広域化計画」を踏まえ、長期的

な視点での広域化のあり方を検討します。 

◆ 公共施設の相互利用など、近隣自治体と連携しな

がら、市民の利便性向上に資する広域的な行政サー

ビスを提供します。 

⑤ 人材の確保と育成 ◆ 職員のスキルアップに向けた制度を拡充します。 

◆ 民間事業者などとの人材交流や外部研修などに

積極的に取り組みます。 

◆ 適切な人事評価制度の運営に努めます。 

◆ 働き方改革によるワーク・ライフ・バランスに考

慮した多様な働き方への対応や職員の自発的な取

組に対する支援など、職員のモチベーションの維

持・向上に向けた人事制度を構築し運用します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

行政サービスの民間委託への

満足度 

17.4％ 

[2016 年] 

17.5％ 

[2018 年] 

18.5％ 

[2021 年] 

21.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↗0.1 ↗1.0 ↗2.5  

市役所の仕事ぶりへの満足度 39.5％ 

[2016 年] 

38.2％ 

[2018 年] 

38.4％ 

[2021 年] 

42.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  ↘1.3 ↗0.2 ↗3.6  

龍ケ崎市役所の男性職員の育

児休業取得率 

100％ 

[2016 年] 

100％ 

[2018 年] 

100％ 

[2021 年] 

毎年
100％維持 

市独自調査  － － －  

龍ケ崎市役所の女性職員の育

児休業取得率 

100％ 

[2016 年] 

100％ 

[2018 年] 

100％ 

[2021 年] 

毎年
100％維持 

市独自調査  － － －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国平均を大幅に上回る！男性も育児休業は当たり前！ 

「市役所男性職員の育児休業取得率１００パーセント」 

 本市では、「市役所男性職員による育児休業取得率 100 パーセント」を、2015 年度から 2021 年度まで

7 年連続で達成しました。厚生労働省の 2021 年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率

は、9 年連続で上昇傾向にあるものの、13.97 パーセントにとどまっています。 

 2011 年 2 月に初の男性職員の育児休業取得を皮切りに、年々取得率を増加させてきました。その背景

には、「職員が安心して仕事と子育ての両立ができる環境整備」を目標とした、育児に関する男性職員

の対話の場の創出や育児休業メンター制度の導入などにより、「男女問わず、育児休業を取得するのは

当たり前」という意識の醸成に向けた、地道な取組が功を奏しています。 

「Creation」一口コラム 
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 (4) 効果的な 
         シティプロモーション 

 

□1  現状と課題 

◆ 本市では、子育て環境の優位性を中心とした、まちの魅力を発信し、推奨

意欲や参画意欲を高めるシティプロモーション活動を積極的に展開してい

ます。 

◆ 本市全体の認知度や情報接触度などの低さから、市外の方に対してのアピ

ールが弱い状況が見られます。 

◆ 市民に対しては本市の魅力に触れ、他人に伝えたくなるような情報を、市

外の方に対しては本市を知ってもらい、来訪してみたい、かかわりたい、住

んでみたいと感じさせるような情報を、ターゲットを明確にして発信してい

く必要があります。 

◆ 本市とのゆかりや縁を持った方に対しては、その関係性を大切にし、継続

的に本市とかかわり続けてもらえる関係人口の創出を推進していくことが

必要です。 

◆ 関係人口の創出に当たっては、意識の変化を促す取組が必要です。本市の

存在や魅力を知っているだけでなく、知人や友人に勧めたり、より深くかか

わり続けたりするように変えていくことが重要です。 

◆ 職員一人ひとりが本市のプロモーションを担うという認識を持って、様々

な機会を捉え、多様な媒体を活用し、職員一丸となって情報発信などに取り

組んでいく必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 定住促進などに向け

たプロモーション活動

の展開 

◆ 定住人口の確保と人口流出の抑制に視点を置き、

ターゲットを明確にしながら、本市の持つ魅力や居

住環境の優位性などのプロモーション活動を積極

的に展開します。 

◆ 職員一人ひとりが本市のプロモーションを担っ

ているという認識の下、積極的な情報発信に取り組

みます。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 一人ひとりの龍ケ崎市に対する推奨・参画意欲が向上しています。 

・ 積極的なシティプロモーション活動が行われており、多くの人が市の「フ

ァン」になっています。 
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② 関係人口の創出 ◆ 本市とゆかりや縁を持った方（関係人口）に対し

て、継続的なかかわり合いを持ち、本市を勧める意

識を醸成する取組を展開します。 

③ シビックプライドを

向上させるシティプロ

モーションの展開 

◆ 本市の様々な魅力を多角的な視点から発掘し、タ

ーゲットを明確にしながら、積極的な情報発信を展

開します。 

◆ プロモーション活動の中で、市民などの本市に対

する推奨意欲や参画意欲の向上を図ります。 

④ ふるさと納税制度の

活用促進 

◆ ふるさと納税制度を活用し、市産品などの返礼品

を通じて、本市の認知度向上と関係人口の創出を図

ります。 

◆ 企業版ふるさと納税の活用を推進します。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

龍ケ崎の魅力を勧める意欲

（推奨意欲） 
－ － 

-50.8 

[2021 年] 

-40.0 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート※NPS  － － ↗10.8  

龍ケ崎をよくする活動に参加

したい意欲（参画意欲） 
－ － 

-38.6 

[2021 年] 

-28.0 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート※NPS  － － ↗10.6  

龍ケ崎ファンクラブ会員が市

を勧める意識（推奨意欲） 
－ － 

39.8％ 

[2022 年] 

45.0％ 

[2026 年] 

事業アンケート  － － ↗5.2  

シティプロモーション活動へ

の満足度 
－ － 

15.4％ 

[2021 年] 
20.0％ 
[2026 年] 

まちづくり市民アンケート  － － ↗4.6  

市外在住者の本市の認知度 
－ 

72.8 

[2018 年] 

72.2 

[2020 年] 

87.0 
[2026 年] 

認知度・イメージ調査  － ↘0.6 ↗14.8  

 

 

 

 

 

 

 

観光などで訪れる人＜「関係人口」＜住んでいる人 

「関係人口」 

 「関係人口」は、「特定の地域に継続的に、多様な形でかかわる人」のことを意味する言葉です。本

市に置き換えて説明すると、仕事や観光などで本市を訪れる方を示す「交流人口」と移住者や定住者な

ど、本市に居住する方のことを示す「定住人口」の間の考え方で、よく、「観光以上移住未満」と例え

られたりします。 

 具体的には、「副業や兼業などで本市にサテライトオフィスを設置して仕事をしている」、「本市の祭

りやイベントのときに運営に参画して楽しむ」、「SNS などを使って本市のおいしいお店を紹介する」「週

末だけ本市に住んで農作業などを楽しむ」など、かかわりあいの方法は様々です。 

 人口減少が全国的に進む中、まちづくりを考える上で、新たな概念として定着しつつあります。 

「Creation」一口コラム 
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(5) 公共施設の「縮充」の推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 県内でいち早く公共施設再編成に関する基本方針を策定するなど、公共施

設が担うべき必要性の高い機能を確保しつつ、施設配置・総量の最適化を図

る「公共施設の縮充＊1」の観点で、公共施設マネジメントに積極的に取り組

んでいます。 

◆ 公共施設の基本的な情報や工事履歴、管理運営状況などについて、集積・

蓄積を進めて活用することにより、計画的な維持管理を行っています。 

◆ 過去のニュータウン開発などに伴い一斉に整備した公共施設が同時期に

更新時期を迎えることなどにより、財政的な負担の増加が見込まれているこ

とから、再編成や長寿命化の取組などによる費用の平準化が必要となってい

ます。 

◆ 民間事業者などとの連携にさらに取り組み、公共施設の機能や事業運営に

関する最適化を図ることが必要です。特に、多様な官民連携（PPP＊2/PFI＊3）

手法の導入による財政負担の軽減や機能の向上が必要となっています。 

◆ 公共施設の持つ社会的な役割に対応するため、ユニバーサルデザイン＊4に

配慮することや脱炭素化などの取組も推進していく必要があります。 

◆ 利用見込みのない公共施設については、計画的に解体を進めているものの、

社会情勢の変化や新たな需要に対応するための新規施設の整備、既存施設の

拡大などにより、施設の総量はわずかな減少にとどまっています。 

◆ 社会経済情勢の変化や市民ニーズに合わせて、施設（建物）と機能（行政

サービス）を最適な形で組み合わせ、未利用となった施設の処分を含む利活

用を行っていくなど、市民ニーズを満たしつつ、全体の最適化を図っていく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 利便性の高い魅力的な公共施設が整っています。 

・ 公共施設が担うべき必要性の高い機能を確保しつつ、施設配置・総量の

最適化が図られています。 

＊1 公共施設の縮充：公共施設の面積や施設コストを縮小・削減しつつも、施設機能は充実させていくこと。 
＊2 PPP：「Public Private Partnership」の頭文字を合わせた略語。地域や社会の効率性や質の向上を目的に、公

民が連携して公共サービスの提供を行う手法のこと。 
＊3 PFI：「Private Finance Initiative」の頭文字を合わせた略語。公共施設やインフラなどの建設、維持管理、

運営などに、民間の資金、経営能力、技術、ノウハウを活用して、同一水準のサービスをより安く、または、同一

価格でより上質のサービスを提供する手法のこと。 
＊4 ユニバーサルデザイン：年齢、性別、障がいの有無などにかかわらず、すべての人が利用しやすいデザイン

のことやそのように改良していこうという考え方のこと。 
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□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 効果的・効率的な維

持管理の推進 

◆ 公共施設の点検・診断などを着実に実施し、予防

保全型の維持管理を基本に、再編成の検討や長寿命

化を踏まえた、適切な維持管理を行います。 

◆ 施設改修などに際しては、ユニバーサルデザイン

の導入や脱炭素化の取組を推進するなど、公共施設

が利用者目線で使いやすい、持続可能なものとなる

ように努めます。 

②  機 能（行 政サービ

ス）・事業運営の最適化

の推進 

◆ 公共施設における機能（行政サービス）の提供や

事業運営について見直しを行い、民間事業者などに

よる代替が可能なものについては、民間事業者など

の活力を活用するなど、行政サービスの提供や事業

運営のあり方の転換を図ります。 

◆ 公共施設の運営などについては、指定管理者制度
＊1 など、官民連携（PPP/PFI）手法の積極的な導入

を図ります。 

◆ 蓄積している施設情報の活用により、公共施設の

運営コストなどを精査し、受益者負担の適正化を図

ります。 

③ 施設配置・総量の最

適化 

◆ 社会経済情勢を踏まえ、公共施設の必要な機能を

維持・向上しつつ、公共施設の多機能化・複合化な

どに取り組み、施設配置・総量の最適化＊2 を図りま

す。 

◆ 公共施設の最適化に伴い発生した未利用財産（跡

地など）については、民間事業者などへの売却や貸

付なども視野に、積極的な利活用に努めます。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

公共施設の総量最適化につい

て理解している市民の割合 
－ － 

4.4％ 

[2022 年] 

7.0％ 
[2026 年] 

公共施設等再編成に関する市民アンケート  － － ↗2.6  
公共施設等の現状や課題につ

いて関心を持っている市民の

割合 
－ － 

53.7％ 

[2022 年] 

57.0％ 
[2026 年] 

公共施設等再編成に関する市民アンケート  － － ↗3.3  

 

 

＊1 指定管理者制度：地方公共団体が指定する法人その他の団体（指定管理者）に公共施設の管理を行わせる制
度のこと。 

＊2 施設配置・総量の最適化：公共施設の縮充の考え方の下、必要な公共施設（ハコ）と機能（行政サービス）
の組み合わせを最適なものにする考え方のこと。 
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(6) 電子自治体の推進 

 

□1  現状と課題 

◆ 行政手続におけるデジタル技術の活用は、市民の利便性を向上させるとと

もに、業務効率化を図ることができます。本市においては、デジタル技術を

活用した業務を増やすよう努めていますが、現状では一部のものに限られて

います。 

◆ 2021 年 9 月に国において「デジタル庁」が設置され、国全体でデジタル

実装による利便性やサービス向上を図る取組がはじまりました。 

◆ デジタル化による業務効率化などにより、例えば、市役所に来庁すること

なく手続が完結できることで、限られた人的資源を有効に活用することもで

きるようになることから、行政サービスの向上の面からも、さらなる推進が

求められています。 

◆ マイナンバーカードを利用した電子申請サービスの拡充など、市民にとっ

て利便性の高いサービスの検討を進めています。引き続き、マイナンバーカ

ードの普及促進を図り、電子証明書や電子申請によるメリットを多くの方が

享受できる取組を推進する必要があります。 

◆ 社会生活におけるデジタル実装を進める「デジタルトランスフォーメーシ

ョン」を実現する中で、全ての市民が情報の格差なく、デジタル社会の恩恵

を実感できるよう、丁寧なデジタル活用支援が求められています。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① デジタルトランスフ

ォーメーションの推進

体制の構築 

◆ 行政手続などにおけるデジタル化を推進し、市民

の利便性向上や業務効率化を図ります。 

◆ 本市におけるデジタル実装の核となる人材の確

保・デジタルリテラシー＊1の向上を図ります。 

② 自治体情報システム

の標準化・共通化 

◆ 自治体によって異なる情報システムについて、国

の定める標準仕様に準拠したシステムへの移行を

図ります。 

◆ 標準仕様と本市が独自に導入しているシステム

との連携の仕組みについて検討します。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）により、効率的で便利な行

政運営が実践できています。 

＊1 デジタルリテラシー：デジタルについて理解し、デジタル技術を業務などに活用する能力のこと。 
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③ 行政手続のオンライ

ン化 

◆ マイナンバーカードの普及と利用促進を図ると

ともに、本市独自の行政サービスの活用策を検討し

ます。 

◆ 来庁せずに完了できる行政手続の種類を増やす

など、オンライン化を推進します。 

◆ 行政手続における決済のキャッシュレス化を推

進します。 

④ デジタルデバイド＊1

対策 

◆ 全ての市民がデジタル社会の恩恵を実感できるよう、

デジタル機器などを利用するための支援を行います。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

行政手続のオンライン化の件

数 
－ － 

83 件 

[2022 年] 

150 件 
以上 

[2026 年] 

市独自調査  － － －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 デジタルデバイド：情報通信技術を利用して恩恵を受ける者と、利用できずに恩恵を受けられない者との間
に生ずる、知識・機会・貧富などの格差のこと。 

マイナンバーカードを使ったサービスが拡大中！ 

「マイナポータル」 

 「マイナポータル」は、マイナンバーカードを使って利用することができるオ 

ンラインサービスです。パソコンなどから、子育てや介護などのサービス検索や 

オンライン申請（ぴったりサービス）、行政機関が保有する自分自身の情報の確 

認や、行政機関から配信されるお知らせの受信、自分の個人情報が行政機関同士 

でどのようにやりとりされたのかの履歴を確認できるサービスなどがあります。 

 今後は、民間企業などからの通知などがマイナポータル上で受け取ることが 

できる「電子送達サービス」などと連携することで、官民横断的な手続のワンストップ化などのサービ

スへの利活用も検討されています。 

「Creation」一口コラム 

 

デジタル化による地方創生の取組 

「デジタル田園都市国家構想」 

 「デジタル田園都市国家構想」とは、地方と都市の格差を縮め、都市の活力と地方のゆとりの両方を

享受できる国を実現することを目的に、地方創生の一環として国が進めている施策の一つです。 

 デジタル技術によって、どこにいても大都市並みの働き方や質の高い生活が可能になる「人間中心の

デジタル社会」が、理想的な社会像として位置付けられ、その実現に向け、デジタルインフラなどの共

通基盤の整備やデジタル人材の育成・確保、地方を中心とした交通・農業・医療・教育・防災などのデ

ジタル技術の実装、そして、誰一人取り残さないデジタル化を進めていくこととされています。 

「Creation」一口コラム 
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(7) 持続可能な財政運営 

 

□1  現状と課題 

◆ 市民のライフスタイルの変化により、行政への需要が高度化・多様化する

とともに、少子・高齢化の進行により社会保障関係費をはじめとする義務的

経費の増加傾向に拍車がかかっています。そのような中、中期的な視点から、

本市の持続可能性を意識した財政運営が求められています。 

◆ 歳出が増大する一方で、歳入については、減収傾向となることが予想され、

今後さらに税の厳正かつ公平な執行、とりわけ収納率の向上や滞納の抑制に

努め、市税の安定的確保が最重要課題となっています。また、税以外のさら

なる自主財源の確保も必要になっています。 

◆ 健全な財政を維持していくためには、さらに実効性ある計画的な運営が必

要です。このため、財政運営における課題を的確に捉え、具体的かつ明確な

目標を定め、確実な実行とその検証を行う中で、持続可能な財政運営に取り

組む必要があります。 

◆ 健全財政の維持に向けた取組に対する市民の理解と協力を得るために、予

算や決算状況など市の財政状況について、市民に向けて分かりやすい情報の

提供に努め、透明性の高い財政運営を行う必要があります。 

 

□2  施策の展開方向 

施策の展開方向 方向性 

① 中期的な視点による

財政運営 

◆ 「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」

に基づき、歳出削減と歳入確保に取り組み、計画的

な財政運営を推進します。 

◆ 予算要求における基準の見直しや各部門におけ

る予算配分への理解を深めることで、適正な予算要

求を行います。 

◆ さらなる自主財源の確保に努めます。 

② 市税等の適正課税の

推進と納税環境の整備 

◆ 市民や企業など、納税者にとって納得のできる税

の公平で公正な賦課と滞納の抑制に努めます。 

◆ 市税の納付方法や手続の拡充を図り、市民にとっ

て納税しやすい環境の整備を図ります。 

 

施 策 

＜施策が目指す龍ケ崎の姿・イメージ＞ 

・ 市民ニーズや社会経済情勢の変化に対応した、次世代においても持続可

能な財政運営が行われています。 
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③ 分かりやすい財政状

況の情報発信 

◆ 市民とって分かりやすい財政状況の共有化・見え

る化を図ります。 

◆ 財務書類から得られる情報分析から予算編成な

どへの活用を図り、市民に納得性の高い財政運営に

努めます。 

 

□3  成果指標（重要業績成果指標） 

指標名 ベース値 目標値 

出典 数値の増減の状況 

市税等の収納率 

－ － 
98.2％ 

[2020 年] 

98.2％以
上を維持 
[2026 年] 

市独自調査  － － － － 

経常収支比率 93.8 

[2016年度決算] 

95.6 

[2018年度決算] 

93.2 

[2020年度決算] 

92.7 
[2025年度決算] 

決算資料  ↘1.8 ↗2.4 ↗0.5  

積立金残高比率 44.3 

[2018年度決算] 

40.7 

[2018年度決算] 

34.6 

[2020年度決算] 

35.0 
[2025年度決算] 

決算資料  ↘3.6 ↘6.1 ↗0.4  

基礎的財政収支 黒字 

[2016年度決算] 

黒字 

[2018年度決算] 

黒字 

[2020年度決算] 
黒字 

[2025年度決算] 

決算資料  － － －  

実質債務残高比率  205.7 

[2018年度決算] 

194.8 

[2018年度決算] 

181.3 

[2020年度決算] 

157.3 
[2025年度決算] 

決算資料  ↗10.9 ↗13.5 ↗24.0  

社会資本形成の将来世代負担

比率 
－ 

11.8 

[2018年度決算] 

11.6 

[2020年度決算] 

10.2 
[2025年度決算] 

決算資料  － ↗0.2 ↗1.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全な財政運営を進めるための根拠（エビデンス） 

「財政指標」 

 本市では、2012 年に健全な財政運営を推進するため「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」

を制定し、その中で「財政指標」を用いて財政運営の目標を定め、財政運営にあたると定めています。 

 本市では、この条例に基づき、上記の成果目標にもある 5 つの財政指標を設定し、毎年度の決算を踏

まえ、分析を行っています。各財政指標の内容については、次のとおりです。 

◇経常収支比率：地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、この数値が低いほど、財 

 政構造に弾力性があることを表す。 

◇積立金残高比率：基金（年度間の財政の不均衡の調整や特定の目的のための資金積立て）残高の標準 

 財政規模（標準的な状態で通常収入されると考えられる経常的一般財源の規模）に対する割合 

◇基礎的財政収支：プライマリーバランスともいい、実質的な単年度の財政収支を表す。 

◇実質債務残高比率：将来の財政負担を示すもので、地方債残高に債務負担行為額を加えたものの標準 

 財政規模に対する割合 

◇社会資本形成の将来世代負担比率：財務諸表のうち賃借対照表における、地方債残高（負債の部）の 

 公共資産（資産の部）に対する割合 

「Creation」一口コラム 
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(1) 第２期龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 

本市では、人口減少社会における子育て支援や地域社会の維持・活性

化に向けた施策を展開するため、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、

「龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を 2015 年度に策定し、そ

の後「第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」に包括する形で地方創生に取

り組んできました。 

「第２期龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「第２期総

合戦略」といいます。）は、国や茨城県の同総合戦略の内容を踏まえると

ともに、人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保し、活力ある

社会を維持するために策定するものです。 

 

(2) 本計画との関係 

第２期総合戦略は、本計画に包括する形で、一体的に策定することと

します。 

まず、この「前期基本計画」において、第２期総合戦略における基本

目標と横断的な目標を掲げます。また、その基本目標と横断的な目標に

対し、この「前期基本計画」における施策や重要行政評価指標（KPI）と

の関連性を示すこととします。 

 

(3) 第２期総合戦略の計画期間 

第２期総合戦略の計画期間は、「前期基本計画」と同様、2023 年１月

から 2027 年３月までのおおむね４年間とします。 

 

(4) 第２期総合戦略の推進体制 

第２期総合戦略の推進に当たっては、全庁的に取り組むとともに、市

民をはじめ産業界、国・県などの関係機関、教育機関、金融機関など、

関係する様々な主体と連携を図りながら地方創生に取り組みます。 

また、第２期総合戦略に位置付けた施策や事業の進捗管理と評価につ

いては、本計画における進捗管理や評価と一体的に行います。 

 

 

 

 

 

５ 龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 
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(5) 第２期総合戦略の基本目標 

 

 

 

 

 

 

政策の柱 施策 施策の展開方向 

２ まちの元気を生み出

す産業と交流のあるま

ちづくり 

(1) 地域経済の活性化 

① 商工業・サービス業の振興と中小企業へ

の支援 

② 農業の振興 

③ 企業誘致の推進 

(2) 多様な働き方と働く場の創出 

① 雇用の場の確保と地元就職の促進 

② 創業・起業への支援 

③ 多様な働き方に向けた場の創出 

④ 企業と連携した雇用創出の推進 

６ 機能的で、利便性が

高いまちづくり 
(1) 魅力ある都市拠点の形成 ② 活力と雇用を生み出す産業拠点の形成 

 
 

施策 指標名 直近のベース値 目標値 

2-(1) 地域経済の活性化 

商店街への支援や商業の活性化への満

足度 

20.1％ 
[2021 年] 

32.0％ 
[2026 年] 

農業の振興への満足度 15.9％ 
[2021 年] 

24.0％ 
[2026 年] 

市の物足りないところ、嫌いなところと

して「活気とにぎわいがない」と回答し

た割合 

26.8％ 
[2021 年] 

19.0％ 
[2026 年] 

2-(2) 多様な働き方と働く

場の創出 

就労支援や企業誘致など雇用の創出へ

の満足度 

9.8％ 
[2021 年] 

14.0％ 
[2026 年] 

創業スクール受講者の 5 年以内の創業

率 

22.4％ 
[2021 年] 

25.0％ 
[2026 年] 

市の物足りないところ、嫌いなところと

して「多種多様な働く場がない」と回答

した割合 

12.2％ 
[2021 年] 

6.0％ 
[2026 年] 

6-(1) 魅力ある都市拠点の

形成 

駅や大規模商業施設などを中心にした

まちづくりへの満足度 

20.5％ 
[2021 年] 

28.0％ 
[2026 年] 

工業用地の確保や企業誘致など工業の

振興への満足度 

16.1％ 
[2021 年] 

20.0％ 
[2026 年] 

市の物足りないところ、嫌いなところと

して「活気とにぎわいがない」と回答し

た割合 

26.8％ 
[2021 年] 

19.0％ 
[2026 年] 

市の物足りないところ、嫌いなところと

して「都市としての個性や特徴がない」

と回答した割合 

25.6％ 
[2021 年] 

22.0％ 
[2026 年] 
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政策の柱 施策 施策の展開方向 

２ まちの元気を生み出

す産業と交流のあるま

ちづくり 

(3) 地域資源を活用した観光まちづ

くりの推進 

① 観光・にぎわいづくりの推進 

② 交流の拠点としての牛久沼の有効活用 

③ 大規模公園の活用 

４ 誰もが自分らしく、

生きがいを持って暮ら

せるまちづくり 

(1) 誰もが楽しめる生涯スポーツ社

会の実現 

① スポーツ・運動を通じた生きがいづくり 

② 競技スポーツの推進 

③ スポーツによるにぎわいづくり 

④ スポーツ環境の充実 

(2) 暮らしを豊かにする生涯学習・

文化芸術活動の推進 

③ 歴史的文化的遺産の保存と地域資源とし

ての活用促進 

６ 機能的で、利便性が

高いまちづくり 
(1) 魅力ある都市拠点の形成 

① 生活を支える地域生活拠点と魅力を生み

出す都市拠点の形成 

③ にぎわいのある交流拠点の整備 

７ 環境にやさしく、誰

もが快適に暮らせるま

ちづくり 

(3) 機能的な都市インフラと暮らし

を支える生活インフラの維持・整

備 

② 市民に愛される公園の整備・活用・維持 

８ 市民と共に育む持続

可能なまちづくり 
(4) 効果的なシティプロモーション 

① 定住促進などに向けたプロモーション活

動の展開 

② 関係人口の創出 

③ シビックプライドを向上させるシティプ

ロモーションの展開 

④ ふるさと納税制度の活用促進 

 

施策 指標名 直近のベース値 目標値 

2-(3) 地域資源を活用した

観光まちづくりの推進 

地域資源を活用した観光の推進への満

足度 

14.2％ 
[2021 年] 

23.0％ 
[2026 年] 

市外在住者の本市への来訪経験 40.4 
[2020 年] 

60.0 
[2026 年] 

市外在住者の本市への来訪意向 14.8 
[2020 年] 

25.0 
[2026 年] 

4-(1) 誰もが楽しめる生涯

スポーツ社会の実現 

体を動かし、スポーツ等に親しむ機会・

施設への満足度 

47.7％ 
[2021 年] 

52.0％ 
[2026 年] 

たつのこアリーナ（メインアリーナ）の

稼働率 

65.0％ 
[2021 年] 

86.0％ 
[2026 年] 

たつのこフィールドの稼働率 62.0％ 
[2021 年] 

63.0％ 
[2026 年] 

たつのこスタジアムの稼働率 35.0％ 
[2021 年] 

40.0％ 
[2026 年] 
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施策 指標名 直近のベース値 目標値 

4-(2) 暮らしを豊かにする

生涯学習・文化芸術活動の

推進 

芸術や文化に触れ親しむ機会・施設への

満足度 

26.9％ 
[2021 年] 

32.0％ 
[2026 年] 

生きがいづくりや趣味を楽しむ機会・場

所への満足度 

26.7％ 
[2021 年] 

32.0％ 
[2026 年] 

文化財や市民遺産を活用したイベント

の件数 

3 件 
[2021 年] 

毎年 3 件
以上 

6-(1) 魅力ある都市拠点の

形成 

駅や大規模商業施設などを中心にした

まちづくりへの満足度 

20.5％ 
[2021 年] 

28.0％ 
[2026 年] 

市外在住者の本市への来訪意向 14.8 
[2020 年] 

25.0 
[2026 年] 

市の物足りないところ、嫌いなところと

して「活気とにぎわいがない」と回答し

た割合 

26.8％ 
[2021 年] 

19.0％ 
[2026 年] 

市の物足りないところ、嫌いなところと

して「都市としての個性や特徴がない」

と回答した割合 

25.6％ 
[2021 年] 

22.0％ 
[2026 年] 

8-(4) 効果的なシティプロ

モーション 

龍ケ崎の魅力を勧める意欲（推奨意欲） -50.8 
[2021 年] 

-40.0 
 [2026 年] 

龍ケ崎をよくする活動に参加したい意

欲（参画意欲） 

-38.6 
[2021 年] 

-28.0 
[2026 年] 

龍ケ崎ファンクラブ会員が市を勧める

意識（推奨意欲） 

39.8％ 
[2022 年] 

45.0％ 
[2026 年] 

シティプロモーション活動への満足度 15.4％ 
[2021 年] 

20.0％ 
[2026 年] 

市外在住者の本市の認知度 72.2 
[2020 年] 

87.0 
[2026 年] 
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政策の柱 施策 施策の展開方向 

１ 子どもや若者が健や

かに育ち、一人ひとり

の夢や希望を育むまち

づくり 

(1) 子ども・子育て支援の充実 

① 質の高い幼児教育・保育の確保 

② 地域での子育て環境の充実 

③ すべての子どもが健やかにいきいきと育

つ環境づくり 

④ 子育て世代への経済的支援 

⑤ 少子化への対策の強化 

(2) 「夢」を持ち「生きる力」を育む

教育の推進 

① 確かな学力を育み、信頼される学校づくり

の推進 

② 共生社会に向けた教育活動の充実 

③ 健康で健全な心身を育む教育の推進 

④ 新時代に活躍する人材の育成 

(3) 若者世代の活躍支援と定住促進 

① 青少年の健全育成 

② 若者世代の活躍支援 

③ 若者世代の定住促進 

 

施策 指標名 直近のベース値 目標値 

1-(1) 子ども・子育て支援の

充実 

子育てしやすいまちであると感じる市

民の割合（18 歳～49 歳） 

54.3％ 
[2021 年] 

65.0％ 
[2026 年] 

妊娠・出産の支援に対し満足している市

民の割合 
82.6％ 
[2021 年] 

80.0％以
上を維持 
[2026 年] 

小学校入学前の子どもたちへの教育内

容・施設への満足度（18 歳～49 歳） 

41.5％ 
[2021 年] 

44.0％ 
[2026 年] 

保育所の待機児童数（毎年 4 月 1 日現

在） 

0 
[2021 年] 

毎年 0 を
維持 

1-(2) 「夢」を持ち「生きる

力」を育む教育の推進 

小中学校の教育内容・施設への満足度

（18 歳～49 歳） 

42.1％ 
[2021 年] 

45.0％ 
[2026 年] 

若者が健全に育つ環境や若者の活動を

支援する機会・サービスの満足度（18 歳

～39 歳） 

23.8％ 
[2021 年] 

34.0％ 
[2026 年] 

将来の夢や目標を持っている児童（小学

生）の割合 

78.8％ 
[2021 年] 

87.0％ 
[2026 年] 

将来の夢や目標を持っている生徒（中学

生）の割合 

69.5％ 
[2021 年] 

78.0％ 
[2026 年] 

1-(3) 若者世代の活躍支援

と定住促進 

若者が健全に育つ環境や若者の活動を

支援する機会・サービスの満足度（18 歳

～39 歳） 

23.8％ 
[2021 年] 

34.0％ 
[2026 年] 

龍ケ崎の魅力を勧める意欲（推奨意欲）

（18 歳～39 歳） 

-52.4 
[2021 年] 

-42.0 
[2026 年] 

龍ケ崎をよくする活動に参加したい意

欲（参画意欲）（18 歳～39 歳） 

-46.8 
[2021 年] 

-36.0 
[2026 年] 

「住み続けたい」と感じる市民の割合

（18 歳～39 歳） 

72.3％ 
[2021 年] 

79.0％ 
[2026 年]  
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政策の柱 施策 施策の展開方向 

３ 共に支え合い、誰も

が健康に暮らせるまち

づくり 

(1) 支え合う地域福祉の実現 

① 支え合う地域福祉の推進 

② 障がい者福祉の充実 

③ 高齢者福祉の充実 

(2) 健康長寿社会の実現 

① 市民の健康寿命の延伸 

② 生活習慣病発症者と重症者の減少 

③ 健康づくり基盤の強化 

４ 誰もが自分らしく、

生きがいを持って暮ら

せるまちづくり 

(2) 暮らしを豊かにする生涯学習・

文化芸術活動の推進 

① 市民の学びの機会の充実 

② 暮らしを豊かにする文化芸術活動の促進 

５ 安全・安心が実感で

きるまちづくり 

(1) 防災・減災対策の推進 
① 防災力・減災力の強化 

② 地域の防災活動の充実 

(3) 暮らしの安全・安心の確保 

① 地域の防犯体制の充実 

② 交通安全環境の向上 

③ 消費者教育の充実 

６ 機能的で、利便性が

高いまちづくり 

(2) 快適でシームレスな移動環境の

構築  

① 基幹公共交通の利便性向上と活性化 

② コミュニティバスと乗合タクシーの運行 

③ 新たな公共交通ネットワークの構築 

④ 公共交通利用の促進 

⑤ 自転車利用の促進と放置自転車対策 

(3) 良好な住環境の維持・創出 

① 多様なニーズに対応した住宅地の供給と

魅力ある住環境形成の促進 

② 空家等対策の推進 

③ 市営住宅の計画的な予防保全と長寿命化 

７ 環境にやさしく、誰

もが快適に暮らせるま

ちづくり 

(1) 環境負荷の少ない地域社会の形

成 

① カーボンニュートラルの実現に向けた対

策の推進 

② 循環型社会構築に向けたごみの発生抑制

とリサイクルの推進 

③ 環境学習の推進 

(2) 自然環境の保全と環境美化の推

進 

① 自然環境と里山の保全 

② 水辺環境の保全 

④ 環境美化の推進 

８ 市民と共に育む持続

可能なまちづくり 

(3) 効率的で透明性の高い市政運営 
① 事務事業の見直し 

④ 行政サービスの広域化の推進 

(5) 公共施設の「縮充」の推進 

① 効果的・効率的な維持管理の推進 

② 機能（行政サービス）・事業運営の最適化

の推進 

③ 施設配置・総量の最適化 

(7) 持続可能な財政運営 

① 中期的な視点による財政運営 

② 市税等の適正課税の推進と納税環境の整

備 

③ 分かりやすい財政状況の情報発信 
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施策 指標名 直近のベース値 目標値 

3-(1) 支え合う地域福祉の

実現 

お年寄りが生活しやすい施設・サービス

への満足度（65 歳～） 

27.9％ 
[2021 年] 

33.0％ 
[2026 年] 

障がいのある人が生活しやすい施設・サ

ービスへの満足度 

15.0％ 
[2021 年] 

18.0％ 
[2026 年] 

地域での支え合いやボランティア活動

への満足度 

27.6％ 
[2021 年] 

31.0％ 
[2026 年] 

生きがいづくりや趣味を楽しむ機会・場

所への満足度（65 歳～） 

29.6％ 
[2021 年] 

37.0％ 
[2026 年] 

3-(2) 健康長寿社会の実現 

健康診査などの受けやすさや健康づく

りのしやすさへの満足度 

52.9％ 
[2021 年] 

57.0％ 
[2026 年] 

お年寄りが生活しやすい施設・サービス

への満足度（65 歳～） 

27.9％ 
[2021 年] 

33.0％ 
[2026 年] 

特定健康診査の受診率（国民健康保険加

入者） 

23.4％ 
[2021 年] 

35.0％ 
[2026 年] 

住民検診におけるがん検診の受診率（5

項目平均） 

8.7％ 
[2021 年] 

12.0％ 
[2026 年] 

幸福感の高い高齢者の割合 46.8％ 
[2019 年] 

46.8％ 
以上 

[2026 年] 

4-(2) 暮らしを豊かにする

生涯学習・文化芸術活動の

推進 

芸術や文化に触れ親しむ機会・施設への

満足度 

26.9％ 
[2021 年] 

32.0％ 
[2026 年] 

生きがいづくりや趣味を楽しむ機会・場

所への満足度 

26.7％ 
[2021 年] 

32.0％ 
[2026 年] 

文化芸術フェスティバルの延べ来場者

数 
12,096 人 
[2021 年] 

21,993 人
以上 

[2026 年] 

5-(1) 防災・減災対策の推進 

台風や地震など自然災害への対策への

満足度 

38.8％ 
[2021 年] 

41.0％ 
[2026 年] 

災害時応援協定等の締結件数（民間企

業・団体など） 

47 件 
[2021 年] 

57 件 
[2026 年] 

住宅の耐震化率 95.9％ 
[2018 年] 

95.9％ 
以上 

[2026 年] 

5-(3) 暮らしの安全・安心の

確保 

犯罪や非行防止などの治安対策への満

足度 

32.7％ 
[2021 年] 

39.0％ 
[2026 年] 

交通安全対策への満足度 39.1％ 
[2021 年] 

43.0％ 
[2026 年] 

消費者問題の相談体制への満足度 12.7％ 
[2021 年] 

15.0％ 
[2026 年] 

人口 1,000 人当たりの交通事故発生件

数 
1.7 件 
[2021 年] 

1.7 件 
以内 

[2026 年] 
人口 1,000 人当たりの刑法犯の認知件

数 
4.9 件 
[2021 年] 

4.9 件 
以内 

[2026 年] 

6-(2) 快適でシームレスな

移動環境の構築 

市内の公共交通機関での移動の利便性

への満足度 

28.0％ 
[2021 年] 

34.0％ 
[2026 年] 

都心など市外への公共交通機関での移

動の利便性への満足度 

35.4％ 
[2021 年] 

41.0％ 
[2026 年] 

路上駐車や放置自転車への対策への満

足度 

33.8％ 
[2021 年] 

37.0％ 
[2026 年]  
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施策 指標名 ベース値 目標値 

6-(3) 良好な住環境の維持・

創出 

街並みの美しさへの満足度 51.6％ 
[2021 年] 

54.0％ 
[2026 年] 

空家の撤去、活用などの空家対策への満

足度 

6.9％ 
[2021 年] 

12.0％ 
[2026 年] 

適正管理を促した空家等のうち改善さ

れた空家の割合 
72.4％ 
[2021 年] 

70.0％以
上を維持 
[2026 年] 

空家バンク登録物件の活用件数 6 件 
[2021 年] 

毎年 6 件
以上 

7-(1) 環境負荷の少ない地

域社会の形成 

再生可能エネルギーの活用など環境負

荷低減の取組への満足度 

35.0％ 
[2021 年] 

38.0％ 
[2026 年] 

ごみ収集サービスや資源リサイクルへ

の満足度 

75.1％ 
[2021 年] 

78.0％ 
[2026 年] 

市民一人が 1 日に出す家庭系ごみの量 661.0g 
[2021 年] 

550.0g 
[2026 年] 

ごみの総資源化率 13.2％ 
[2021 年] 

22.0％ 
[2026 年] 

7-(2) 自然環境の保全と環

境美化の推進 

空気のきれいさや緑の豊かさなどの自

然環境への満足度 

74.4％ 
[2021 年] 

81.0％ 
[2026 年] 

地域をきれいにする活動や公衆衛生へ

の満足度 

57.0％ 
[2021 年] 

60.0％ 
[2026 年] 

市の良いところ、好きなところとして

「豊かな自然がある」と回答した割合 

46.3％ 
[2021 年] 

50.0％ 
[2026 年] 

8-(3) 効率的で透明性の高

い市政運営 

市役所の仕事ぶりへの満足度 38.4％ 
[2021 年] 

42.0％ 
[2026 年] 

8-(5) 公共施設の「縮充」の

推進 

公共施設の総量最適化について理解し

ている市民の割合 

4.4％ 
[2022 年] 

7.0％ 
[2026 年] 

公共施設等の現状や課題について関心

を持っている市民の割合 

53.7％ 
[2022 年] 

57.0％ 
[2026 年] 

8-(7) 持続可能な財政運営 

市税等の収納率 98.2％ 
[2020 年] 

98.2％以
上を維持 
[2026 年] 

経常収支比率 93.2 
[2020年度決算] 

92.7 
[2025年度決算] 

積立金残高比率 34.6 
[2020年度決算] 

35.0 
[2025年度決算] 

基礎的財政収支 黒字 
[2020年度決算] 

黒字 
[2025年度決算] 

実質債務残高比率 181.3 
[2020年度決算] 

157.3 
[2025年度決算] 

社会資本形成の将来世代負担比率 11.6 
[2020年度決算] 

10.2 
[2025年度決算] 
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政策の柱 施策 施策の展開方向 

２ まちの元気を生み出

す産業と交流のあるま

ちづくり 

(4) 流通経済大学との連携の推進 

① 龍・流連携事業の推進 

② 大学（学生）と市民の交流促進 

③ 学生の住みごこちの向上と愛着の醸成 

４ 誰もが自分らしく、

生きがいを持って暮ら

せるまちづくり 

(3) 多様性を認め尊重し合う、共生

社会の実現 

① 男女共同参画社会・女性活躍社会の実現 

② 多文化共生社会の構築 

③ 人権を尊重して多様性を認め合う社会の

構築 

８ 市民と共に育む持続

可能なまちづくり 

(1) 市民主体のまちづくりの推進 

② 市民自らが考え、行動する、活発な

市民活動の促進 

③ 地域における市民活動の活性化 

(3) 効率的で透明性の高い行政運営 
③ 民間サービスの活用 

⑤ 人材の確保と育成 

 

施策 指標名 直近のベース値 目標値 

2-(4) 流通経済大学との連

携の推進 

流通経済大学との連携事業や大学生と

の交流機会の創出への満足度 

26.1％ 
[2021 年] 

29.0％ 
[2026 年] 

龍・流連携事業の認知度 36.6％ 
[2021 年] 

41.0％ 
[2026 年] 

龍・流連携事業や大学が開催するイベン

ト等へ参加したことがある市民の割合 

13.9％ 
[2021 年] 

23.0％ 
[2026 年] 

4-(3) 多様性を認め尊重し

合う、多文化共生社会の実

現 

男女の平等意識、性の差を感じずに活躍

できる環境への満足度 

22.7％ 
[2021 年] 

24.0％ 
[2026 年] 

諸外国や異文化との交流の機会への満

足度 

12.6％ 
[2021 年] 

19.0％ 
[2026 年] 

普段から自分の気持ちを分かろうとし

てくれる友人がいる児童生徒の割合 
81.5％ 
[2021 年] 

80.0％以
上を維持 
[2026 年] 

8-(1) 市民主体のまちづく

りの推進 

まちづくりに気軽に参加できる機会へ

の満足度 

22.4％ 
[2021 年] 

25.0％ 
[2026 年] 

市民活動への支援や参加できる機会へ

の満足度 

23.3％ 
[2021 年] 

27.0％ 
[2026 年] 

8-(3) 効率的で透明性の高

い行政運営 

行政サービスの民間委託への満足度 18.5％ 
[2021 年] 

21.0％ 
[2026 年] 

市役所の仕事ぶりへの満足度 38.4％ 
[2021 年] 

42.0％ 
[2026 年] 

龍ケ崎市役所の男性職員の育児休業取

得率 

100％ 
[2021 年] 

毎年
100％維持 

龍ケ崎市役所の女性職員の育児休業取

得率 

100％ 
[2021 年] 

毎年
100％維持 

 



第２章 前期基本計画 

 

102 

 

 

 

 

 

政策の柱 施策 施策の展開方向 

８ 市民と共に育む持続

可能なまちづくり 

(1) 市民主体のまちづくりの推進 ① 市民と行政の相互理解・情報共有の強化 

(2) ＳＤＧｓの推進 
① ＳＤＧｓによるまちづくり 

② ＳＤＧｓの機運醸成 

(6) 電子自治体の推進 

① デジタルトランスフォーメーションの推

進体制の構築 

② 自治体情報システムの標準化・共通化 

③ 行政手続のオンライン化 

④ デジタルデバイド対策 

 

施策 指標名 直近のベース値 目標値 

8-(1) 市民主体のまちづく

りの推進 

必要とする行政情報が得られていると回答

した市民の割合 

67.5％ 
[2021 年] 

69.0％ 
[2026 年] 

8-(2) ＳＤＧｓの推進 

ＳＤＧｓの認知度 31.7％ 
[2021 年] 

39.0％ 
[2026 年] 

ＳＤＧｓを生活・行動変容へつなげる意

識をいつも持つ市民の割合 

7.4％ 
[2021 年] 

10.0％ 
[2026 年] 

8-(6) 電子自治体の推進 
行政手続のオンライン化の件数 83 件 

[2022 年] 

150 件 
以上 

[2026 年] 
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ここでは、施策の実現を担保するための財政状況について、収支状況

を中心にその見通しを示します。 

現行の制度や公共サービスが継続されることを基本とし、直近の人口

推計や国の経済試算などを反映し、2022 年度から 2026 年度まで（おお

むね前期基本計画の計画期間）の５年間の収支を見ると、2023 年度まで

は形式収支が黒字の見通しであるものの、2024 年度以降は毎年約数億円

の赤字が続く見通しが示されています。ただし、2024 年度時点での一般

基金残高が約 53 億円であることから、基金を赤字分に充当することで、

新たな施策展開も可能であると考えられます。 

財政収支見通しを分析すると、歳入においては、地方交付税＊1 などの

依存財源に頼る部分が大きい状況が継続するものと見込まれます。地方

交付税の代替財源である臨時財政対策債＊ 2 による財源確保も避けられ

ない状況です。また、少子・高齢化や人口減少の影響により、担税力＊ 3

のある世代や納税義務者の減少も見込まれ、今後、市税などの自主財源

の大幅な増収を見込むことは困難になっています。 

歳出においては、1980 年代頃からのニュータウン開発に伴い、人口の

急激な増加に対応するため、学校や道路、公園、下水道などのインフラ

整備に要した事業費の債務が減少するなど、公債費＊4 の減少が進んでい

く一方、インフラ整備から 40 年を経過するものもあり、今後大規模な

改修や建替えなどの必要性が見込まれます。また、高齢化の進行による

社会保障関係費の増加なども引き続き懸念され、義務的・固定的な経費

に要する財政需要の増加が見込まれ、さらなる財政構造の硬直化が懸念

されます。 

そのような中、本計画に掲げる施策を展開することで、本市の活性化

などを図り、現世代の市民に一定のサービスを提供し、未来を担う子ど

もたちのためにも持続可能なまちとなるには、財源の確保は不可欠です。 

そのため、今後も財政健全化の取組を確実に推進していくことが重要

な課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 財政収支見通しと財政運営の課題 

＊1地方交付税：地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できる

よう財源を保障するために国が交付する税のこと。 
＊2臨時財政対策債：地方一般財源の不足に対処するため、特例として発行される地方債のこと。地方交付税として算
定・交付されるべき額の一部がこの地方債の発行に振り替えられており、発行の有無にかかわらず、発行可能額に対す

る償還見込額の 100パーセントが後年度に交付税措置される。 
＊3担税力：租税を負担する能力のこと。 
＊4公債費：地方債の元金と利子、一時借入金の利子を払うための経費のこと。 
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※ 財政収支見通しは、以下の条件の下、推計を行ったものです。 

(1) 推計の前提条件は、現行の制度や仕組みなどが継続するものとし

ています。 

(2) 施設管理経費や維持補修費、扶助費などは、経済成長率や利用者

の増加率などを推計した上、反映させています。 

(3) 基金繰入金は、事業計画による定額的な特定目的基金の取崩しを

見込んでいます。 

(4) 公共施設の定期的な改修、道路や公園の改良・補修のようなイン

フラ整備などの事業費として、年間 12 億円（財源として地方債 8 億

円）と独立行政法人都市再生機構立替返済金を見込んでいます。 

 

※ 今後実施予定の大規模な新規・拡充事業については、実施計画（ア

クションプラン）策定ごとに、実施計画に掲載された各事業費を反映

した財政推計を行い、財源を確保します。 

 

※ 財政収支見通しは、全体の傾向把握に主眼を置いたものであり、事

後に個々の数値や計数を検証した場合、推計値と実績値の間に大きな

かい離やばらつきが見られることがあります。 

 

図表１４ 財政収支見通し 
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「龍ケ崎市まちづくり基本条例」第 23 条第 1 項では、まちづくりの

基本方向を示す最上位の計画について、財政見通しを踏まえ定めるもの

としています。そのため、本計画に定めた施策の着実な遂行に向け、実

施計画（アクションプラン）を毎年度、そのときの社会経済情勢や事業

の進捗状況などを踏まえ、見直しを行いつつ策定します。 

実施計画（アクションプラン）の策定には、その財源が担保された実

効性のあるものとすることが重要になってきます。そのため、毎年度の

収支改善などを反映した財政収支見通しや一般基金残高などについて

は、毎年度見直しを行うことで精度を維持しつつ、事業への充当可能財

源を推計し、それを踏まえた実施計画（アクションプラン）を策定する

ものとします。また、実施計画（アクションプラン）や財政収支見通し

などは、市民へ広く公表し、情報の共有化を図ります。 

以上のことを行うことで、中期的な事業計画と財政計画を連動させ、

財政の健全化と本計画の実効性を高めます。 

 

図表１５ 財政収支見通しの内訳 

図表１６ 一般基金残高見通し 

２ 財政計画と実施計画（アクションプラン）との関係 
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ここでは、施策の実現を担保するための財政状況について、収支状況

を中心にその見通しを示します。 

現行の制度や公共サービスが継続されることを基本とし、直近の人口

推計や国の経済試算などを反映し、2023 年度から 2026 年度まで（おお

むね前期基本計画の計画期間）の４年間の収支を見ると、繰越金により

2025 年度までは形式収支が黒字の見通しであるものの、2026 年度には

約２億円の赤字となる見通しが示されています。ただし、2026 年度時点

での一般基金残高が約 66 億円であることから、基金を赤字分に充当す

ることで、新たな施策展開も可能であると考えられます。 

財政収支見通しを分析すると、歳入においては、地方交付税＊1 などの

依存財源に頼る部分が大きい状況が継続するものと見込まれます。今後、

少子・高齢化や人口減少の進行により、担税力＊2 のある世代や納税義務

者の減少が見込まれ、市税の大幅な増収を見込むことは困難であり、創

意工夫による新たな財源の確保が課題となっています。 

歳出においては、1980 年代頃からのニュータウン開発に伴い、人口の

急激な増加に対応するため、学校や道路、公園、下水道などのインフラ

整備に要した事業費の債務が着実に減少する一方、インフラ整備から 40

年を経過するものもあり、今後大規模な改修や建替えなどが必要となっ

ており、公債費＊3 や地方債残高の上昇が懸念されます。また、高齢化の

進行による社会保障関係費の増加なども続いており、義務的・固定的な

経費に要する財政需要の増加により、さらなる財政構造の硬直化が懸念

されます。 

そのような中、本計画に掲げる施策を展開することで、本市の活性化

などを図り、現世代の市民に一定のサービスを提供し、未来を担う子ど

もたちのためにも持続可能なまちとなるには、財源の確保は不可欠です。 

そのため、今後も財政健全化の取組を確実に推進していくことが重要

な課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 財政収支見通しと財政運営の課題 

＊1地方交付税：地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できる
よう財源を保障するために国が交付する税のこと。 

＊2担税力：租税を負担する能力のこと。 
＊3公債費：地方債の元金と利子、一時借入金の利子を払うための経費のこと。 
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※ 財政収支見通しは、以下の条件の下、推計を行ったものです。 

(1) 推計の前提条件は、現行の制度や仕組みなどが継続するものとし

ています。 

(2) 施設管理経費や維持補修費、扶助費などは、経済成長率や利用者

の増加率などを推計した上、反映させています。 

(3) 基金繰入金は、事業計画による定額的な特定目的基金の取崩しの

みを見込み、収支不足への補てんは行っていません。 

(4) 公共施設の定期的な改修、道路や公園の改良・補修のようなイン

フラ整備などの事業費として、年間 12 億円（財源として地方債 8 億

円）と独立行政法人都市再生機構立替返済金を見込んでいます。 

 

※ 今後実施予定の大規模な新規・拡充事業については、実施計画（ア

クションプラン）策定ごとに、実施計画に掲載された各事業費を反映

した財政推計を行い、財源を確保します。 

 

※ 財政収支見通しは、全体の傾向把握に主眼を置いたものであり、事

後に個々の数値や計数を検証した場合、推計値と実績値の間に大きな

かい離やばらつきが見られることがあります。 

 

図表１４ 財政収支見通し 
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「龍ケ崎市まちづくり基本条例」第 23 条第 1 項では、まちづくりの

基本方向を示す最上位の計画について、財政見通しを踏まえ定めるもの

としています。そのため、本計画に定めた施策の着実な遂行に向け、実

施計画（アクションプラン）を毎年度、そのときの社会経済情勢や事業

の進捗状況などを踏まえ、見直しを行いつつ策定します。 

実施計画（アクションプラン）の策定には、その財源が担保された実

効性のあるものとすることが重要になってきます。そのため、毎年度の

収支改善などを反映した財政収支見通しや一般基金残高などについて

は、毎年度見直しを行うことで精度を維持しつつ、事業への充当可能財

源を推計し、それを踏まえた実施計画（アクションプラン）を策定する

ものとします。また、実施計画（アクションプラン）や財政収支見通し

などは、市民へ広く公表し、情報の共有化を図ります。 

以上のことを行うことで、中期的な事業計画と財政計画を連動させ、

財政の健全化と本計画の実効性を高めます。 

 

図表１５ 財政収支見通しの内訳 

図表１６ 一般基金残高見通し 

２ 財政計画と実施計画（アクションプラン）との関係 
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龍ケ崎市まちづくり基本条例 
 

平成 26年 12月 25日 
龍ケ崎市条例第 58号 

 
目次 
前文 
第１章 総則（第１条―第３条） 
第２章 まちづくりの基本理念（第４条） 
第３章 まちづくりの担い手 
第１節 市民（第５条・第６条） 
第２節 こども（第７条） 
第３節 地域コミュニティ（第８条―第 10条） 
第４節 議会（第 11条・第 12条） 
第５節 執行機関（第 13条―第 15条） 

第４章 情報共有（第 16条・第 17条） 
第５章 参加（第 18条―第 22条） 
第６章 市政運営（第 23条―第 33条） 
第７章 国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力（第 34条・第 35条） 
第８章 条例の検討及び見直し（第 36条） 
付則 

 
私たちのまち龍ケ崎は、都心への通勤・通学圏にあるとともに、白鳥の憩いの場とな

っている牛久沼や小貝川などの水環境、緑豊かな田園風景、台地に広がる森林など、私
たちに安らぎと潤いを与える水と緑に恵まれた豊かな自然を有しています。 
その自然環境の中で育まれた歴史と文化は、関東以北で最古の多宝塔に代表される歴

史的遺産や関東三奇祭の一つとも呼ばれ、まちの人々に支えられ、400年の時を刻んでき
た撞舞などの郷土芸能を創出してきました。 
私たちは、先人たちが英知とたゆまぬ努力により守り続けてきた自然と培われてきた伝

統文化を受け継ぎながら、愛着を持って、いつまでも住み続けたいまち、住み続けられる
まちを創造し、未来を担う次世代へ責任を持って引き継いでいかなければなりません。 
そのためには、私たち一人ひとりがまちづくりの担い手であることを認識し、市政及

び地域の課題の解決に向けて、自ら考え、行動するとともに、人と人とのつながりと地
域のきずなを大切にし、様々な価値観を互いに認め合い、信頼関係を高めながら、協働
によるまちづくりを進めていくことが必要です。 
ここに私たちは、まちづくりを行うための基本理念を明らかにし、龍ケ崎市民である

ことを誇りに思える魅力あるまちづくりを推進するため、この条例を制定します。 
第1章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は、龍ケ崎市（以下「市」という。）におけるまちづくりの基本理念を
明らかにするとともに、市民、議会及び執行機関の役割、責務等及び市政運営の基本
的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって市民福祉の向上
を図ることを目的とする。 
（条例の位置付け） 

第２条 この条例は、市におけるまちづくりを進めるための規範であり、市民、議会及
び執行機関は、協働によるまちづくりを推進するに当たっては、この条例の趣旨を最
大限尊重するものとする。 
（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。 
(1) 市民 次に掲げるものをいう。 
ア 市内に住所を有する個人（以下「住民」という。） 

１ 龍ケ崎市まちづくり基本条例 
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イ 市内に通勤し、又は通学する個人 
ウ 市内に事業所を有し、事業活動を行う個人又は法人その他の団体 
エ 市内で公益活動を行う個人又は法人その他の団体 

(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委
員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

(3) 協働 市民、議会及び執行機関がそれぞれの役割及び責任の下に、互いの自主性
を尊重しつつ、対等な立場で補い合い、連携及び協力を図り、行動することをいう。 

(4) まちづくり 市民が幸せに暮らせるより良いまちを創るための取組及び活動をいう。 
(5) 地域コミュニティ 一定の地域を基盤とした住民の組織又は住民同士のつながり
であり、住民相互の信頼及び連帯により、当該地域に関わる様々な活動を自主的及び
自立的に行う組織及び集団をいう。 
第２章 まちづくりの基本理念 

第４条 市民、議会及び執行機関は、市民福祉の向上を図るため、それぞれの役割と責
務を果たし、協働によるまちづくりを推進するものとする。 

２ 前項の協働によるまちづくりは、次に掲げる事項を基本として推進するものとする。 
(1) 市政に関する情報を相互に共有すること。 
(2) 市民の参加を基本に市政運営が行われること。 
(3) お互いに理解を深め、信頼関係を構築すること。 
第３章 まちづくりの担い手 
第１節 市民 

（市民の権利） 
第５条 市民は、まちづくりに参加する権利を有する。 
２ 市民は、市政の情報を知る権利を有する。 
（市民の役割と責務） 

第６条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりに関心を持つとと
もに、自らができることを考え、自主的にまちづくりへの参加に努めるものとする。 

２ 市民は、互いに認め合い尊重し、協力してまちづくりを進めるものとする。 
３ 市民は、まちづくりを進めるに当たって、自らの発言と行動に責任を持つものとする。 
４ 市民は、まちづくりに参加するに当たり、公共性を重んじ、次世代及び市の未来に
配慮するものとする。 

第２節 こども 
（こどものまちづくりへの参加） 

第７条 市民、議会及び執行機関は、将来のまちづくりの担い手であるこどもを社会の
一員として尊重し、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加できる環境整備に努
めるものとする。 

第３節 地域コミュニティ 
（地域コミュニティの役割） 

第８条 地域コミュニティは、地域に関わる多様な主体と連携及び協力を図り、地域の
特性をいかした様々な活動を通じて、安心で安全な住みよい地域社会づくりに努める
ものとする。 
（地域コミュニティ活動の推進） 

第９条 市民は、地域コミュニティを守り育てるとともに、その活動に対する理解を深
め、自主的に参加し、協力するよう努めるものとする。 
（地域コミュニティへの支援） 

第10条 執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その
活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。 

第４節 議会 
（議会の役割と責務） 

第11条 議会は、市の意思決定機関として、政策形成機能の充実を図るとともに、執行
機関の行財政運営、事務処理及び事業の実施が適正かつ効率的に行われているか監視
する機関として、その役割を果たし、市民の意思が市政に反映されるよう努めるもの
とする。 

２ 議会は、議会に対する市民の関心を高めるよう、開かれた議会運営に努めるものとする。 
（議員の役割と責務） 

第12条 議員は、住民の代表者として、住民の意見を積極的に把握し、市政に反映させ
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るよう努めるものとする。 
第５節 執行機関 

（市長の役割と責務） 
第13条 市長は、市の代表者として、市民福祉の向上のため、市民の負託に応え、公正
かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。 

２ 市長は、市政運営に当たっては、自らの考えを市民に明らかにするとともに、市民
の意見を十分に反映させるものとする。 
（執行機関の役割と責務） 

第14条 執行機関は、所掌事務を自らの判断及び責任において、これを公正かつ誠実に
処理しなければならない。 

２ 執行機関は、市長の総合的な調整の下、相互の連携及び協力を図りながら、市民の
参加及び協働を基本とした市政運営を推進しなければならない。 
（職員の役割と責務） 

第15条 市の職員（以下「職員」という。）は、市民福祉の向上のため、市民の信頼に応
え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、市を取り巻く環境に的確に対応するため、積極的に知識の習得及び能力の
向上に努めなければならない。 
第４章 情報共有 

（情報共有） 
第16条 議会及び執行機関は、それぞれの保有する情報が市民との共有財産であること
を認識し、市民の知る権利を保障し、適切な情報公開及び情報提供を行うことにより、
情報の共有に努めなければならない。 
（個人情報の保護） 

第17条 議会及び執行機関は、個人の権利及び利益を保護するため、個人情報の適正な
取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護
に努めなければならない。 
第５章 参加 

（参加の促進） 
第18条 執行機関は、市民が自主的及び主体的にまちづくりに参加できるよう多様な機
会を提供するとともに、参加しやすい環境を整備するものとする。 
（参加の方法） 

第19条 執行機関は、政策の形成過程、実施及び評価の各段階において、市民が市政に
参加することができるよう努めるとともに、説明会、懇談会等の開催、附属機関の委
員募集、パブリックコメント等による意見聴取等を目的に応じた適切な方法により行
うものとする。 
（意見への対応） 

第20条 執行機関は、市民の参加によって市民から提出された意見について、当該意見
に対する市の考え方及び市政への反映状況について、市民に分かりやすく公表しなけ
ればならない。 
（附属機関への参加） 

第21条 執行機関は、市民の意見を市政に反映させるため、審査会、審議会、調査会その
他の附属機関の構成員には、原則として、公募の市民を加えるものとする。 
（住民投票） 

第22条 市長は、市政の重要な事項について、住民の意思を直接確認するため、住民投
票を実施することができる。 

２ 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、別に条例で定める。 
３ 市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。 

第６章 市政運営 
（最上位の計画に基づく市政運営） 

第23条 市長は、議会の議決を経て、市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画（以
下「最上位の計画」という。）を財政見通しを踏まえた上で定めるものとし、最上位の
計画に基づくまちづくりを推進するものとする。 

２ 市長は、最上位の計画について、進捗状況の管理を行うとともに、当該進捗状況を
市民に分かりやすく公表しなければならない。 
（行政改革） 
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第24条 市長は、効率的な市政運営を図るため、行政改革に関する計画を定め、行政改
革を推進しなければならない。 

２ 市長は、行政改革に関する計画について、進捗状況の管理を行うとともに、当該進
捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。 
（財政運営） 

第25条 市長は、柔軟で持続可能な財政構造を構築するため、財政運営の基本方針を定
め、健全な財政運営を推進しなければならない。 

２ 市長は、最上位の計画を踏まえて予算を編成し、執行しなければならない。 
３ 市長は、財政状況について、市民と情報を共有し、分かりやすく公表することによ
り、その説明責任の向上に努めなければならない。 
（行政評価） 

第26条 執行機関は、効果的かつ効率的な市政運営の実現を図るため、行政評価を実施
し、評価結果を施策等に適切に反映させるよう努めるとともに、その内容を市民に分
かりやすく公表しなければならない。 
（行政手続） 

第27条 執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利
及び利益の保護に資するため、執行機関が行う処分及び行政指導並びに執行機関に対
する届出に関する手続に関し共通する事項を定めなければならない。 
（説明責任） 

第28条 執行機関は、政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程を市民に分かりや
すく説明するよう努めなければならない。 
（政策法務） 

第29条 執行機関は、市民のニーズ及び行政課題に対応した主体的な政策を推進するた
め、法令の解釈及び運用を自主的かつ適正に行うとともに、必要な条例等の整備を行
うものとする。 
（危機管理） 

第30条 市長は、市民の生命、身体及び財産を災害等から保護し、その安全を確保する
ため、必要な施策を実施し、危機管理体制を整備しなければならない。 

２ 市長は、市民及び関係機関との連携及び協力を図り、災害等に備えなければならない。 
３ 市民は、平常時から自己の安全確保に努めるとともに、地域の安全の確保のため相
互に協力して災害等に備えるものとする。 
（法令遵守及び公益通報） 

第31条 執行機関は、職員の職務の遂行に係る法令等の遵守及び倫理の徹底を図り、公
正な職務の遂行を確保しなければならない。 

２ 執行機関は、違法な行為等による公益の損失を防止するため、職員等の公益通報に
関する事項を定めなければならない。 
（組織体制） 

第32条 執行機関は、効率的かつ機能的で、社会経済情勢等の変化に柔軟に対応し、か
つ、相互の連携が保たれるよう、内部組織を編成するものとする。 
（要望等への対応） 

第33条 執行機関は、市民の市政に対する要望、苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対
応し、市民の信頼を確保するとともに、市民の権利及び利益の保護に努めなければな
らない。 
第７章 国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力 

（国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力） 
第34条 執行機関は、共通する課題を解決し、市民により良い公共サービスを提供する
ため、国、県及び他の地方公共団体と連携し、協力するよう努めなければならない。 
（国際社会における連携及び協力） 

第35条 執行機関は、平和、人権、文化、教育、環境等の幅広い分野において、国際社会
における連携及び協力に努めなければならない。 
第８章 条例の検討及び見直し 

第36条 議会及び執行機関は、社会経済情勢等の変化を勘案し、必要に応じ、この条例
の内容について検討を加え、必要な見直しを行うものとする。 
付 則 

この条例は、平成 27年９月１日から施行する。 
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日時 審議会・議会 市民参加 庁内 

2020年 

5 月 19 日   庁議 

9 月 15 日 

市議会全員協議会 

・策定時期の見直し（第 2 次ふ

るさと龍ケ崎戦略プランの

計画期間延長） 

・計画期間・構成等について 

  

2021年 

3 月 26 日 

最上位計画策定審議会 

【第 1 回】 

・諮問 

・策定基本方針等について 

・まちづくり市民アンケート

の内容等について 

  

4 月 20 日  
まちづくり市民アンケート

調査実施（5月 19日まで） 
 

5 月 19 日   最上位計画策定連絡調整会議 

6 月 2 日  
オンライン高校生アンケー

ト調査実施（6月 25日まで） 
 

6 月 11 日 
市議会全員協議会 

・策定基本方針について 
  

6 月 26 日  
まちづくり市民ワークシ

ョップ実施 
 

7 月 3 日  

市民懇談会（7 月 18 日まで

13 地区） 

※ 新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により中止 

 

7 月 29 日  
オンライン市民ワークショッ

プ実施（8月7日まで計4回） 
 

9 月 11 日  

まちづくり懇談会（9 月 26

日まで 13 地区） 
※ 新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により中止 

 

9 月 16 日  

次期最上位計画策定に係る意

見（自由意見）募集開始（2022

年9月5日まで） 

 

9 月 22 日   最上位計画策定連絡調整会議 

10 月 4 日   最上位計画策定会議 

10 月 6 日 
市議会全員協議会 

・第 2次ふるさと龍ケ崎戦略プ

ランの計画期間延長について 

  

10 月 19 日 

最上位計画策定審議会 

【第 2 回】 

・諮問及び答申案について（第

2 次ふるさと龍ケ崎戦略プ

ランの計画期間延長） 

・第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略

プランの振り返りについて 

  

２ 策定の経過 
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・まちづくり市民アンケート

の結果について 

・まちづくり市民ワークショ

ップ等の結果について 

11 月 1 日   庁議 

11 月 5 日 
最上位計画策定審議会勉

強会【第 1 回】 
  

11 月 17 日 

第 4 回市議会定例会 
・第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略

プランの計画期間延長につ

いて上程 

  

12 月 1 日 

第 4 回市議会定例会 

・第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略

プランの計画期間延長につ

いて議決 

龍ケ崎のみらい創生▷高校生

政策アイデアコンテスト提

案募集開始（1月 31日まで） 

 

2022年 

2 月 7 日  

龍ケ崎のみらい創生▷高校

生政策アイデアコンテス

ト一次審査（書類審査） 

 

2 月 20 日  

龍ケ崎のみらい創生▷高校

生政策アイデアコンテス

ト二次審査（オンライン・

プレゼン） 

 

3 月 23 日   最上位計画策定連絡調整会議 

3 月 24 日   最上位計画策定会議 

3 月 28 日 

最上位計画策定審議会 

【第 3 回】 

・龍ケ崎のみらい創生▷高校生

政策アイデアコンテストの

結果等について 

・龍ケ崎市人口ビジョン（令和

3年度改訂版）案について 

・時代の潮流の整理について 

・まちづくりの現状と課題（基礎

的調査結果の整理）について 

・次期最上位計画の骨子案（構

成案）について 

  

4 月 8 日 
最上位計画策定審議会勉

強会【第 2 回】 
  

4 月 25 日   
基本計画検討シート（たた

き台）の作成（全庁） 

5 月 11 日   
各課等ヒアリング（5 月 13

日まで） 

5 月 18 日   最上位計画策定連絡調整会議 

5 月 23 日   最上位計画策定会議 

6 月 6 日 

最上位計画策定審議会 

【第 4 回】 

・次期最上位計画に関する将来

ビジョン素案及び基本計画素

案作成の考え方について 

  

6 月 10 日   

優先プロジェクト構築ワ

ーキングチーム会議（6 月

30 日まで） 

6 月 22 日   最上位計画策定連絡調整会議 
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7 月 2 日  
企業・団体等ヒアリング（8

月 19 日まで 9 件） 
 

7 月 4 日   最上位計画策定会議 

7 月 12 日 

最上位計画策定審議会 

【第 5 回】 

・次期最上位計画に関する将

来ビジョン及び基本計画

（素案）について 

  

7 月 20 日 
市議会全員協議会 

・ 
  

7 月 23 日  
市民意見交換会（7 月 31 日

まで 13 地区） 
 

8 月 17 日   最上位計画策定会議 

8 月 31 日 

最上位計画策定審議会 

【第 6 回】 

・次期最上位計画「龍ケ崎みら

い創造ビジョン for2030」案

について 

  

9 月 2 日 

市議会全員協議会 

・次期最上位計画「龍ケ崎みら

い創造ビジョン for2030」案

について 

  

9 月 6 日  
パブリックコメント実施

（10 月 5 日まで） 
 

10 月 20 日   庁議 

10 月 28 日 

最上位計画策定審議会 

【第 7 回】 

・パブリックコメントの結果

及び市の考え方について 

・答申案について（龍ケ崎みら

い創造ビジョン for2030） 

  

11 月 24 日   庁議 

11 月 28 日 
第 4 回市議会定例会 

・龍ケ崎みらい創造ビジョン

for2030 について上程 

  

12 月●日 
第 4 回市議会定例会 

・龍ケ崎みらい創造ビジョン

for2030 について議決 
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(1) まちづくり市民アンケート 

◆対 象  4,000人（回収段階では、3,989人） 

◆期 間  2021年 4月 20日から 2021年 5月 19日まで 

◆方 法  無記名で郵送による配布・回収 

◆回収数  1,530票 

◆回収率  38.4％ 

 

(2) オンライン高校生アンケート 

◆対 象  市内の高等学校に通学する 2年生・3年生（1,063人） 

◆期 間  2021年 6月 2日から 2021年 6月 25日まで 

◆方 法  無記名でオンラインによるアンケート 

◆回収数  467票 

◆回収率  43.9％ 

 

(3) まちづくり市民ワークショップ 

◆開催日  2021年 6月 26日 

◆会 場  龍ケ崎市役所附属棟１階第１会議室 

◆参加者  16人（公募市民 8人・市職員 5 人・市社会福祉協議会職員 3人） 

◆テーマ  もしもあなたが龍ケ崎市長だったら～龍ケ崎市が輝く施策～ 

◆内 容  ワールドカフェ方式によるグループワーク、各グループ間での意

見交換、提言発表、講評 

◆グループテーマ 

【グループＡ】「龍ケ崎に住んでみたい、行ってみたい」と思えるまちへ 

【グループＢ】「龍ケ崎で子育てがしたい」と思えるまちへ 

【グループＣ】「人がつながり、住みやすい」と思えるまちへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市民参加の状況 
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(4) オンライン市民ワークショップ 

◆方 法  オンラインミーティングツールを使ったワークショップ 

◆内 容  各回のテーマに沿った意見交換、提言発表 

回 開催日 参加者 テーマ 

第 1 回 2021年 7月 29日 9 人 

（公募市民 6人・市職員 3人） 

「龍ケ崎に住んでみたい」と思え

るまちへ 

第 2 回 2021 年 8 月 1 日 6 人 

（公募市民 3人・市職員 3人） 

「龍ケ崎で子育てがしたい」と思

えるまちへ 

第 3 回 2021 年 8 月 3 日 10 人 

（公募市民 7人・市職員 3人） 

ＳＤＧｓの実現に向けて私たちが

できること 

第 4 回 2021 年 8 月 7 日 8 人 

（公募市民 5人・市職員 3人） 

居心地のよい「新保健福祉施設」と

するために 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 龍ケ崎のみらい創生▷高校生政策アイデアコンテスト 

◆対象者  市内の高等学校に通学する高校生・市内在住の高校生で構成され

る 2人から 5人までのチーム 

◆テーマ  10 年後に私たちが住みたい龍ケ崎とは？～そのために今、どん

なアイデアが必要だろう～ 

◆応募数  14件（うち一次審査通過は 5件） 

◆審査方法 

【一次審査】市職員による書類審査 

【二次審査】龍ケ崎市長及び外部有識者によるプレゼン審査（オンライン） 

◆表 彰 

受賞名 チーム名（高等学校名） アイデア名 

最優秀賞・

プレゼン賞 

チーム AIRYU 

（愛国学園大学附属龍ケ崎高等学校） 

「ゆるポタ」で点の魅力を線でつなぐ

牛久沼・龍ケ崎サイクリングロード計

画 

優秀賞・

EBPM 賞 

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校富

谷ゼミ 8 班 

（茨城県立竜ヶ崎第一高等学校） 

アートという付加価値がもたらす竜ヶ

崎商店街の再興 

企画力賞 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校富

谷ゼミ 3 班 

（茨城県立竜ヶ崎第一高等学校） 

 

コミュニティバスを何とかしたい！ 
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アイデア賞 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校富

谷ゼミ 6 班 

（茨城県立竜ヶ崎第一高等学校） 

e スポーツで龍ヶ崎を元気に！ 

サステナビ

リティ賞 

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校川

井ゼミ 1 班 

（茨城県立竜ヶ崎第一高等学校） 

イベントを生かして外国人の住みやす

いまちへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 市民意見交換会 
 

開催日 開催場所 参加者 

2022 年 7 月 23 日 

八原コミュニティセンター 17 人 

城ノ内コミュニティセンター 14 人 

長戸コミュニティセンター 7 人 

大宮コミュニティセンター 15 人 

2022 年 7 月 24 日 

馴柴コミュニティセンター 17 人 

久保台コミュニティセンター 9 人 

馴馬台コミュニティセンター 8 人 

2022 年 7 月 30 日 

龍ケ崎コミュニティセンター 9 人 

龍ケ崎西コミュニティセンター 11 人 

北文間コミュニティセンター 12 人 

2022 年 7 月 31 日 

松葉コミュニティセンター 11 人 

長山コミュニティセンター 6 人 

川原代コミュニティセンター 6 人 

参加者合計 142 人 

 

(7) 次期最上位計画に係る意見募集（自由意見） 

◆期 間  2021年 9月 16日から 2022年 9月 5日まで 

◆結 果  意見提出者 10人、意見件数 21件 

 

(8) パブリックコメント 

◆期 間  2022年 9月 6日から 2022年 10月 5日まで 

◆結 果  意見提出 9件（個人 8件・団体 1件）、意見件数 48件 
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(9) 企業・団体等ヒアリング 
 

分野 実施企業・団体等名 実施日 備考 

交流・コミュニティ 特定非営利活動法人茨城県

南生活者ネット 

令和 4 年 7 月 2 日 出前講座と

して実施 

都市整備 関東鉄道株式会社 令和 4 年 7 月 22 日  

産業観光 龍ケ崎市観光物産協会 令和 4 年 7 月 25 日  

福祉 さんさん館 令和 4 年 7 月 25 日  

まちづくり全般 (一社)竜ヶ崎青年会議所 令和 4 年 7 月 28 日  

交流・コミュニティ 龍ケ崎市国際交流協会 令和 4 年 8 月 2 日  

産業観光 龍ケ崎市商工会 令和 4 年 8 月 3 日  

福祉 龍ケ崎市社会福祉協議会 令和 4 年 8 月 19 日  

教育 龍ケ崎市 PTA 連絡協議会 令和 4 年 8 月 19 日  
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≪答申書（写し）≫ 

第 2次ふるさと龍ケ崎戦略プランの計画期間の延長について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 最上位計画策定審議会からの答申・委員名簿 

                           

                          龍  最  審  第 １ 号  

                          令和３年１０月１９日  

 

  龍ケ崎市長 中山 一生 様 

 

                    龍ケ崎市最上位計画策定審議会 

                     会 長  鈴 木 麻里子  

 

   第２次ふるさと龍ケ崎戦略プランの計画期間の延長について（答申） 

 

 令和３年１０月６日付け龍企第５６号により諮問のあったみだしの件について

は、慎重審議の結果、妥当なものと認める。 
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 龍ケ崎市最上位計画の策定について 

 

                           

                          龍  最  審  第 １ 号  

                          令和４年１０月２８日  

 

  龍ケ崎市長 萩原 勇 様 

 

                    龍ケ崎市最上位計画策定審議会 

                     会 長  鈴 木 麻里子  

 

   龍ケ崎みらい創造ビジョン for２０３０（案）について（答申） 

 

 令和３年３月２６日付け龍企第２０号で諮問のあったみだしの件については、慎

重審議の結果、概ね妥当なものと認める。 

 なお、龍ケ崎みらい創造ビジョン for２０３０（以下「本計画」という。）の推進

に当たり、当審議会での審議経過や市民からの提案、意見などを踏まえた付帯意見を

下記に添えて答申する。 

 

記 

 

 本計画に定める将来に向けた本市のあるべき姿「Creation－ともに創るまち･龍ケ

崎－」の実現には、本計画の将来ビジョンや施策などを市民や企業、関係団体など、

多様な主体と共有することが肝要である。 

 そのため、本計画の市民等への積極的な情報発信を推進するとともに、具体の事業

実施に当たっては、その計画段階から市民意見の聴取に努め、市民等にとって納得性

の高い取組を推進すること。 

 なお、その他、次に掲げる事項に留意の上、施策推進を図ること。 

 ・ 適正かつ慎重な財政運営に基づく施策の着実な推進 

 ・ 目標人口の達成に向け、様々な角度からの取組の必要性の検討 

 ・ 若者の定着を図るための雇用の場の創出や民法改正に伴う成人年齢の引下 

  げを受け、成人としての自覚を促す場の確保や市政への参画の促進 

 ・ 電子自治体の推進に当たり、効率性や国の示す画一的なものだけにとらわ 

  れず、情報弱者への配慮・支援の徹底とオープンデータ化の推進 

 ・ 持続可能なまちづくりを意識し、ＳＤＧｓの更なる推進と官民連携の強化 

 ・ 市民のワークライフバランスの取組の定着の推進 
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≪委員名簿≫ 

◆ 区分ごとに 50音順・敬称略で記載しています。 

◆ 職名は、特に記載がない場合、2021年 2月 1日の委員委嘱時のものです。 

区分 氏名 職名 備考 

学識経験者 

郡司 悦子 社会福祉法人桜光会理事長  

鈴木 麻美 
茨城県政策企画部計画推進課課長 

※2022年 4月 1 日現在 

2022 年 4 月 1 日

から委嘱 

鈴木 麻里子 流通経済大学スポーツ健康科学部教授 ★会長 

田中 治彦 上智大学グローバルコンサーン研究所所員 ★副会長 

谷口 佳菜子 流通経済大学社会学部准教授  

深澤 泰子 茨城県政策企画部計画推進課課長 
2022年 3月 31日

まで委嘱 

関 係 団 体 

櫻井 惇 龍ケ崎市商工会青年部部長  

中村 友則 龍ケ崎市住民自治組織連絡協議会副会長  

武藤 成一 関東鉄道株式会社常務取締役  

渡邊 孝 龍ケ崎市消防団副団長  

公 募 市 民 

池永 直子   

石引 公子   

北川 滋也   

披田 信一郎   
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